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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第６期および第７期においては、１株当たり当期純損失が計上されているため、連結経営指標等における潜在株式調整後

１株当たり当期純利益は、記載しておりません。 

３ 第10期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月

売上高 (千円) 7,711,554 11,306,950 18,525,053 18,822,196 68,366,499 

経常利益 
又は経常損失(△) 

(千円) △4,328,747 △1,135,675 △600,082 523,815 3,354,998 

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(千円) △4,783,136 △1,487,394 1,812,201 581,071 3,092,302 

純資産額 (千円) 6,003,526 4,587,646 9,847,238 11,408,496 32,978,952 

総資産額 (千円) 10,097,684 10,354,141 16,999,334 23,749,420 57,052,943 

１株当たり純資産額 (円) 146,822.45 109,446.63 106,119.68 59,322.13 53,424.00

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △118,976.88 △36,153.94 20,548.76 2,967.09 6,893.95

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 19,849.89 2,875.93 6,644.92

自己資本比率 (％) 59.5 44.3 57.9 48.0 44.5

自己資本利益率 (％) ― ― 25.1 5.5 16.8

株価収益率 (倍) ― ― 19.3 53.6 18.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △426,434 △602,779 △514,194 △990,649 2,285,160 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △477,278 925,157 △680,873 △1,160,214 △7,842,082 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,242,523 105,716 2,949,191 4,030,746 14,503,373 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,442,835 2,251,092 3,999,783 5,991,960 14,940,408 

従業員数 (名) 185 269 261 350 426 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第６期および第７期、第９期においては、１株当たり当期純損失が計上されているため、提出会社の経営指標等における

潜在株式調整後１株当たり当期純利益、自己資本利益率、株価収益率は記載しておりません。 

３ 第10期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月

売上高 (千円) 1,541,746 2,437,796 7,384,632 221,848 112,878 

経常利益 
又は経常損失(△) 

(千円) △192,258 △543,560 △636,052 △451,808 △1,129,244 

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(千円) △1,630,324 △2,944,427 39,315 △5,704 1,324,792 

資本金 (千円) 2,188,000 2,226,000 3,855,000 3,920,000 9,444,404 

発行済株式総数 (株) 41,033.68 42,122.68 92,799.36 192,018.92 475,511.49

純資産額 (千円) 9,628,784 6,764,572 10,064,291 10,461,461 22,718,013 

総資産額 (千円) 9,730,269 8,120,169 13,382,751 15,068,499 27,512,497 

１株当たり純資産額 (円) 234,660.61 160,599.15 108,458.77 54,488.46 47,782.52

１株当たり配当額 
(１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 
― 
(―) 

―
(―) 

―
(―) 

500
(―) 

500 
(―) 

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △40,517.13 △71,242.86 444.43 △30.11 2,953.48

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 429.36 ― 2,880.14

自己資本比率 (％) 99.0 83.3 75.2 69.4 82.6

自己資本利益率 (％) ― ― 0.5 ― 8.0

株価収益率 (倍) ― ― 891.0 ― 43.3

配当性向 (％) ― ― ― ― 16.9

従業員数 (名) 110 119 117 36 33 



２ 【沿革】 

  

平成８年12月 株式会社インターネット総合研究所設立(東京都新宿区西新宿二丁目６番１号―41

階) 

平成９年１月 東京都港区虎ノ門五丁目12番13号大手町建物神谷町ビルディング８階に本社を移転 

平成９年７月 国際電信電話株式会社と共に企画した日本初の商用IX(Internet eXchange)である日

本インターネットエクスチェンジ株式会社の設立に参画し、同時に技術運用アウト

ソーシングを全面的に受託 

平成10年４月 ネットワーク機器の相互接続性テストなどを行う事業の開始に伴い、NOEL(Network 

Operational Engineering Laboratory)を企画・運営 

平成11年６月 通信・放送新規事業(特定通信・放送開発事業実施円滑化法)として郵政省が認定 

平成11年11月 モバイルとインターネットに特化したベンチャーキャピタルとしてモバイル・イン

ターネットキャピタル株式会社をエヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社、興銀証券

株式会社および西岡郁夫氏(モバイル・インターネットキャピタル株式会社 代表取

締役)と共同出資により設立(資本金100,000千円、当社持株比率30％) 

平成11年12月 データセンターや各種インターネット関連通信サービス事業者向け24時間運用保守

サービスを行う株式会社インターネットシーアンドオーを資本金50,000千円(日本電

話施設株式会社50％、当社30％、ファストネット株式会社20％)を設立 

平成11年12月 東京証券取引所 マザーズに上場 

平成12年２月 米国アジアグローバルクロッシング社(米国グローバルクロッシング社、米国マイク

ロソフト社、ソフトバンク株式会社との合併)89％対当社11％の出資比率で日本国内

向けデータセンター運用会社であるグローバルセンター・ジャパン株式会社を設立 

平成12年２月 米国にニューヨークを拠点にしたIRI USA, Inc.を設立 

平成12年３月 本社事務所を東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号へ移転 

平成12年４月 株式会社アイ・アール・アイファイナンスアンドテクノロジーを設立 

平成12年４月 株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジーを設立 

平成12年５月 本店を東京都港区赤坂一丁目14番５号へ変更 

平成12年９月 本店を東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号へ変更 

平成12年11月 株式会社ブロードバンド・エクスチェンジを当社50.0％、日本電気株式会社

35.0％、松下電器産業株式会社15.0％の出資比率により、資本金１億円で企画会社

として設立。平成13年５月に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、住友商事株式会

社および東京電力株式会社が資本参加 

平成13年３月 ブロードバンド・インターネット・インフラ事業と連携するユビキタス・プラット

ホーム事業を新たな事業の柱とするため、タウ技研株式会社の84.2％の株式取得 

平成13年３月 コア事業強化とIT人材の質・量の拡大に対処するため、パソナグループとの広範囲

な提携を行うために、株式会社パソナテックの株式を25.5％取得および株式会社パ

ソナの株式を2.7％取得 

平成13年６月 本社事務所を東京都新宿区西新宿一丁目26番２号へ移転 

平成13年６月 高収益のブロードバンド通信事業者向け運用保守事業を強化するため、株式会社イ

ンターネットシーアンドオーからの第三者割当による増資の引受け 

平成14年３月 データセンター事業への本格的進出として、グローバルセンター・ジャパン株式会

社からの第三者割当による増資の引受け 

平成14年４月 グローバルセンター・ジャパン株式会社を株式会社ブロードバンドタワーに商号変

更 

平成14年４月 簡易株式交換により、タウ技研株式会社を完全子会社化 



  

  

(注) 当事業年度末日後の沿革としては次のとおりであります。 

  

平成15年３月 松下電工株式会社と次世代ネットワークプロトコル(Ipv6)対応のHX(Home eXchange)

の共同開発で提携 

平成15年６月 厚生労働省の平成15年度「均等推進企業表彰」において、東京労働局長奨励賞を受

賞 

平成15年７月 リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッド

(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)との間で第三者割当増資

に係る包括契約書締結 

平成15年９月 国際会計事務所組織デロイト トウシュ トーマツ発表の「日本テクノロジー

Fast50」で４位受賞 

平成15年11月 リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッド

(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)との間で第三者割当増資

に係る株式引受契約書締結 

平成16年１月 平成電電株式会社よりISP(インターネット・サービス・プロバイダ)向けダイアルア

ップ接続事業に関する営業を譲り受けるための事業買収契約書締結 

平成16年２月 日本経済団体連合会(日本経団連)へ入会 

平成16年４月 株式会社インターネットシーアンドオーを株式会社IRIコミュニケーションズに商号

変更 

平成16年７月 タウ技研株式会社を株式会社IRIユビテックに商号変更 

平成16年７月 当社のIPネットワーク事業(ネットワークインテグレーション事業およびヴァーチャ

ル・アクセス・サービス事業)を株式会社IRIコミュニケーションズへ会社分割 

平成16年７月 株式会社プロデュース・オン・デマンドを連結子会社化 

平成16年10月 当社事業部門のユビキタス研究所を株式会社IRIユビテックへ会社分割 

平成16年10月 当社子会社の株式会社ブロードバンド・エクスチェンジを存続会社とし、同じく子

会社の株式会社IRIコミュニケーションズとの合併 

新商号は株式会社IRIコミュニケーションズ 

平成16年10月 簡易株式交換により、ファイバーテック株式会社を完全子会社化 

平成16年11月 ジュリアーニ・パートナーズ／セイジ・キャピタル・グロースのグループ企業であ

るStanfield Financial Inc.へ円貨建転換社債型新株予約権付社債発行の決議(発行

日：平成16年12月１日) 

ジュリアーニ・パートナーズ／セイジ・キャピタル・グロースとの資本業務提携 

平成16年11月 IRI Finance And Technology Asia Ltd.設立(Cayman Islands) 

株式会社アイ・アール・アイ ファイナンスアンドテクノロジーの全株式をIRI 

Finance And Technology Asia Ltd.へ譲渡 

平成17年６月 株式会社IRIユビテックの株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット

「ヘラクレス」へ株式の新規上場 

平成17年８月 株式会社ブロードバンドタワーの株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット「ヘラクレス」へ株式の新規上場 

平成17年８月 UBS AG London Branch を割当先とする第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の

発行(発行総額110億円) 

平成17年８月 公開買付けにより株式会社アイ・エックス・アイの株式を53.01％取得し子会社化 

平成18年１月 三井物産株式会社とMVNO事業を支援する企画会社である株式会社モバイル・ブレー

クスルーを設立 

平成18年１月 グローバルナレッジネットワーク株式会社が発行する新株予約権付社債および新株

予約権の引受契約を締結 

平成18年７月 簡易株式交換により、セーバーホールディングス株式会社を完全子会社化 

平成18年７月 グローバルナレッジネットワーク株式会社が発行する新株予約権付社債に付された新株予約

権の全部行使および新株予約権の一部行使により子会社化 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、平成18年６月30日現在、当社および子会社19社ならびに関連会社８社で構成され、IPネットワー

ク事業、IPプラットフォーム事業、IPエンタープライジング事業、その他事業の４つに分類することができます。 

当社グループの事業に係る位置付けおよび事業部門との関連は次のとおりであります。 

  

(IPネットワーク事業) 

主として、インターネット・データセンター事業、ネットワーク設計・構築・運用・監視およびIPトラフィックエ

クスチェンジ事業、インターネット上でのメディア事業および関連事業、ストリーミング配信事業 

主な該当関係会社 

・株式会社インターネット総合研究所(当社) 

・株式会社ブロードバンドタワー(持分法適用関連会社) 

・株式会社IRIコミュニケーションズ(連結子会社) 

・株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(連結子会社) 

・株式会社プロデュース・オン・デマンド(連結子会社) 

・株式会社ブロードバンドピクチャーズ(持分法適用関連会社) 

  

(IPプラットフォーム事業) 

デジタル情報家電向けエンジン、ATM端末等の主要モジュールの設計・開発・製造事業、医療機器の製造・販売事業

主な該当関係会社 

・株式会社IRIユビテック(連結子会社) 

・ファイバーテック株式会社(連結子会社) 

  

(IPエンタープライジング事業) 

地理情報システム(GIS)技術を核とした情報系システムの企画・設計・開発事業 

主な該当関係会社 

・株式会社アイ・エックス・アイ(連結子会社) 

  

(その他事業) 

主として、ファンド運用等のファイナンス事業その他 

主な該当関係会社 

・IRI USA, Inc.(連結子会社) 

・IRI Finance And Technology Asia Ltd. (連結子会社) 

・アイ・アール・アイファイナンスアンドテクノロジー(連結子会社) 

・タウ・サプライ・サービス株式会社(連結子会社) 

・株式会社インターネット・ジーアイエス(持分法適用関連会社) 

・モバイル・インターネットキャピタル株式会社(持分法適用関連会社) 

・マーチャンダイズ・キャピタル株式会社(持分法適用関連会社) 

・テレワーク総合研究所株式会社(持分法適用関連会社) 

・株式会社ベルハート(持分法適用関連会社) 

・上海佳路技術発展有限公司(持分法適用関連会社) 

・ドリームテクノロジーズセールスジャパン株式会社(持分法適用関連会社) 

  



事業の系統図はつぎのとおりであります。 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

名称 住所 資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
又は被所有 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)     

株式会社アイ・アール・ア
イコマースアンドテクノロ
ジー       (注)2 

東京都 
新宿区 595 

インターネット上でのメ
ディア事業および関連す
るシステム設計・開発事
業等 

77.0
[18.3]

役員の兼任 １名 
出向者の派遣 
業務委託、サービスの購
入 
オフィス等の転貸、融資 

株式会社プロデュース・オ
ン・デマンド  (注)2,4 

東京都 
港区 187 ストリーミング配信事業 44.5

[25.8]

役員の兼任 ２名 
出向者の派遣 
業務委託、サービスの購
入 

株式会社IRIユビテック 
         (注)3 

東京都 
新宿区 832 

デジタル情報家電向け映
像エンジン、ATM端末等の
主要モジュールの設計・
開発・製造事業等 

77.8
役員の兼任 ２名 
業務委託、サービスの購
入 

ファイバーテック株式会社 東京都 
千代田区 424 医療機器の製造・販売事

業等 100 ― 

IRI USA, Inc. 米国 
デラウェア州 

105 
（US1百万ドル)

米国におけるインターネ
ット業界・企業の情報収
集等 

100 役員の兼任 ２名 

IRI Finance And  
Technology Asia Ltd. ケイマン諸島 0 

（US76ドル)
ファンド運営事業等 98.7 役員の兼任 ２名 

株式会社アイ・アール・ア
イファイナンスアンドテク
ノロジー     (注)1 

東京都 
新宿区 10 ファンド運営に係る投資

助言等 
98.7
(98.7)

役員の兼任 ２名 
出向者の派遣、業務受託 

タウ・サプライ・サービス
株式会社     (注)1 

東京都 
新宿区 10 ―

98.7
(98.7)

役員の兼任 １名 

株式会社アイ・エックス・
アイ      (注)3,5 

大阪府 
大阪市淀川区 1,637 情報サービス事業・情報

機器販売及び工事事業 52.5

Ⅹebex America, Inc. アメリカ合衆国
メリーランド州 2,504USドル 情報サービス事業 100.0

連結子会社アイ・エック
ス・アイの子会社 

ブルービーグル株式会社 東京都港区 10 情報サービス事業 100.0
連結子会社アイ・エック
ス・アイの子会社 

株式会社グローバルウイン
グス       (注)1 

大阪府 
大阪市淀川区 116 航空事業 31.9

(31.9)

役員の兼任 ２名 
連結子会社アイ・エック
ス・アイの子会社 

株式会社イード 
         (注)1 

東京都 
中野区 514 

マーケティングリサーチ
事業及び関連するコンサ
ルティング事業 

52.2
(52.2)

役員の兼任 １名 
連結子会社アイ・アー
ル・アイコマースアンド
テクノロジーの子会社 

シーブックニジュウヨンド
ットコム株式会社 (注)1 

埼玉県 
戸田市 20 書籍・雑誌の販売 45.1

(41.8)

連結子会社アイ・アール・
アイコマースアンドテク
ノロジーの子会社 

株式会社モバイル・ブレー
クスルー 

東京都 
新宿区 60 － 80.0 役員の兼任 ３名 

(持分法適用関連会社)     

株式会社ブロードバンドタ
ワー 

東京都 
中央区 2,215 

インターネット・データ
センター事業、ブロード
バンド配信事業 

40.1
役員の兼任 ４名 
サービスの購入 

モバイル・インターネット
キャピタル株式会社 

東京都 
港区 100 ベンチャーキャピタル事

業 30.0 役員の兼任 ２名 

株式会社ベルハート 東京都 
中野区 95 

電話およびインターネッ
トによるカスタマーサポ
ート事業 

20.0 ― 

上海佳路技術発展有限公司 中国 
上海市 26 ソフトウェア販売事業 23.1 役員の兼任 ２名 



  

(注) １ 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

２ 議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。 

３ 株式会社IRIユビテック、株式会社アイ・エックス・アイは、特定子会社に該当いたします。 

４ 株式会社プロデュース・オン・デマンドは、議決権の所有割合は50％未満ですが、支配力基準により、子会社として取り

扱っております。 

５ 株式会社アイ・エックス・アイは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を

超えております。 

６ その他の持分法適用関連会社は５社 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年６月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 従業員数には、当社グループ会社への出向者(12名)を含んでおります。 

２ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所 資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
又は被所有 
割合(％) 

関係内容 

日本インターネットエクス
チェンジ株式会社 

東京都 
千代田区 451 

商用IX(インターネット事
業者間の相互接続サービ
ス)事業 

17.3 役員の兼任１名 

    
株式会社

アイ・エックス・アイ   

主要な損益情報等 (1) 売上高 50,590,732千円     

  (2) 経常利益 4,300,054千円     

  (3) 当期純利益 2,374,075千円     

  (4) 純資産額 13,136,905千円     

  (5) 総資産額 29,361,656千円     

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

IPネットワーク事業 126 

IPプラットフォーム事業 157 

IPエンタープライジング事業 130 

その他事業 2 

全社 11 

合計 426 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

33 41.7 4.6 7,694,225 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高止まり等による先行きの懸念材料を抱えているものの、企

業収益の改善に伴う設備投資の増加や個人消費の好調等により、景気は回復基調で推移しました。 

当社グループが属する情報通信サービス市場においては、ブロードバンド化のさらなる進展とブロードバンド利

用者の増加を背景に、ビジネス環境の大きな変化が進行しております。ソフトバンク株式会社とヤフー株式会社と

の合弁会社TVバンク株式会社の設立、無料会員制のブロードバンド放送“GyaO”の登録会員数が1,000万人を突破す

る等、また一方では、既存メディアにおいても動画を中心にコンテンツのインターネット利用を積極的に行い、放

送とインターネットのハイブリッド化が加速しつつあります。さらに、Google、ウィキペディア、ブログ、SNS

(Social Networking Service)等に見られる「Web2.0」の潮流がインターネットを取り巻く技術を進化させてきてお

ります。 

モバイル・携帯電話市場においては、1.7GHz帯での携帯電話新規参入事業者の出現や、ソフトバンク株式会社に

よるボーダフォン株式会社の買収、既存の携帯電話事業者から設備を借りてサービスを提供するMVNO(mobile 

virtual network operator)機運の高まり等、携帯電話における番号ポータビリティの導入間近とも相俟って新たな

競争環境を促し、次世代通信インフラを積極的に活用する一般企業のIPネットワーク需要が増してきております。 

このような情勢の下、当社グループの事業においては、主にコンテンツ事業者に対してデータセンター事業、ブ

ロードバンドの動画配信事業、広告・ニュース配信といったコンテンツサービス事業等を提供している「IPネット

ワーク事業」、インターネット環境と利用者をつなぐインターフェースである機器(パソコン、家電、通信機器、産

業機器等)の開発支援および設計技術支援の他、ユビキタス・ネットワーク化、医療分野のIT化・IP化の流れの中

で、モバイル技術、ワイヤレスネットワーク技術の提供や医療機器のネットワーク化の推進を図る「IPプラットフ

ォーム事業」に加え、今後インターネットの利用が急速に進むエンタープライズ(一般事業会社)に対して、当連結

会計年度より当社グループ入りした株式会社アイ・エックス・アイ(IXI)を中心に、ネットワーク分野からアプリケ

ーション分野まで一貫した高度なサービスをワンストップで提供する「IPエンタープライジング事業」を新たに立

上げました。 

ブロードバンド化、ユビキタス化の進展に伴い従来のIPネットワーク事業、IPプラットフォーム事業が好調に推

移するとともに、当連結会計年度より新設されたIPエンタープライジング事業の大幅な売上増加により、当社の連

結売上高の増加を牽引いたしました。 

一方では、当社グループの連結子会社である株式会社IRIコミュニケーションズ(IRI-Com、現 株式会社ブロード

バンドセキュリティ)は、その主要取引先である平成電電株式会社が平成17年10月に民事再生手続開始の申立を行っ

た影響を受け実質債務超過に至りました。当社は、親会社としての然るべき支援を行ってきましたが、当社の再建

支援方針のもと、平成18年５月29日をもちましてIRI-Comの一連の再建支援が終了し、同時に連結子会社から外れる

こととなりました。 



当連結会計年度において、今後の当社グループの事業成長のための方策として、教育事業のIP化を図るべく、IT

プロフェッショナル育成を通じ企業の競争力となる人材開発を支援する教育プロバイダーであり、企業ユーザー、

SIベンダー、通信事業者等から高い評価を受けているグローバルナレッジネットワーク株式会社の発行する新株予

約権付社債および新株予約権の引受けを行い、これを契機に両社およびグループの顧客基盤を相互に活用すること

で事業拡大へ積極的に取り組んでまいります。 

また、携帯電話向けコンテンツ(動画、音声、静止画、記述言語)の変換、端末ごとの最適化および配信管理に特

化したシステムの開発・販売を行い、数多くの有力コンテンツプロバイダー、コンテンツ配信事業者を顧客として

抱えているセーバーホールディングス株式会社を簡易株式交換により完全子会社化とすることで、モバイルインタ

ーネット分野におけるIPテクノロジーやサービスの革新を積極的に進めてまいります。 

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高68,366百万円(前期18,822百万円、263.2％

増加)、営業利益3,487百万円(前期454百万円、667.3％増加)、経常利益3,354百万円(前期523百万円、540.5％増

加)、当期純利益は、3,092百万円(前期581百万円、432.2％増加)となりました。 

  

事業の種類別の経過と成果は以下の通りであります。 

  

① IPネットワーク事業 

IPネットワーク事業は、当社が創業時から培ってきたIPネットワークの構築・運用に係わる技術力や経験を活

かした事業であり、当該事業にはIPネットワーク技術を活用したインフラ系、サービス系の事業群が属してお

り、営業活動は主に当社のグループ各社にて行っております。当該事業環境は顧客ユーザー網のIP化に伴って、

従来の通信インフラ事業者、大手ポータルサイトコンテンツ事業者に提供してきた従来のサービス基盤を用いて

一般事業会社(エンタープライズ)にサービスを提供できる営業機会が増してきております。 

以下に、主な当社グループの連結子会社の状況を説明いたします。 

  

インターネット上のプラットフォームをインフラから支えるインターネット・データセンター(iDC)事業を営む

株式会社ブロードバンドタワー(BBTower)は、主力事業である同事業に加えて、データセンターとしてのインフラ

を最大限に利用し、ブロードバンドコンテンツを制作から配信まで手掛けるブロードバンド配信事業を推進し、

ブロードバンド時代の情報発信拠点の中心となるべく事業拡大と内部基盤の充実を図っております。総務省の発

表によると、ブロードバンド接続サービス(FTTH、DSL、CATV)の契約数が平成18年３月末には2,300万人を超え、

インターネットの利用目的は情報収集だけではなく、様々なコミュニケーションや音楽、映像などのエンターテ

イメントの視聴等、インターネットがメディアとして確立され、放送とインターネットのハイブリッド化が進ん

でおります。 

このような事業環境の下、従来からの事業領域であるデータセンター事業においては、引き続きブロードバン

ド化による事業拡大を進めるポータル最大手や金融関連企業等、既存大口顧客の追加利用の獲得や当期より本格

的に取り組みを開始したMSPサービスならびにマネージドホスティングサービスの受注増加により、業績が好調に

推移いたしました。 



また、このような需要に対応するために、データセンターを拡張し、設備増強を実施いたしました。 

一方、ブロードバンド配信事業においては、ネットシネマの配信をはじめとして、ブロードバンド環境におけ

るコンテンツ配信ビジネスを展開し、映像作品の企画・制作、配信を積極的に行うとともに、EC事業へも展開を

はかっており、顧客層を絞った服飾品のオンライン販売の事業を開始いたしました。 

なお、BBTowerは当第３四半期より、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更となりましたが、当社の主要な

IPネットワーク事業として位置付けております。 

株式会社IRIコミュニケーションズ(IRI-Com)は、IPネットワーク事業分野において、ネットワークの設計、構

築を行うアドヴァンスド・ネットワーク・インテグレーションサービス(AdNI)、ブロードバンド通信サービスで

あるブロードバンド・エクスチェンジサービス(BEX)、顧客企業に対して24時間のネットワーク運用・監視を行う

マネジメント・サービス(MS)、米国センドメール社のメールソリューションを利用したメールASPサービス

「Anti-Abuse Mail Service」の提供(ASP)を主要な事業としております。 

なお、前述しましたように、IRI-Comは、主要取引先である平成電電株式会社の民事再生手続開始の申立ての影

響により実質的債務超過に至り、当社の再建支援のもと、平成18年５月29日をもって当社の子会社から外れ、同

時に商号を株式会社ブロードバンドセキュリティに変更いたしました。 

  

株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(IRI-CT)は、「次世代の出版社」をキーワードに

「RBB TODAY」「レスポンス」「MEDWEB」「週刊モノスタイル」など９つのメディアやサービス、ECサイト等を運

営しています。コンテンツ、調査、広告、ゲーム制作、書籍出版等、メディアを中心にWeb2.0的なビジネスモデ

ルを展開しマーケティングアンテナを広げています。 

また、平成17年９月30日に、自動車およびIT業界を中心に商品企画、デザイン調査、顧客満足度調査、市場調

査をベースにしたコンサルティング事業を展開している株式会社イード(イード)の第三者割当増資の引受けを行

い、イードを子会社化いたしました。これに伴い、イードの持つ大手自動車メーカー、通信会社、IT関連企業向

け等のインターネットリサーチの収益が大きく寄与いたしました。 

  

株式会社プロデュース・オン・デマンド(PoD)は、大手ネットワーク事業各社とのアライアンスによる大容量・

高品質のストリーミング配信プラットフォームを有しており、ブロードバンド時代において動画コンテンツの制

作支援から配信までのトータルソリューションを提供しております。ブロードバンド化の進展に伴い動画コンテ

ンツの配信需要はますます増えており、PoDはエンタテイメント・コンテンツの他、一般企業のPR、IR、eラーニ

ング等の配信を行っております。平成17年４月から株式会社USENが事業展開を開始した広告モデル型無料動画配

信サービス「GyaO」の配信プラットフォーム提供も行っており、同サービスが平成18年６月において登録会員数

1,000万人を突破する等、急激に成長していることが、PoDの受注および売上拡大に大きく寄与しております。ま

た、昨シーズンに引き続き、今シーズンも東北楽天ゴールデンイーグルス等のインターネットでの野球中継の配

信を行っております。 

  



以上の結果、IPネットワーク事業の連結業績につきましては、売上高は10,389百万円(前期13,842百万円、

24.9％減少)、営業利益は152百万円(前期558百万円、72.7％減少)となりましたが、これは前述のとおり、

BBTowerが当第３四半期より、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更となったことによるものです。 

  

② IPプラットフォーム事業 

IPプラットフォーム事業は、インターネット環境と利用者をつなぐインターフェースである機器(パソコン、家

電、通信機器、産業機器等)の開発および設計技術や経験を活かしてハードウェアとIPネットワーク技術の融合を

図る事業群で、営業活動は主に当社グループ各社にて行っております。当該事業の環境はユビキタス・ネットワ

ーク化の流れの中で、モバイル技術やワイヤレスネットワーク技術等の新たなIPネットワークの構築・運用技術

が様々なプラットフォームに応用される段階に来ており、従来IT化・IP化が大きく遅れていた医療分野において

も、医者と患者をつなげる医療機器がネットワークと融合し、先進的な医療情報産業を実現する試みが現実化し

てきております。以下に、当該事業に係る当社グループの主な連結子会社の状況を説明いたします。 

  

IPプラットフォーム事業の中核である株式会社IRIユビテック(IRIユビテック)は、当社グループにおいて唯

一、ネットワークのプラットフォームとなる“モノ作り”を行っている「技術開発型べンチャー」企業で、主と

してイメージングテクノロジーを活用したデジタル情報家電向け映像エンジン、およびセンシングテクノロジー

を活用したATM(オートマティックテラーマシーン、現金自動預払機)端末等の主要モジュールの設計・開発から製

造)、プロジェクターや薄型テレビ等の映像エンジンシステムの開発で培った高度な映像技術を保有している他、

組込み系のセンシング技術、セキュリティ技術においても豊富な経験とノウハウを蓄積しております。また、IRI

ユビテックの研究開発部門であるユビキタス研究所が保有するIPネットワークの設計・構築技術と高信頼なネッ

トワークの運用技術を活かすべく、次世代無線ブロードバンドである「WiMAX」ネットワーク事業において技術支

援を実施する等、積極的な事業展開を図っております。 

電子機器部門においては、旧型製品等の既製品量産案件が減少したものの、交通機器向け液晶表示ユニットの

生産の受注獲得等が堅調に推移いたしました。現在は、自社開発したフルスペックハイビジョンの映像エンジン

モジュール「UBIRIS(ユビリス)」受注拡大や紙幣鑑別ユニットのセンシングモジュールや生体認証モジュールの

受注拡大に注力しており、「UBIRIS」は既に大手メーカーからの量産案件の受注をほぼ獲得し、さらに数社が同

製品の機能評価を行っています。モバイル・ユビキタス部門につきましては、携帯電話評価業務の受注が順調に

拡大したことに加え、「WiMAX」ネットワーク支援事業において、ネットワーク設計・構築コンサルティング業務

を順調に受注した結果、大幅に収益を伸ばしました。 

財務面では、前述した「WiMAX」事業の共同推進を目的に、平成17年７月に、当社、IRIユビテック、YOZANの３

者の間で資本業務提携を締結し、当社が、YOZANの発行済株式総数の1.52％に相当する15,643株の普通株式を取

得、一方YOZANに対して当社が保有するIRIユビテック株式のうち、IRIユビテックの発行済株式総数の1.31％に相

当する228株の普通株式を譲渡いたしました。 

  



当社の完全子会社であるファイバーテック株式会社(ファイバーテック)は、「低侵襲」「非侵襲」をキーワー

ドに主として極細径内視鏡分野を中心に医療機器の製造・販売事業を展開している医療系ベンチャー企業で、外

径１mm以下の極細径内視鏡の開発・製造・販売を主力事業としております。当期においては主力である極細径内

視鏡の販売が引き続き国内、海外とも好調に推移し、特に循環器内科領域での当社の血管内視鏡の使用量が増加

し、これに付随してディスポーザル製品の売上も順調に伸びました。また、医療ITベンチャー企業の株式会社ミ

トラと同社の開発した産婦人科向け電子カルテである「ハローベイビープログラム」について包括的な販売提携

や超小型生体センサー事業の提携などを実施し、医療とIT、医療とインターネットの積極活用を推進しておりま

す。 

  

以上の結果、IPプラットフォーム事業の連結業績につきましては、売上高は7,147百万円(前期4,849百万円、

47.4％増加)、営業利益は336百万円(前期203百万円、65.3％増加)となりました。 

  

③ IPエンタープライジング事業 

当社は、平成17年８月15日に公開買付けにより、株式会社アイ・エックス・アイ(IXI)の発行済株式総数の過半

数を取得し、連結子会社といたしました。 

地理情報システム(GIS)技術を核とした情報系システムの企画・設計・開発事業を営むIXIと当社グループの有

する経営資源を組み合わせることによって、位置情報、時間情報、空間情報を活用した分散拠点向けソリューシ

ョンを展開する「IPエンタープライジング事業」を新たに創設いたしました。GISによるエンタープライズ市場を

開拓することで、さらなる同事業の売上高の増加と利益率の向上を図ってまいります。 

このIPエンタープライジング事業の中核となるIXIは、企業収益の改善とともに設備投資の緩やかな増加を背景

に、総合的な営業対応による全体契約(コンサルティングからシステム開発、ソフトウェア、運用等を含めたサー

ビス)の提供を進め、特にIXIの得意分野である物流分野における受注獲得が好調に推移し、また、これに伴い情

報機器販売および工事事業も順調に伸びました。 

財務面では、平成18年２月に、公募増資および当社を割当先とする第三者割当増資を実施し、8,000株の新株式

を発行し、5,306百万円調達いたしました。 

  

以上の結果、IPエンタープライジング事業の連結業績につきましては、売上高は50,590百万円、営業利益は

3,921百万円となりました。 

  

以上、IPネットワーク事業、IPプラットフォーム事業、加えてIPエンタープライジング事業の成果により、当

連結会計年度の決算状況は、連結売上高68,366百万円(前期18,822百万円、263.2％増加)、営業利益3,487百万円

(前期454百万円、667.3％増加)、経常利益3,354百万円(前期523百万円、540.5％増加)、当期純利益3,092百万円

(前期581百万円、432.2％増加)となりました。 

  

また、当社単体の損益の状況につきましては、売上高112百万円(前期221百万円、49.1％減少)、営業損失938百

万円(前期586百万円)、経常損失1,129百万円(前期451百万円)、当期純利益1,324百万円(前期 当期純損失５百万

円)となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、先行投資の仕入れ・外注費に伴うたな卸資産の増加等に

よる減少はあったものの、子会社(IXI)の売上増加に伴う運転資本の増加により、2,285百万円のネット受取額(前期

ネット支払額990百万円)となりました。 

投資活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、子会社２社(BBTower、IRIユビテック)の上場に伴い子会

社株式を売却したことに加え、子会社の事業再建における資金確保のため、当第２四半期においてBBTower株式を一

部売却したこと等による資金流入はありましたが、前述のIXIの公開買付けやYOZANとの資本・業務提携により同社

の投資有価証券を取得したこと等により、7,842百万円のネット支払額(前期 ネット支払額1,160百万円)となりま

した。 

財務活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、前述したUBS AG London Branchを割当先とする110億円の

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、BBTower株式公募による少数株主の払込み等により、14,503百万

円のネット受取額(前期 ネット受取額4,030百万円)となりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度における現金および現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末残高から8,948百万

円増加して、14,940百万円となりました。 

  

(注) 自己資本比率：        自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：  株式時価総額／総資産 

  

  平成15年６月期 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

自己資本比率(％) 44.3 57.9 48.0 57.8

時価ベースの自己資本比率 
(％) 

108.2 432.3 257.1 106.7



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績および受注実績 

当社および関係会社のサービスは広範囲かつ多種多様であり、また受注生産形態をとらない事業も含まれるた

め、事業の種類別に生産の規模および受注の規模を金額または数量で示すことはしておりません。 

  

(2) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績額の総販売実績に対する割合 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

IPネットワーク事業 10,389,109 75.1

IPプラットフォーム事業 7,147,475 147.4

IPエンタープライジング事業 50,590,732 ―

その他事業 239,181 183.7

合計 68,366,499 363.2

相手先 
前連結会計年度

相手先
当連結会計年度 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

平成電電株式会社 4,715,891 25.1
株式会社デジタル
デザイン 

12,151,500 17.8

ヤフー株式会社 3,026,333 16.1
株式会社ミクロ・
システム・トレイ
ディング 

7,419,830 10.9



３ 【対処すべき課題】 

当社グループを取り巻く市場環境は、ブロードバンドの普及とインターネット関連の技術革新を背景に、今後も成

長は続くものと考えております。一方、市場の動向を常に注視せず、また変化を予測できなければ淘汰される厳しい

市場とも捉えております。こうした環境の中、IPテクノロジーをコアに、強固な経営基盤を備えた企業集団を目指す

べく、当社グループにおきましては、特に下記の４点を重要課題として取り組んでおります。 

  

(1) 競争力強化 

当社がIPテクノロジー・ビジネス・クリエーターとして、投資・買収した事業を育成し、安定的な収益をあげて

いくためには、将来にわたって、IPテクノロジー関連分野に関する先端的な技術的知見・事業化ノウハウを開発、

獲得していく必要があります。このために当社は、グループ内における技術開発を推進するのみならず、グループ

外企業とも連携し、技術的知見の蓄積に努めてまいる所存です。また、経営面に関しても、資本・事業提携などを

ベースに、当社グループ内外の経営資源を効率的に活用することで、育成する事業のサービス・製品開発、営業等

の競争力を高めていくことが必要と考えております。 

  

(2) 人材の獲得・育成 

当社グループの技術力・経営力を維持・発展させていくためには、これを担う人材を継続的に獲得・育成してい

くことが重要と考えております。当社グループでは、IPテクノロジー分野のみならず、各産業分野における専門性

の高い人材とのネットワークの拡充に加え、当社グループ自体の魅力を高めるべく、労働環境の整備にも努めてま

いります。 

  

(3) 管理体制の整備 

管理体制においては、当社グループ各社が事業の立上げ段階から成長段階に移行し業績の拡大に伴い、特に与信

管理機能の強化、売上高、売上高成長率、営業利益、営業キャッシュ・フローを重点経営指標と定め、予算と実績

の比較分析を迅速かつ的確に遂行するための業績管理体制、内部牽制機能の強化に努めてまいります。また、決算

のスピード化を目指し、当社を中心としたグループ各社間のシステム整備等を図ってまいります。 

  

(4) コーポレートガバナンスに対する取り組み 

当社は、従来から必要最低限のルールの下での子会社に対する「連邦型独立経営」を志向してまいりました。こ

れにより、グループ各社は、当社や他のグループ各社とのコミュニケーションをとりつつ、自社事業分野の事業活

動について、自主独立の迅速な意志決定を行っております。しかしながら、一方では、当社がグループ経営を行う

中、当社とグループ各社間の内部統制および業務の適正性を確保する体制の重要性を意識しており、当社は平成16

年７月に当社とグループ各社から構成するコーポレートガバナンス委員会を設置し、当社および当社グループのガ

バナンス体制整備に鋭意努力してまいりました。当社は、当社グループを含めた企業の社会的責任を十分認識する

とともに、当社グループのコンプライアンスの周知徹底を含めたコーポレートガバナンス体制の確立を目指してま

いります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につ

いては、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能

性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、

以下の特別記載事項および本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。 

  

(1) IPテクノロジー・ビジネス・クリエーターとして抱えるリスクについて 

当社はIPテクノロジー・ビジネス・クリエーターを標榜しており、インターネットインフラを支える要素技術で

あるIPテクノロジーを活用し、新たな成長産業の創出する想像力と、成長事業の育成を行うインキュベーション能

力を企業のコアコンピタンスと位置づけております。当社はこのコアコンピタンスを用いてインターネットインフ

ラの発展に伴って事業領域を拡大し成長してきた企業であります。 

  

設立当初は、国内にインターネットが普及し始めた揺籃期であり、当社はルーターとサーバーの運用技術をコア

技術とし、主要事業は通信キャリアのISP部門や電子商取引等のコンテンツ・プロバイダーに関わるネットワークコ

ンサルティングからネットワーク設計・構築・運用に関する受託事業でありました。現在では、インターネットの

ブロードバンド環境が広がりを見せる中で、ISPなどの通信事業者網のIP化は一段落し、当社の顧客ドメインも、イ

ンターネットを活用する担い手である一般企業や地方公共団体等の幅広いユーザー網のIP化へとシフトしておりま

す。現在、当社グループでは、エンタープライズ市場と呼ばれる幅広い産業分野の企業情報ネットワークのIP化を

事業として推進することが、今後の最大の経営課題となっております。 

  

このような環境の下で、当社はIPテクノロジーをベースとしたビジネス・クリエーターとして、いわゆるIT・IP

化が遅れている産業において、競争力のあるプレーヤーと連携して産業全体のIP化を図るべく、合弁会社の企画・

設立、外部企業に対する資本参加およびM&Aによるグループ化等を積極的に行い、IPテクノロジーを活用しグループ

シナジーを創出することで各種事業の積極的な育成を行い、各事業体の成長を通じて収益機会を獲得していくとい

う戦略をとっております。 

  

かかる戦略を推進する中では、1)事業育成の対象となる事業機会を発掘し投資すること、2)投資した事業の育成

を成功させること、3)事業育成の成功を企業収益に変えること、それぞれの達成度が当社の経営に大きな影響を与

えます。当社はこれまでに新事業の企画・発掘・インキュベーションに必要なIPテクノロジーおよびその周辺分野

に関する先端的な知識や事業企画・開発ノウハウを蓄積してきておりますが、これらの知見や経験を今後の産業構

造の変化やエンタープライズ市場の各業界の特性に対応した形に応用していけるか否か、また、そこに必要な人材

を継続的に獲得・育成していくことができるか否か、長期安定的な収益構造を確立できるか否かが、当社事業の成

長性および収益性を大きく左右することになります。 

  



(2) IPネットワーク事業のリスクについて 

当事業年度中に持分適用関連会社になりましたBBTowerについては、IPネットワーク事業の中核として位置づけて

おり、広範な顧客層に対してネットワークソリューションを提供していくためのインターネットインフラ基盤であ

るiDC事業を主力事業としております。同社は、様々な大規模ユーザーに対してサービスを提供しており、業績面に

おいても順調に拡大・成長しておりますが、今後iDC事業分野において当社グループより資本力に優れた通信事業者

やシステムインテグレーター系の会社との激しい競争下で過度の価格競争にさらされるリスクがあります。また今

後顧客ニーズに対応して人員増加や設備増強等の経営資源の強化がタイムリーにできない場合にも同社の業績に重

大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) IPプラットフォーム事業のリスクについて 

IPプラットフォーム事業の中核企業であるIRIユビテックは、イメージングテクノロジーであるデジタル情報家電

向け映像エンジン、およびセンシングテクノロジーであるATM端末等の主要モジュールの設計・開発から製造等を行

っており、今後も業績は堅調に推移していく見通しであります。しかし、主力製品に関しては、急激な技術革新に

よる同社の技術の陳腐化、競争激化に伴う製品単価の下落、主要顧客の中国生産の本格化による取引縮小というリ

スクが存在し、これらが顕在化した時には同社の業績の大きな影響を及ぼす可能性があります。またユビキタス環

境が進展する中、当社グループでは、一昨年、会社分割により当社のユビキタス研究所をIRIユビテックに承継さ

せ、ユビキタス関連製品の設計・開発・製造までを一貫してIRIユビテックにて行う体制を整え、競争力の維持・強

化を図りました。現在、同研究所を中心に展開する、次世代無線LAN技術を用いた新規事業展開が同社の業績に大き

く寄与を開始しておりますが、今後のこれらの分野における技術標準化の方向性や、新規事業のサービス開始の遅

れ等が、同事業の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

  

(4) IPエンタープライジング事業のリスクについて 

IPエンタープライジング事業の中核企業であるIXIは、公開買付けにより平成17年８月に子会社となりました。同

社はGISをベースに、多くのITサービス事業会社(ハードウェアベンダーやソフトウェアメーカー等)とは異なる視点

から、顧客の立場に立った顧客同質型コンサルティングサービスを提供し、金融、物流、福祉分野を中心に多くの

経験とノウハウ、実績を有しております。 

エンタープライズ市場は急速に拡大しておりますが、大手通信事業者、システムインテグレーター(SIer)、ネッ

トワークインテグレーター(NIer)、大手通信機器メーカー、コンサルティング会社等が激しい競争を繰り広げてお

ります。今後、競争激化に伴う受注単価の下落や、顧客ニーズの急拡大に対応する人材の不足、業績急拡大に対応

した運転資本の不足などが発生した場合は、同事業の業績に大きな影響を与える可能性がございます。 

  

(5) 取引先の事業動向に関するリスクについて 

当社グループ各社においては、特定の事業者に対する売上依存度が比較的高く、これらの事業者の事業動向によ

っては、当社のグループ各社の売上および利益に大きな影響を与える可能性がございます。 

  



(6) 技術革新・競合に係るリスクについて 

当社グループが事業を展開するIPテクノロジー分野は、急速に技術革新が進むと共に競争が激化している産業の

ひとつでございます。 

このIPテクノロジーの技術革新に伴い、当社グループの提供する技術に関して、陳腐化や、市場のニーズとの乖

離が生じた場合には、成長予測通りの収益を上げることができなくなる可能性がございます。 

  

(7) 法令規則等に係るリスクについて 

当社グループは、法令遵守による経営を周知徹底しておりますが、当社グループの事業においては、電気通信事

業法、薬事法など法令・規制の適用を受けるものがあります。将来、これらが変更されたり、新規の法令・規制が

導入されたりする場合、その影響で、当社グループが予測通りには事業を展開できなくなる可能性がございます。 

また知的所有権に関しては、多数の企業がIPテクノロジーの技術・ビジネスモデルの開発を積極的に進めている

ために第三者からの特許侵害による損害賠償請求等を受ける潜在的な可能性もございます。 

  

(8) システム障害に係るリスクについて 

当社グループは、IPテクノロジーに係る各種サービスの提供するために、各種のネットワークシステムを構築し

ております。これらについては、日々、障害発生防止のために内部管理上、重要な注意を払っておりますが、人為

的なミス、ハード上の問題、大規模災害等で障害を発生させる場合がございます。障害が発生した場合、サービス

提供に重要な影響を与え、その結果として当社グループの業績に影響を与える可能性がございます。 

  

(9) マネジメントの不測の事態に係るリスクについて 

当社グループの既存・新規事業は、当社グループの役職員により企画・推進されておりますが、重要な経営陣に

不測の事態が生じ、事業の円滑な推進支障が生じた場合には、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性がござい

ます。 

  

(10) 顧客情報のセキュリティに係るリスクについて 

当社グループの事業においては、顧客データの漏洩や第三者による改変などにより大きな被害が発生する可能性

があり、これを防止することは極めて重要となります。当社グループは個人情報保護法等をふまえた顧客情報に関

する社内のルールに基づき、十分なセキュリティ対策を講じております。しかし、今後、顧客情報の管理に係る問

題が発生した場合、信用失墜による取引の逸失等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がございま

す。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

１ 当社は平成17年９月29日開催の取締役会において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(「本新株予約権付

社債」)の繰上償還原資とするために、株式会社三井住友銀行との間でシンジケーション方式によるコミットメント

ライン設定に関するコミット型シンジケートローン契約書(「本契約」)について決議し、平成17年９月30日付で本

契約を締結いたしました。なお、本契約については、本新株予約権付社債の新株予約権の行使が、平成17年11月４

月に全部終了したため、平成17年11月16日付で終了いたしました。 

 本契約によるコミットメントラインの概要は次のとおりです。 

  

２ 当社は、平成18年４月20日開催の取締役会において、セーバーホールディングス株式会社を簡易株式交換により

完全子会社とすることを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。同契約については、平成18年５月８

日開催の同社の臨時株主総会において承認がなされ、平成18年７月１日に株式交換の効力発生を迎えました。 

  

(1) 株式交換の相手会社の名称等 

  

(2) 株式交換の目的 

インターネットのモバイル化／ブロードバンド化が一層進むことを見据え、携帯電話向けコンテンツ流通に関

する技術・ノウハウを当社グループ内に取り込むことを目的としております。 

  

(3) 株式交換比率 

セーバーホールディングス株式会社の株式１株に対し、当社株式2.6株を割当てました。 

  

(4) 株式交換により新たに発行する株式 

10,327株 

  

(1) 総コミット金額 30億円 

(2) 契約締結日 平成17年９月30日 

(3) コミット期間 平成17年９月30日～平成18年９月29日 

(4) 契約形態 コミット型シンジケートローン 

(5) アレンジャー 株式会社三井住友銀行 

(6) エージェント 株式会社三井住友銀行 

(7) 担保 当社保有の有価証券(融資実行時に差入れ) 

名称 セーバーホールディングス株式会社 

本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

代表者の氏名 梅内 林太郎 

資本金 3,520万円（平成18年６月30日現在） 

事業内容 

  

100％子会社のセーバー株式会社およびセーバーテクノロジーズ株式会社の

事業活動支援、管理等 



(5) 配当起算日 

平成18年７月１日 

  

(6) セーバーホールディングス株式会社の資産・負債の状況等(平成18年６月30日現在) 

  

  

流動資産 59,942千円  流動負債 37,059千円

固定資産 174,939千円  固定負債 ―千円

資産合計 234,881千円  負債合計 37,059千円

     資本金 35,200千円

     資本剰余金 147,716千円

     利益剰余金 14,905千円

     資本合計 197,821千円

     負債資本合計 234,881千円



６ 【研究開発活動】 

当社および当社グループは、創業以来「IP(Internet Protocol)技術を中核とする高い技術力を梃子に、社会に貢献

する」ことを社是として、インターネット業界の発展に伴って成長してまいりました。研究開発活動においてもこの

観点に基づき、当社グループの独自性・先進性を発揮するため常にオリジナル技術の開発を心掛けてまいりました。

さらに、顧客企業や大学研究機関からの受託業務を通じ、収益獲得に役立つ研究開発活動を展開しております。 

当連結会計年度における研究開発費は、195,445千円であります。なお、顧客企業や大学研究機構等からの受託に伴

う研究開発費は含まれておりません。 

主要な研究内容としてIPプラットホーム事業においては、子会社IRIユビテックにおいて、大手メーカー及び大学研

究機関等との共同開発のみならず当社独自の情報収集、共同開発を行っております。当連結会計年度における研究開

発費の総額は19,544千円であります。また子会社ファイバーテックにおいては、先端医療機器製品の開発を行ってお

り、当連結会計年度における研究開発費の総額は56,934千円であります。 

IPエンタープライジング事業においては、子会社アイ・エックス・アイにおいては、現在のところ研究開発専門の

部署は設置せず、各事業ごとにプロジェクトを立ち上げて対応しております。当連結会計年度は、主に音声応答シス

テムに関する研究開発と、情報漏えい・著作権保護関連に関する研究開発費を行い、研究開発費の総額は110,582千円

であります。 

なお、IPネットワーク事業およびその他事業においては、主要な研究内容として特記すべき該当事項はありませ

ん。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成18年９月27日)時点での当社グループの判断に基づ

いております。 

  

(1) 特に留意すべき事実 

① 公開買付による株式会社アイ・エックス・アイ(IXI)の株式取得 

当社は、IPエンタープライズ市場の開拓を目的に平成17年８月に公開買付により株式会社IXIの株式を取得しま

した。これに伴い連結調整勘定(暖簾代)が発生しました。また、これに伴い平成17年８月に110億円の第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債を発行し、公開買付資金を調達しました。 

  

② 株式会社ブロードバンドタワー(BBTower)の株式上場及び株式の一部売却 

子会社のBBTowerが、平成17年８月３日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレ

ス」市場に上場しました。また平成17年10月に当社の事業戦略および子会社の事業再建における資金確保を目的

にBBTowerの株式を一部売却しました。これに伴いBBTowerは連結子会社から持分法適用関連会社へと移行しまし

た。また、これに伴い関係会社売却益が発生しました。 

  

③ 株式会社イードの第三者割当増資の引受けによる子会社化 

当社は、平成17年９月に子会社の株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー(IRI-CT)の第三者

割当増資を引受け、IRI-CTは株式会社イードの第三者割当増資を引受け子会社化しました。これに伴い連結調整

勘定(暖簾代)が発生しました。 

  

④ 株式会社モバイル・ブレークスルーの設立 

当社は、平成18年１月にMVNO事業を支援するMVNE企画会社を株式会社IRIユビテックおよび三井物産株式会社と

の合弁で設立しました。 

  

⑤ 株式会社グローバルナレッジネットワーク(GKN)の新株予約権付社債の引受け 

当社は、平成18年１月にIT教育サービス市場の開拓を目的に、GKNの新株予約権付社債および新株予約権の引受

契約を締結しました。これに伴い連結調整勘定(暖簾代)が発生しました。 

  

⑥ IXIの第三者割当増資の引受け 

当社は平成18年３月に、IXIの事業拡充を目的に第三者割当増資を引受けました。 

  

⑦ 株式会社IRIコミュニケーションズの再建方針の決定 

子会社である株式会社IRIコミュニケーションズ(IRI-Com、現 株式会社ブロードバンドセキュリティ)は、その

主要取引先である平成電電株式会社(平成電電)が平成17年10月に民事再生手続開始の申立を行った影響を受け実

質債務超過に至りました。これに伴い平成電電への売掛金およびその他営業債権についての貸倒処理、保有する

平成電電株式の評価損や保証債務の引当処理等を行い、特別損失を計上しました。また、当社は平成18年４月に

IRI-Comの再建方針を決定し、この方針に基づきIRI-Comの減資を行うと共に、当社が現在保有しているIRI-Com株

式のIRI-Comへの全株式無償譲渡、IRI-Comへの債権(貸付金)の一部放棄を実行しました。この結果、IRI-Comは当

社の連結子会社から外れることになりました。 

  



(2) 経営成績の分析 

① 概要 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高止まり等による先行きの懸念材料を抱えているものの、

企業収益の改善に伴う設備投資の増加や個人消費の好調等により、景気は回復基調で推移しました。このような

経済環境の下、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高68,366百万円(前年同期18,822百万円、

263.2％増加)、営業利益3,487百万円(前年同期454百万円、667.3％増加)、経常利益3,354百万円(前年同期523百

万円、540.5％増加)、当期純利益は、3,092百万円(前年同期581百万円、432.2％増加)となりました。 

  

② 売上高 

売上高は、前連結会計年度と比較して263.2％増加し68,366百万円と大幅に増加しました。これは既存のグルー

プ子会社の業績成長に加えて、当連結会計年度より連結子会社となった株式会社アイ・エックス・アイの業績寄

与等に因るものであります。 

事業の種類別の売上高については、IPネットワーク事業における当連結会計年度の売上高は10,389百万円(前年

同期13,842百万円、24.9％減少)となりました。これは、子会社の株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテ

クノロジーおよび、株式会社プロデュース・オン・デマンドの業績が好調で売上高が拡大した一方で、株式会社

ブロードバンドタワーが当第３四半期より、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更となったこと、株式会社

IRIコミュニケーションズが主要取引先である平成電電株式会社の民事再生手続開始の申立ての影響により売上が

減少したこと等に因るものであります。 

IPプラットフォーム事業における当連結会計年度の売上高は、7,147百万円(前年同期4,849百万円、47.4％増

加)となりました。これは子会社の株式会社IRIユビテックのモバイル・ユビキタス部門で従来からある携帯電話

評価業務の受注が順調に拡大したことに加え、次世代無線ブロードバンドであるWiMAXネットワーク支援事業にお

いて、ネットワーク設計・構築コンサルティング業務を順調に受注したこと等に因るものであります。 

今期より立上げたIPエンタープライジング事業における当連結会計年度の売上高は、50,590百万円となりまし

た。これは、当社が平成17年８月15日に公開買付けにより、連結子会社となった株式会社アイ・エックス・アイ

(IXI)において、総合的な営業対応による全体契約(コンサルティングからシステム開発、ソフトウェア、運用な

どを含めたサービス)の提供を進め、特にIXIの得意分野である物流分野における受注獲得が好調に推移し、ま

た、これに伴い情報機器販売及び工事事業も順調に伸びたこと等に因るものであります。 

また、その他事業における当連結会計年度の売上高は239百万円(前年同期130百万円、83.8％増加)となりまし

た。これは子会社のIRI Finance & Technology Asia Ltd.におけるファンド管理報酬等に因るものであります。 

  

③ 売上原価、販売費および一般管理費 

売上原価は、上述の売上増加に伴い、前連結会計年度と比較して307.6％増加し58,957百万円となりました。 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比較して51.6％増加し5,921百万円となりました。これは、IXIが

連結子会社になったことに伴い販売費及び一般管理費が増加したこと、IXIの公開買付けによる買収に伴い連結調

整勘定が発生しその償却費用を計上したこと、当社グループの競争力を高めるための人員が増加したことにより

人件費が増加したこと等に因るものであります。 

  



④ 営業利益 

上述しました②売上高、③売上原価、販売費および一般管理費の内容の結果、当連結会計年度の営業利益は、

前連結会計年度と比較して667.3％増加し3,487百万円となりました。 

  

⑤ 営業外損益及び経常利益 

営業外収益として286百万円、営業外費用として418百万円を計上した結果、経常利益は前連結会計年度と比較

して540.5％増加し3,354百万円となりました。主な営業外収益は、持分法による投資利益196百万円、受取業務手

数料37百万円であり、主な営業外費用は、支払手数料216百万円、新株発行費101百万円であります。 

  

⑥ 特別損益 

特別利益については、当社が保有していた株式会社ブロードバンドタワー(BBTower)の株式の一部を売却したこ

と等による関係会社株式売却益7,140百万円、関係会社持分変動益1,124百万円等を計上した結果、8,349百万円と

なりました。関係会社持分変動益は、BBTowerが上場の際に公募等の増資を行った結果、当社のBBTowerに対する

持分が減少しましたが、増資の際の株価がBBTowerの純資産額を基礎として算出される価格よりも高いために発生

したものであります。 

一方、特別損失は、子会社である株式会社IRIコミュニケーションズ(IRI-Com、現 株式会社ブロードバンドセ

キュリティ)の主要取引先である平成電電株式会社が平成17年10月に民事再生手続開始の申立を行ったこの等に伴

う、貸倒損失2,669百万円、投資有価証券評価損1,261百万円、減損損失290百万円、その他の特別損失(債務保証

損失等)等を計上した結果、5,783百万円となりました。 

  

⑦ 少数株主利益 

少数株主利益は、前連結会計年度と比較して154.9％増加し739百万円となりました。これは、IXIを連結子会社

化したこと、BBTowerの株式上場および株式の一部売却に伴い少数株主が増加したこと等に因るものであります。

  

⑧ 当期純利益 

以上の結果、当連結会計年度における当期純利益は、前連結会計年度の当期純利益と比較して432.2％増加し

3,092百万円となりました。 

  



(3) 財政状態 

① 資産、負債および純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末の23,749百万円と比べて33,303百万円増加し、57,052百万円となりました。 

流動資産については前連結会計年度末の14,431百万円と比べて21,863百万円増加し、36,294百万円となりまし

た。これは、IXIを連結子会社にしたことに伴い、現金および預金が前連結会計年度と比較して147.2％増加し、

14,940百万円となったこと、また、受取手形及び売掛金が前連結会計年度と比較して80.8％増加し8,990万円とな

ったこと、さらに、たな卸資産が前連結会計年度と比較して1972.8％増加し9,804百万円となったこと等に因るも

のであります。 

有形固定資産については、前連結会計年度末の2,763百万円と比べて1,934百万円増加し、4,697百万円となりま

した。これは、BBTowerが連結子会社から持分法適用関連会社へと移行し資産が減少した一方で、IXIの子会社で

あるグローバルウイングを連結子会社にしたことに伴い、航空機が972百万円、建設仮勘定(航空機)として3,125

百万円の計上等に因る増加であります。 

無形固定資産については、前連結会計年度末の1,810百万円と比べて7,002百万円増加し、8,812百万円となりま

した。これは、主として、IXIを連結子会社にしたことに伴うのれんの増加等に因るものであります。 

投資その他資産については、前連結会計年度末の4,731百万円と比べて2,485百万円増加し、7,217百万円となり

ました。これは、主として、BBTowerが持分法適用関連会社へと移行したことに伴う関係会社株式の増加等に因る

ものであります。 

流動負債については、前連結会計年度末の5,030百万円と比べて12,194百万円増加し、17,224百万円となりまし

た。これは、主として、IXIを連結子会社にしたことに伴い、買掛金が前連結会計年度と比較して288.7％増加し

13,970百万円となったこと等に因るものです。 

固定負債については、前連結会計年度末の4,815百万円と比べて2,034百万円増加し、6,849百万円となりまし

た。これは、主として、IXIを連結子会社にしたことに伴う長期借入金の増加等に因るものであります。 

少数株主持分は、前連結会計年度末の2,495百万円と比べて5,083百万円増加し、7,578百万円となりました。こ

れは、IXIを連結子会社化したこと、また、BBTowerの株式上場及び株式の一部売却に伴い少数株主が増加したこ

と等に因るものであります。 

純資産合計については、前連結会計年度末の13,903百万円と比べて19,075百万円増加し、32,978百万円となり

ました。これは、当期純利益を3,092百万円計上したこと、また、IXIの公開買付の為の資金として発行した無担

保転換社債型新株予約権付社債の総額11,000百万円の転換完了により資本が増加したこと、さらに、少数株主持

分を7,578百万円計上したこと等に因るものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における営業活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、利益の増加及び、子会社(IXI)

における売上増加に伴う運転資本の変動により、2,285百万円のネット受取額(前年同期 ネット支払額990百万

円)となりました。 

投資活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、子会社２社(BBTower、IRIユビテック)の上場に伴い子

会社株式を売却したことに加え、子会社の事業再建における資金確保のため、当第２四半期においてBBTower株式

を一部売却したこと等による資金流入はありましたが、前述のIXIの公開買付けやYOZANとの資本・業務提携によ

り同社の投資有価証券を取得したこと等により、7,842百万円のネット支払額(前年同期 ネット支払額1,160百万

円)となりました。 



財務活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、前述したUBS AG London Branchを割当先とする110億円

の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、BBTower株式公募による少数株主の払込み等により、14,503

百万円のネット受取額(前年同期 ネット受取額4,030百万円)となりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度における現金および現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末残高から8,948百

万円増加して、14,940百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資については、主要子会社において、事業設備の拡大・充実などを目的とした設備投資を

実施しました。当連結会計年度の設備投資等の総額は3,488,185千円であり、事業の種類別セグメントの設備投資につ

いては、以下の通りであります。 

  

(1) IPネットワーク事業 

連結子会社である株式会社プロデュース・オン・デマンドのソフトウェア等の設備投資の総額は131,562千円、株

式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジーのソフトウェア等の設備投資の総額は55,770干円でありま

す。 

  

(2) IPプラットフォーム事業 

連結子会社である株式会社IRIユビテックの工具備品等の設備投資の総額は27,766千円、ファイバーテック株式会

社のソフトウェア等の設備投資の総額は42,805千円であります。 

  

(3) IPエンタープライジング事業 

連結子会社である株式会社アイ・エックス・アイのソフトウェア等の設備投資の総額は88,276千円、また、同社

子会社株式会社グローバルウイングスの取得予定の航空機に係る設備投資の総額は3,129,510千円であります。 

  

(4) その他事業 

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

株式会社プロデュース・オン・デマンド 

平成18年６月30日現在 

※従業員数には、使用人兼務役員２名、契約社員１名を含む。 

  

株式会社IRIユビテック 

平成18年６月30日現在 

  

株式会社アイ・エックス・アイ 

平成18年６月30日現在 

※器具備品の内容は、主としてコンピューター端末であります。 

※販売目的のソフトウェアの内容は、音声認識・応答システム、セキュリティソフト「時限くん」などであります。 

  

事業所名(所在地) 設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員
(名) 

建物 構築物 工具器具備品 合計 

本社(東京都港区) オフィス設備等 8,261 1,045 10,467 19,775 24

配信拠点 
(東京都港区ほか) 

配信設備等 ― ― 169,075 169,075 ―

事業所名(所在地) 設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

建物
工具器具
及び備品 

その他 合計 

本社 
(東京都新宿区) 

本社機能 24,125 67,486 15,155 106,768 95

移動機 
評価センター 
(東京都文京区) 

評価設備 1,848 13,924 ― 15,772 12

事業所名(所在地) 設備の内容 

帳簿価額(千円)

従業員数
(名) 建物附属

設備 
器具備品

ソフトウェア

合計 

販売目的 自社利用

本社 
(大阪市淀川区) 

ソフトウェア 
コンピュータ端末 

24,700 34,551 93,183 38,989 191,425 92

東京事務所 
(東京都港区) 

コンピュータ端末 2,243 3,526 ― ― 5,769 17



株式会社グローバルウイングス(連結子会社株式会社アイ・エックス・アイの子会社) 

平成18年６月30日現在 

上記のほか「建設仮勘定」には、平成19年10月購入予定の航空機に対する手付金等602,122千円があります。 

(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は以下のとおりであります。 

  

株式会社プロデュース・オン・デマンド 

リース 

平成18年６月30日現在 

  

事業所名(所在地) 設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

航空機 建設仮勘定 合計 

本社 
(大阪市淀川区) 

航空機 972,116 ― 972,116 8

本社 
(大阪市淀川区) 

航空機 ― 1,283,358 1,283,358 8

本社 
(大阪市淀川区) 

航空機 ― 1,238,143 1,238,143 8

事業所名(所在地) 設備の内容 台数 リース期間
年間リース料
(千円) 

リース契約残高 
(千円) 

配信拠点 
(東京都港区ほか) 

配信設備等 一式 ３～５年間 151,023 613,704



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

株式会社アイ・エックス・アイ 

  

  

株式会社グローバルウイングス(連結子会社株式会社アイ・エックス・アイの子会社) 

  

(注) １ 投資予定金額の総額2,800,332千円は、24,300千米ドルを平成18年６月末の直物相場により円貨に換算金額であります。 

２ 平成19年10月に購入予定の航空機に必要な資金につきましては、当連結会計年度において株式会社アイ・エックス・アイ

が増資により調達を行い、支払予定時まで安定した資金運用を行います。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。また、当連結会計年度末におい

て、重要な設備の除却等の計画はありません。 

  

事業所名(所在地) 設備の内容 

投資予定金額(千円)

資金調達方法 購入予定年月 
総額 既支払額

本社 
(大阪市淀川区) 

販売目的 
ソフトウェア 

1,800,000 ― 自己資金 平成18年７月 

本社 
(大阪市淀川区) 

販売目的 
ソフトウェア 

150,000 ― 自己資金 未定 

事業所名(所在地) 設備の内容 

投資予定金額(千円)

資金調達方法 購入予定年月 
総額 既支払額

本社 
(大阪市淀川区) 

航空機 2,800,332 602,122

株 式 会 社 ア
イ・エ ッ ク
ス・アイから
の借入金 

平成19年10月 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 平成18年９月26日開催の第10期定時株主総会において、定款の一部を変更し、同日、発行可能株式総数は1,347,840株から

1,943,600株となりました。 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) １ 平成18年４月20日開催の取締役会決議により、平成18年７月１日を効力発生とするセーバーホールディングス株式会社と

の株式交換契約の承認がなされ、10,327株の新株を発行しました。 

２ 新株引受権(ストックオプション)および新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、当事業年度末日後、平成18

年８月31日までに232株増加しました。なお、提出日現在の発行数には、平成18年９月１日からこの有価証券報告書提出

日までの新株引受権(ストックオプション)および新株予約権(ストックオプション)の権利行使により発行された株式数は

含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,347,840

計 1,347,840

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年６月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年９月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 475,511.49 486,070.49
東京証券取引所
マザーズ市場 

― 

計 475,511.49 486,070.49 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプションの状況は次のとおりであります。 

株主総会の特別決議日(平成11年10月28日) 

  

(注) 平成18年８月31日をもって全部の権利行使が終了しました。 

  

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ― 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 160 ― 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     8,334 ― 

新株予約権の行使期間 

割当時 平成13年11月１日～
取締役 平成16年10月31日 
割当時 平成13年11月１日～ 
従業員 平成18年10月31日 

― 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      8,334
資本組入額      4,167 

― 
― 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、新株引受権の行
使時において、当社の取締
役、監査役または従業員で
あることを要する。 

②対象者が取締役または従業
員の地位を喪失した場合で
あっても、別途定める事由
に基づく場合には、新株引
受権を行使することができ
る。 
③対象者の相続人は、新株引
受権を行使することができ
るものとする。 
④その他の細目事項について
は、当社と対象者の間で締
結する新株引受権付与契約
に定めるものとする。 

― 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入およびその
他一切の処分は認めない。 

― 

代用払込みに関する事項 ― ― 



株主総会の特別決議日(平成13年４月26日) 

  

  

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,392 1,392

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    254,313 １株当たり     254,313

新株予約権の行使期間 

１株～５株：
    平成15年６月１日～ 
    平成20年５月31日 
10株～40株： 
    平成15年６月１日～ 
    平成23年４月25日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     254,313
資本組入額     127,157 

発行価格      254,313
資本組入額     127,157 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、新株引受権の行
使時において、当社または
当社の子会社もしくは関連
会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要す
る。 
②対象者が取締役または従業
員の地位を喪失した場合で
あっても、別途定める事由
に基づく場合には、新株引
受権を行使することができ
る。 
③対象者の相続人は、新株引
受権を行使することができ
るものとする。 
④その他の細目事項について
は、当社と対象者の間で締
結する新株引受権付与契約
に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入およびその
他一切の処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



株主総会の特別決議日(平成14年３月15日) 
  

(注) 当事業年度の末日後、本有価証券報告書提出日の前月末現在までの間に32株が権利行使されました。 
  

② 新株予約権 

第１回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成14年９月20日) 
  

  

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,404 2,372 (注)

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり   51,895 １株当たり      51,895

新株予約権の行使期間 
平成16年５月１日～
平成21年４月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    51,895
資本組入額      25,948 

発行価格       51,895
資本組入額      25,948 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、新株引受権の行
使時において、当社または
当社の子会社もしくは関連
会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要す
る。 
②対象者が取締役または従業
員の地位を喪失した場合で
あっても、別途定める事由
に基づく場合には、新株引
受権を行使することができ
る。 
③対象者の相続人は、新株引
受権を行使することができ
るものとする。 
④その他の細目事項について
は、当社と対象者の間で締
結する新株引受権付与契約
に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入およびその
他一切の処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 184 179 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,472 1,432 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     22,948 １株当たり      22,948

新株予約権の行使期間 
平成16年11月１日～
平成21年10月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     22,948
資本組入額      11,474 

発行価格       22,948
資本組入額      11,474 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



第２回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成14年９月20日) 
  

  

第３回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成15年９月18日) 
  

  

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 24 24

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 192 192

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり     26,000 １株当たり      26,000

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日～
平成22年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      26,000
資本組入額     13,000 

発行価格       26,000
資本組入額      13,000 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 908 908

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,264 7,264

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    108,750 １株当たり     108,750

新株予約権の行使期間 
平成16年４月１日～
平成22年10月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     108,750
資本組入額     54,375 

発行価格      108,750
資本組入額      54,375 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



第４回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成15年９月18日) 
  

  

第５回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成16年９月22日) 
  

  

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 361 361

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,888 2,888

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    116,382 １株当たり     116,382

新株予約権の行使期間 
平成16年10月１日～
平成23年４月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     116,382
資本組入額      58,191 

発行価格      116,382
資本組入額      58,191 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 900 900

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,800 1,800

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    117,400 １株当たり     117,400

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日～
平成23年11月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     117,400
資本組入額      58,700 

発行価格      117,400
資本組入額      58,700 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



第６回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成17年９月22日) 
  

  

第７回新株予約権(株主総会の特別決議日 平成17年９月22日) 
  

(注) １ 当事業年度末日後、本有価証券報告書提出日の前月末現在までの間に、新株予約権５個(１個あたり８株、40株)が権利行

使されました。 

２ 当事業年度末日後、自己都合による退職により、新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ減ら

しております。 

３ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

③ 対象者が上記②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

(ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

(ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

(ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

(ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 765 757 (注)２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 765 757 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    166,000 １株当たり     166,000

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日～
平成24年11月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     166,000
資本組入額      83,000 

発行価格      166,000
資本組入額      83,000 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 32 32

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 32 32

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり    142,000 １株当たり     142,000

新株予約権の行使期間 
平成18年11月１日～
平成25年４月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格     142,000
資本組入額      71,000 

発行価格      142,000
資本組入額      71,000 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。 

  なお、対象者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるも

のとする。 

⑤ 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない。 

⑥ その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結

する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

４ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは(新株予約権および新株引受権の行使により新株を発行

する場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

調整前行使価額は、４記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。上記の他、新株予

約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適

切に調整されるものとする。 

５ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使により新株を発行する場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切

り上げる。 

また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

  

③ 新株予約権付社債 
  

(注) １ 新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転する

数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を転換価額で除して得られる最大整数であります。 

２ 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成17年８月８日発行)は、平成17年11月４日をもって新株予約権の全部行使

が行われ、終了いたしました。 

  

調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たりの払込価額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

円貨建転換社債型新株予約権付社債(平成16年12月１日発行)

  
事業年度末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数(個) 450 450

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,230 (注)１ 35,230 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 127,730 127,730

新株予約権の行使期間 
平成16年12月６日～
平成19年11月22日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入れ額(円) 

発行価格     ：127,730
資本組入額    ： 63,865 

発行価格 ：    127,730
資本組入額：     63,865 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使はで
きない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 特になし。 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

新株予約権付社債の残高(百万円) 4,500 4,500



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成13年12月31日 
(注)１ 

― 40,555 166 2,050,166 △166 9,420,833

平成14年３月31日 
(注)１ 

― 40,585 999 2,051,166 △999 9,419,833

平成14年４月１日 
(注)２ 

421.68 41,006.68 104,000 2,155,166 14,818 9,434,652

平成14年６月30日 
(注)３ 

982 41,033.68 32,733 2,187,900 32,733 9,467,385

平成14年６月30日 
(注)１ 

― 41,033.68 99 2,188,000 △99 9,467,285

平成14年９月30日 
(注)１ 

― 41,033.68 566 2,188,566 △566 9,466,718

平成14年12月31日 
(注)４ 

374 41,407.68 12,466 2,201,033 12,466 9,479,185

平成14年12月31日 
(注)１ 

― 41,407.68 966 2,202,000 △966 9,478,218

平成15年６月30日 
(注)５ 

715 42,122.68 23,833 2,225,833 23,833 9,502,051

平成15年６月30日 
(注)１ 

― 42,122.68 166 2,226,000 △166 9,501,885

平成15年９月18日 
(注)６ 

― 42,122.68 ― 2,226,000 △4,965,281 4,536,603

平成15年10月７日 
(注)７ 

554 42,676.68 99,901 2,325,901 99,901 4,636,504

平成15年10月25日 
(注)６ 

― 42,676.68 ― 2,325,901 △3,980,103 656,401

平成15年12月25日 
(注)８ 

526 43,202.68 299,820 2,625,721 299,820 956,221

平成15年12月25日 
(注)９ 

2,205 45,407.68 999,967 3,625,668 999,967 1,956,188

平成15年12月31日 
(注)10 

426 45,833.68 14,200 3,639,888 14,199 1,970,388

平成15年12月31日 
(注)１ 

― 45,833.68 111 3,640,000 △111 1,970,277

平成16年２月20日 
(注)11 

45,833.68 91,667.36 ― 3,640,000 ― 1,970,277

平成16年２月28日 
(注)12 

51 91,718.36 850 3,640,850 850 1,971,127

平成16年３月23日 
(注)13 

881 92,599.36 199,987 3,840,837 199,987 2,171,114

平成16年３月31日 
(注)１ 

― 92,599.36 496 3,841,333 △496 2,170,618

平成16年６月30日 
(注)14 

200 92,799.36 12,403 3,853,736 12,403 2,183,021

平成16年６月30日 
(注)１ 

― 92,799.36 1,263 3,855,000 △1,263 2,181,757

平成16年８月20日 
(注)15 

92,799.36 185,598.72 ― 3,855,000 ― 2,181,757

平成16年９月30日 
(注)16 

638 186,236.72 11,851 3,866,851 11,850 2,193,608

平成16年10月１日 
(注)17 

3,124.20 189,360.92 ― 3,866,851 241,371 2,434,980

平成16年12月31日 
(注)18 

1,811 191,171.92 31,318 3,898,169 31,316 2,466,296

平成16年12月31日 
(注)１ 

― 191,171.92 1,830 3,900,000 △1,830 2,464,466

平成17年６月30日 
(注)19 

847 192,018.92 17,379 3,917,379 17,379 2,481,845

平成17年６月30日 
(注)１ 

― 192,018.92 2,620 3,920,000 △2,620 2,479,225

平成17年７月31日 
(注)20 

96.00 192,114.92 2,259 3,922,259 2,259 2,481,484



  

(注) １ 資本準備金の資本組入 

２ 簡易株式交換(タウ技研㈱、交換比率 １：0.00459)による増加 

３ 第１回目の新株引受権(ストックオプション)が、平成13年11月１日から平成14年６月30日までに行使された増加でありま

す。 

  発行価額  66,667円 

  資本組入額 33,334円 

４ 第１回目の新株引受権(ストックオプション)が、平成14年６月１日から平成14年12月31日までに行使された増加でありま

す。 

  発行価額  66,667円 

  資本組入額 33,334円 

５ 第１回目の新株引受権(ストックオプション)が、平成15年１月１日から平成15年６月30日までに行使された増加でありま

す。 

  発行価額  66,667円 

  資本組入額 33,334円 

６ 平成15年９月18日開催の定時株主総会において、資本準備金8,945,385,642円減少し4,965,281,998円を欠損填補し、

3,980,103,644円をその他資本剰余金へ振り替えることを決議によるものであります。 

７ 有償第三者割当(割当先：Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited) 

  発行価額   360,654円 

  資本組入額  180,327円 

８ 有償第三者割当(割当先：Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited) 

  発行価額  1,140,000円 

  資本組入額  570,000円 

９ 有償第三者割当(割当先：Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited) 

  発行価額   907,000円 

  資本組入額  453,500円 

10 第１回目の新株引受権(ストックオプション)が、平成15年７月１日から平成15年12月31日までに行使された増加でありま

す。 

  発行価額   66,667円 

  資本組入額  33,334円 

11 株式分割(無償交付・分割比率１：２)による増加 

12 第１回目の新株引受権(ストックオプション)の行使による増加であります。 

  発行価額   33,334円 

  資本組入額  16,667円 

13 有償第三者割当(割当先：Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited) 

  発行価額   454,000円 

  資本組入額  227,000円 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年８月19日 
(注)21 

192,018.92 384,133.84 ― 3,922,259 ― 2,481,484

平成17年８月31日 
(注)22 

23,267.30 407,401.14 1,850,019 5,772,278 1,849,980 4,331,465

平成17年９月30日 
(注)23 

10,016.83 417,417.97 702,307 6,474,586 702,292 5,033,758

平成17年10月31日 
(注)24 

47,940.85 465,382.82 2,450,042 8,924,628 2,449,957 7,483,716

平成17年11月４日 
(注)25 

9,496.67 474,855.49 500,009 9,424,637 499,990 7,983,707

平成17年12月31日 
(注)26 

36.00 474,891.49 702 9,425,340 702 7,984,409

平成17年12月31日 
(注)１ 

― 474,891.49 659 9,426,000 △659 7,983,749

平成18年６月30日 
(注)27 

620.00 475,511.49 18,404 9,444,404 18,404 8,002,154



14 平成16年３月１日から平成16年３月31日までの①第１回目新株引受権(ストックオプション)および②第３回目新株引受権

(ストックオプション)ならびに③第３回新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額  33,334円 

  資本組入額 16,667円 

② 発行価額  207,579円 

  資本組入額 103,790円 

③ 発行価額  435,000円 

  資本組入額 217,500円 

15 株式分割(無償交付・分割比率１:２)による増加 

16 平成16年７月１日から平成16年９月30日までの①第１回株券引受権(ストックオプション)および②第３回新株引受権(ス

トックオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額  16,667円 

  資本組入額  8,334円 

② 発行価額  103,790円 

  資本組入額 51,895円 

17 簡易株式交換(ファイバーテック㈱、交換比率 １：0.492)による増加 

18 平成16年10月１日から平成16年12月31日までの①第１回新株引受権(ストックオプション)、②第３回新株引受権(ストッ

クオプション)、③第１回新株予約権(ストックオプション)および④第４回新株予約権(ストックオプション)の行使によ

る増加であります。 

① 発行価額  16,667円 

  資本組入額  8,334円 

② 発行価額  103,790円 

  資本組入額 51,895円 

③ 発行価額  45,895円 

  資本組入額 22,948円 

④ 発行価額  232,764円 

  資本組入額 116,382円 

19 平成17年１月１日より平成17年６月30日までの①第１回新株引受権(ストックオプション)、②第３回新株引受権(ストッ

クオプション)、③第１回新株予約権(ストックオプション)、④第２回新株予約権(ストックオプション)および⑤第５回

新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額  16,667円 

  資本組入額  8,334円 

② 発行価額  103,790円 

  資本組入額 51,895円 

③ 発行価額  45,895円 

  資本組入額 22,948円 

④ 発行価額  52,000円 

  資本組入額 26,000円 

⑤ 発行価額  234,800円 

  資本組入額 117,400円 

20 平成17年７月１日から平成18年７月31日までの①第３回新株引受権(ストックオプション)、②第１回新株予約権(ストッ

クオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額  51,895円 

  資本組入額 25,948円 

② 発行価額  22,948円 

  資本組入額 11,474円 

21 株式分割(無償交付・分割比率１:２)による増加 

22 平成17年８月９日から平成17年８月31日までの第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 

  発行価額(１株あたりの８月平均値)  159,021円 

  資本組入額(１株あたりの８月平均値) 79,512円 



23 平成17年９月１日から平成17年９月30日までの①第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使および②

第１回新株引受権(ストックオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額(１株あたりの９月平均値)  147,916円 

  資本組入額(１株あたりの９月平均値) 73,959円 

② 発行価額   8,334円 

  資本組入額  4,167円 

24 平成17年10月１日から平成17年10月31日までの第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加

であります。 

  発行価額(１株あたりの10月平均値)  102,209円 

  資本組入額(１株あたりの10月平均値) 51,106円 

25 平成17年11月１日から平成17年11月４日までの第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加

であります。 

  発行価額(１株あたりの11月平均値)  105,300円 

  資本組入額(１株あたりの11月平均値) 52,651円 

26 平成17年12月１日から平成17年12月31日までの①第３回新株引受権(ストックオプション)、②第１回新株予約権(ストッ

クオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額  51,895円 

  資本組入額 25,948円 

② 発行価額  22,948円 

  資本組入額 11,474円 

27 平成18年１月１日から平成18年６月30日までの①第１回新株引受権(ストックオプション)、②第３回新株引受権(ストッ

クオプション)、③第１回新株予約権(ストックオプション)、④第２回新株予約権(ストックオプション)、⑤第３回新株

予約権(ストックオプション)、⑥第４回新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。 

① 発行価額   8,334円 

  資本組入額  4,167円 

② 発行価額  51,895円 

  資本組入額 25,948円 

③ 発行価額  22,948円 

  資本組入額 11,474円 

④ 発行価額  26,000円 

  資本組入額 13,000円 

⑤ 発行価額  108,750円 

  資本組入額 54,375円 

⑥ 発行価額  116,382円 

  資本組入額 58,191円 

28 簡易株式交換(セーバーホールディングス㈱、交換比率 １：2.6)により、平成18年７月１日付をもって10,327株の新株

を発行いたしました。 

29 平成18年７月１日から平成18年８月31日までに、第１回新株引受権(ストックオプション)の行使160株、第３回新株引受

権(ストックオプション)の行使32株および第１回新株予約権(ストックオプション)の行使40株、合計232株の行使がなさ

れ、これにより資本金1,956千円、資本準備金1,955千円が増加しております。 

  



(4) 【所有者別状況】 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 自己株式65.37株は、「個人その他」に65株、「端株の状況」に0.37株含まれております。 

２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式73株が含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年６月30日現在 

(注) 藤原洋氏の所有する株式66,741株には、同氏が実質所有し、実質株主名簿上ではベアスターンズアンドカンパニー(常任代理

人：シティバンク・エヌ・エイ 東京支店)の11,245株を含んでおります。 

  

区分 

株式の状況

端株の状況
(株) 政府及び 

地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

0 12 26 200 31 13 21,537 21,819 ―

所有株式数 
(株) 

0 21,225 7,519 65,991 40,001 391 340,378 475,505 6.49

所有株式数 
の割合(％) 

0 4.46 1.58 13.88 8.41 0.08 71.58 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

藤 原   洋 東京都杉並区 66,741 14.04

ヤフー株式会社 東京都港区六本木６丁目10―１ 37,648 7.92

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イーアイエスジー 
常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号
カストディ業務部 

32,170 6.77

キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子３―30―２ 19,800 4.16

大和田 廣 樹 東京都港区 9,078 1.91

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２―10 8,989 1.89

河 端   繁 千葉県船橋市 7,929 1.67

野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町２丁目２―２ 5,647 1.19

ドイチェバンクアーゲー 
ロンドン610 
常任代理人 
ドイツ証券株式会社 

東京都千代田区永田町２丁目11番１号
山王パークタワー 

3,101 0.65

新 井 佐恵子 東京都町田市 2,924 0.61

計 ― 194,027 40.80



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が73株(議決権73個)含まれております。 

２ 「端株」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。 

  自己保有株式        0.37株 

  

② 【自己株式等】 

平成18年６月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   65 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 475,440 475,440 ― 

端株 普通株式  6.49 ― ― 

発行済株式総数 475,511.49 ― ― 

総株主の議決権 ― 475,440 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)   
 ㈱インターネット総合 
 研究所 

東京都新宿区西新宿 
１―26―２ 

65 ― 65 0.01

計 ― 65 ― 65 0.01



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度第１回目は旧商法第280条

ノ19および当社旧定款第６条の規定に基づき、郵政省の特定通信・放送開発事業実施円滑化法第４条第１項の認定

を受け、同第８条の規定による新株引受権を付与する方法により、取締役６名、従業員32名に対し付与することを

平成11年10月28日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。なお、平成18年８月末日にすべて

の行使が終了しております。 

第２回目は、旧商法第280条ノ19および当社旧定款第６条の規定に基づき、取締役２名、従業員43名に対して新株

引受権を付与することを平成13年４月26日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。 

第３回目は、旧商法第280条ノ19および当社旧定款第６条の規定に基づき、取締役５名、従業員59名に対して新株

引受権を付与することを平成14年３月15日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。 

また、当社は、平成13年改正商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社および当社グループ会社

の役職員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償でこれまで７回発行しております。 

平成14年９月20日開催の定時株主総会の特別決議後、第１回新株予約権として平成14年９月20日開催の取締役会

決議をもって、当社の取締役、従業員および監査役、当社子会社の取締役および従業員、ならびに当社関連会社の

取締役に発行いたしました。第２回新株予約権として平成15年２月18日開催の取締役会決議をもって当社の従業員

に発行いたしました。 

平成15年９月18日開催の定時株主総会の特別決議後、第３回新株予約権として、平成15年10月１日開催の取締役

会決議により、当社の取締役および従業員に発行し、また、第４回新株予約権として、平成16年３月４日開催の取

締役会決議により、当社の取締役、従業員および監査役へ発行いたしました。 

平成16年９月22日開催の定時株主総会の特別決議後、第５回新株予約権として、平成16年11月10日開催の取締役

会決議により、当社の取締役、従業員および監査役へ発行いたしました。 

平成17年９月22日開催の定時株主総会の特別決議後、第６回新株予約権として、平成17年12月15日開催の取締役

会決議により、当社の取締役、従業員および監査役に発行し、第７回新株予約権として、平成18年４月20日開催の

取締役会決議により、当社の従業員に発行しました。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在であります。なお、決議日時点での付与対象者は、取締役２名、従業員

43名。 

２ 株式分割による調整後の値であります。 
  

次へ 

決議年月日 平成13年４月26日

付与対象者の区分及び人数 取締役 １名、従業員 28名 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 1,392 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり254,313 (注)２

新株予約権の行使期間 
１株～５株 平成15年６月１日～平成20年５月31日
10株～40株 平成15年６月１日～平成23年４月25日 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない

代用払込みに関する事項 ― 



３ 新株引受権行使の主な条件は、次のとおりであります。 

  (1) 対象者は、本件新株引受権の行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。 

  (2) 対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、(1)に

かかわらず、本件新株引受権を行使できるものとする。 

(ⅰ) 対象者である取締役が、当社定款第20条の規定(任期満了)に基づき退任した場合 

(ⅱ) 対象者である従業員が、当社就業規則第25条４号および８号の規定(会社の都合等による解雇)に基づき解雇さ

れた場合 

  (3) 本件新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。 

  (4) 対象者の相続人は、本件新株引受権を行使することができるものとする。 

  (5) 権利行使期間のうち、従業員については、平成15年６月１日から平成17年５月31日までは付与を受けた本新株引受権

の目的たる株式の数の50％を、平成17年６月１日から平成18年５月31日までは付与を受けた本新株引受権の目的たる

株式の数の75％を、それぞれ上限としてこれを行使することができる。ただし、１回の行使手続において行使しうる

株式数は、１株の整数倍に限る。 

また、新株引受権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額が年間(１月１日から12月31日まで)金1,000万

円を超えないように、付与を受けた本新株引受権を行使しなければならない。 

４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により株

式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

  調整前発行価額は、５に記載の調整式による調整前の発行価額を意味し、調整後発行価額は、同調整式による調整後の発

行価額を意味する。 

  また、当社が他社と合併を行う場合にも、必要な株式の数の調整を行う。 

５ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により発

行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、当社が他社と合併を行う場合にも、必要な発行価額の調整を行う。 

  

  

(注) １ 当事業年度末現在の付与対象者の区分及び人数であります。なお、決議日時点での付与対象者は、取締役５名、従業員59

名。 

２ 株式分割による調整後の値であります。 

３ 新株引受権行使の主な条件は、次のとおりであります。 

  (1) 対象者は、本件新株引受権の行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従

業員であることを要する。 

  (2) 対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、(1)に

かかわらず、本件新株引受権を行使できるものとする。 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前発行価額

調整後発行価額

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

 調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

決議年月日 平成14年３月15日

付与対象者の区分及び人数 取締役 １名、従業員 44名 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 2,404 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり51,895 (注)２

新株予約権の行使期間 平成16年５月１日～平成21年４月30日

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない

代用払込みに関する事項 ― 



(ⅰ) 対象者である取締役が、任期満了を理由に退任した場合 

(ⅱ) 対象者である従業員が、会社の都合により転籍した場合 

(ⅲ) 対象者である従業員が、当社就業規則第22条(定年)に基づき退職した場合 

(ⅳ) 対象者である従業員が、当社就業規則第25条４号および８号の規定(会社の都合等による解雇)に基づき解雇さ

れた場合 

  (3) 本件新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。 

  (4) 対象者の相続人は、本件新株引受権を行使することができるものとする。 

  (5) 権利行使期間のうち、従業員については、平成16年５月１日から平成18年４月30日までは付与を受けた本新株引受権

の目的たる株式の数の50％を、平成18年５月１日から平成19年４月30日までは付与を受けた本新株引受権の目的たる

株式の数の75％を、それぞれ上限としてこれを行使することができる。ただし、１回の行使手続において行使しうる

株式数は、１株の整数倍に限る。 

また、新株引受権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額が年間(１月１日から12月31日まで)金1,000万

円を超えないように、付与を受けた本新株引受権を行使しなければならない。 

４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により株

式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

  調整前発行価額は、５に記載の調整式による調整前の発行価額を意味し、調整後発行価額は、同調整式による調整後の発

行価額を意味する。 

  また、当社が他社と合併を行う場合にも、必要な株式の数の調整を行う。 

５ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により発

行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、当社が他社と合併を行う場合にも、必要な発行価額の調整を行う。 
  

(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在の人数であります。発行日時点においては、当社取締役３名、当社従業

員72名、当社監査役１名、当社子会社取締役１名、当社子会社従業員10名、当社関連会社取締役１名。 

２ 株式の数は、当事業年度末現在の数であります。第１回新株予約権は、332個発行しました。発行日後、株式分割に伴

い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額を調整した数であります。 

３ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは(新株予約権および新株引受権の行使により新株を発行

する場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

     調整前行使価額は、４記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前発行価額

調整後発行価額

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

 調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

決議年月日 平成14年９月20日

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役２名、当社従業員53名、当社子会社取締役１名、当社子会社
従業員６名 (注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 1,472 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり22,948 (注)２

新株予約権の行使期間 平成16年11月１日から平成21年10月31日まで

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額



４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使により新株を発行する場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切

り上げる。 

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

 ⑤ 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない。 

 ⑥ その他の権利行使の条件は、本株主総会決議に基づく取締役会決議に定めるところによる。 

６ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、新株予約権の行使に際して払込むべき金額(４記載の調整を行う場合は調整後の行使

価額)の２分の１を継続して１年間下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が５に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額 

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在の人数であります。発行日時点においては、当社従業員12名。 

２ 株式の数は当事業年度末現在の数であります。第２回新株予約権は62個発行しました。発行日後、株式分割に伴い、株式

の数および新株予約権の行使時の払込金額を調整した数であります。 

３ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは(新株予約権および新株引受権の行使により新株を発行

する場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

     調整前行使価額は、４記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 

４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使により新株を発行する場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切

り上げる。 

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

次へ 

決議年月日 平成14年９月20日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員８名 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 192 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり26,000 (注)２

新株予約権の行使期間 平成17年４月１日から平成22年３月31日まで

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額 

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 ⑤ 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない。 

 ⑥ その他の権利行使の条件は、本株主総会決議に基づく取締役会決議に定めるところによる。 

６ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、新株予約権の行使に際して払込むべき金額(４記載の調整を行う場合は調整後の行使

価額)の２分の１を継続して１年間下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が５に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在の人数であります。発行日時点においては、当社取締役10名、当社従業

員69名。 

２ 株式の数は、当事業年度末現在の数であります。第３回新株予約権は992個発行しました。発行日後、株式分割に伴い、

株式の数および新株予約権の行使時の払込金額を調整した数であります。 

３ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは(新株予約権および新株引受権の行使により新株を発行

する場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

     調整前行使価額は、４記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 

４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使により新株を発行する場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切

り上げる。 

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

決議年月日 平成15年９月18日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、当社従業員59名 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 7,264 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり108,750 (注)２

新株予約権の行使期間 平成16年４月１日から平成22年10月31日まで

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額 

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

 ⑤ 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない。 

 ⑥ その他の権利行使の条件は、本株主総会決議に基づく取締役会決議に定めるところによる。 

６ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、新株予約権の行使に際して払込むべき金額(４記載の調整を行う場合は調整後の行使

価額)の２分の１を継続して１年間下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が５に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在の人数であります。発行日時点においては、当社取締役10名、当社従業

員54名、当社監査役４名。 

２ 株式の数は当事業年度末現在の数であります。第４回新株予約権は400個発行しました。発行日後、株式分割に伴い、株

式の数および新株予約権の行使時の払込金額を調整した数であります。 

３ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは(新株予約権および新株引受権の行使により新株を発行

する場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。 

     調整前行使価額は、４記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 

４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使により新株を発行する場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切

り上げる。 

決議年月日 平成15年９月18日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、当社監査役１名、当社従業員48名 (注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 2,888 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり116,382 (注)２

新株予約権の行使期間 平成16年10月１日から平成23年４月30日まで

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額



  

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

 ⑤ 権利の譲渡、質入およびその他一切の処分は認めない。 

 ⑥ その他の権利行使の条件は、本株主総会決議に基づく取締役会決議に定めるところによる。 

６ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、新株予約権の行使に際して払込むべき金額(４記載の調整を行う場合は調整後の行使

価額)の２分の１を継続して１年間下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が５に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額 

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

決議年月日 平成16年９月22日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、当社従業員18名、当社監査役２名 (注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 1,800 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり117,400 (注)２

新株予約権の行使期間 平成17年４月１日から平成23年11月30日まで

新株予約権の行使条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 



(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在の人数であります。発行日時点においては、当社取締役10名、当社従業

員18名、当社監査役４名。 

２ 株式の数は、当事業年度末現在の数であります。第５回新株予約権は920個発行しました。発行日後、株式分割に伴い、

株式の数および新株予約権の行使時の払込金額を調整した数であります。 

３ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権の

行使による場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

     調整前行使価額は、４記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 

４ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。 

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を 「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

 ⑤ その他の権利行使の条件は、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

６ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、行使価額(４記載の調整を行う場合は調整後の行使価額)の２分の１を継続して１年間

下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が５に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

      
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

(注) １ 付与対象者の区分および人数は、当事業年度末現在の人数であります。第６回新株予約権は765個発行しました。 

２ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権の

行使による場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

     調整前行使価額は、３記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に

調整されるものとする。 

３ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。 

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を 「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

４ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

決議年月日 平成17年９月22日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、当社監査役４名、当社従業員16名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 765 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり166,000

新株予約権の行使期間 平成18年４月１日から平成24年11月30日まで

新株予約権の行使条件 (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

      
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 ⑤ その他の権利行使の条件は、本取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

５ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、行使価額(３記載の調整を行う場合は調整後の行使価額)の２分の１を継続して１年間

下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が５に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

前へ   次へ 



  

(注) １ 付与対象者の区分及び人数は、当事業年度末現在の人数であります。第７回新株予約権は32個発行しました。 

２ 当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権の

行使による場合を除く)、次の算式により株式数を調整し、調整により生ずる１株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

     調整前行使価額は、３記載の調整前の行使価額を、調整後行使価額は同調整後の行使価額を意味する。 

     上記の他、当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に

調整されるものとする。 

３ 当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するときは(新株予約権および新株引受権

の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。 

  また、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数

とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株

価」を 「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

  上記の他、当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適

切に調整されるものとする。 

４ 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)が、自己都合により辞任および退職した場合には、新株予約

権を行使できない。 

 ② 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役、従業員、その他こ

れに準ずる地位にあることを要するものとする。 

 ③ 対象者が前述②の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には、前項にかかわらず、新

株予約権を行使することができるものとする。 

   (ⅰ) 対象者である当社の取締役および監査役、当社子会社および当社関連会社の取締役が、任期満了を理由に退任し

た場合 

   (ⅱ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 

   (ⅲ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、定年退職した場合 

   (ⅳ) 対象者である当社および当社子会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により解雇された場合 

 ④ 対象者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、相続人は新株予約権を行使できない。なお、対象者が新

株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 

 ⑤ その他の権利行使の条件は、本取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

５ 新株予約権の取得事由および条件 

 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

転の議案につき、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 

 ② 当社は、当社普通株式の終値が、行使価額(３記載の調整を行う場合は調整後の行使価額)の２分の１を継続して１年間

下回るときは、新株予約権すべてを無償にて取得することができる。 

 ③ 当社は、新株予約権者が４に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、その新株予約権を無

償で取得することができる。 

  

決議年月日 平成17年９月22日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員８名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 32 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり142,000

新株予約権の行使期間 平成18年11月１日から平成25年４月30日まで

新株予約権の行使条件 (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

      
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額

 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項は、ありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項は、ありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

  

【株式の種類等】 旧商法第220条ノ６による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円) 

当事業年度における取得自己株式 15.65 2,216 

当期間における取得自己株式 3 384 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額
(千円) 

株式数(株)
処分価額の総額 
(千円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他(     ) ― ― ― ― 

保有自己株式数 65.37 ― 68.37 ― 



３ 【配当政策】 

当社の利益配分に関する考え方については、株主の皆様への還元を経営の重要事項と認識しております。当社は、

利益指標について目標を設定して収益力の強化に努め、また、企業体質強化、将来の事業展開のための内部留保を中

心に据えながら、事業展開による利益を生み出すよう努め、株主の皆様に対して還元する方針でございます。 

このような方針のもと当期の配当につきましては、１株当たり500円といたしました。また、内部留保金につきまし

ては、企業体質の強化や今後の事業展開を図るために有効活用したいと考えております。 

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当の株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。 

株主総会決議日 平成18年９月26日 

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。第８期においては、平成15年12月31日および平成16年６月30日を基

準日とする株式分割を行いました。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 

最高(円) 1,290,000 289,000
2,090,000
※850,000 
※396,000 

410,000
※166,000 

213,000

最低(円) 310,000 140,000
268,000
※407,000 
※345,000 

192,000
※147,000 

96,100

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 213,000 168,000 151,000 163,000 142,000 131,000

最低(円) 140,000 108,000 123,000 126,000 110,000 96,100



５ 【役員の状況】 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

代表取締役 
所長 

最高経営 
責任者 
  

兼ディペン 
ダブルネット 
ワーク研究担当 

藤 原   洋 昭和29年９月26日生

昭和52年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入

社 

66,741

昭和52年12月 日立エンジニアリング株式会社入

社 
昭和60年２月 株式会社アスキー入社

昭和62年２月 株式会社グラフィックス・コミュ

ニケーション・テクノロジーズ出

向 取締役 研究開発部長就任 
昭和63年９月 米国ベル研究所(Bellcore) 訪問

研究員 
平成３年４月 ジー・シー・テクノロジー株式会

社出向 
平成５年３月 株式会社グラフィックス・コミュ

ニケーション・ラボラトリーズ出

向 常務取締役 研究開発本部長

就任 
平成５年６月 株式会社アスキー 取締役就任 
平成８年４月 慶應義塾大学理工学部 客員教授 
平成８年12月 当社設立 代表取締役所長就任

(現) 
平成14年３月 グローバルセンター・ジャパン株

式会社(現 株式会社ブロードバ

ンドタワー)代表取締役会長就任 
平成15年３月 株式会社インターネットシーアン

ドオー(現 株式会社ブロードバ

ンドセキュリティ) 代表取締役

社長就任 
平成15年４月 株式会社ブロードバンド・エクス

チェンジ(現 株式会社ブロード

バンドセキュリティ) 代表取締

役会長就任 
平成16年５月 株式会社IRIコミュニケーション

ズ (現 株式会社ブロードバン

ドセキュリティ) 代表取締役会

長 
平成16年９月 株式会社ブロードバンドタワー 

取締役会長(現) 
平成16年９月 株式会社IRIユビテック 取締役

会長就任(現) 
平成17年３月 株式会社プロデュース・オン・デ

マンド 取締役会長(現) 
平成17年９月 ファイバーテック株式会社 取締

役就任(現) 
平成17年11月 株式会社ナノオプトニクス研究所 

代表取締役就任(現) 
平成18年１月 株式会社モバイル・ブレークスル

ー 代表取締役就任(現) 
平成18年６月 当社 最高経営責任者兼ディペン

ダブル・ネットワーク研究担当

(現) 



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

取締役 

最高財務 
責任者 
  

兼財務担当兼 
経理担当兼 
総務人事担当 

吉 田 敦 男 昭和31年６月17日生

昭和56年４月 野村證券株式会社入社

国際金融部、ニューヨーク駐在 

656

平成７年10月 メリルリンチ証券株式会社(現 

メリルリンチ日本証券株式会社)

東京支店入社 投資銀行部門ディ

レクター 
平成11年９月 キャピタルドットコム株式会社

(現 イー・リサーチ株式会社)設

立 取締役就任 
平成14年２月 同社 常務取締役就任

平成14年４月 当社入社 財務戦略責任者 
平成14年９月 当社 取締役就任 最高財務責任

者 
平成15年５月 株式会社ブロードバンドタワー 

監査役就任 
平成15年６月 当社 取締役最高財務責任者財務

担当兼経理担当兼総務人事担当

(現) 
平成15年７月 タウ技研株式会社(現 株式会社

IRIユビテック) 取締役就任 
平成16年６月 株式会社ブロードバンド・エクス

チェンジ(現 株式会社ブロード

バンドセキュリティ) 監査役就

任 
平成18年２月 グローバルナレッジネットワーク

株式会社 監査役就任(現) 
平成18年９月 ファイバーテック株式会社 監査

役就任(現) 

取締役 
コーポレート 
ガバナンス 
担当兼CPO 

中 川 美恵子 昭和38年１月５日生

平成元年４月 株式会社広岡広告事務所入社 

563

平成４年１月 株式会社アスキー入社

平成５年４月 株式会社グラフィックス・コミュ

ニケーション・ラボラトリーズ出

向 
平成10年８月 当社入社 法務・株式事務担当 
平成14年９月 当社 取締役就任 コーポレート

ガバナンス担当 
平成15年９月 株式会社ブロードバンドタワー 

監査役就任(現) 
平成17年４月 当社 取締役コーポレートガバナ

ンス担当兼CPO(現) 

取締役 
IX技術戦略 
担当兼 

IS担当兼CIO 
西 野   大 昭和42年６月１日生

平成７年４月 株式会社ラピドシステムズ入社 

1,200

平成８年12月 当社入社

平成11年４月 会津大学先端技術研究センター助

教授 
平成12年４月 当社 最高技術責任者

平成12年11月 株式会社ブロードバンド・エクス

チェンジ(現 株式会社ブロード

バンドセキュリティ) 取締役就

任 
平成13年３月 日本インターネットエクスチェン

ジ株式会社 取締役就任 
平成13年８月 株式会社ブロードバンド・エクス

チェンジ最高技術責任者 
平成14年12月 当社 ユビキタス研究所主席研究

員 
平成15年５月 日本インターネットエクスチェン

ジ株式会社 取締役最高技術責任

者(現) 
平成15年９月 当社 取締役就任 IX技術戦略担

当 
平成17年４月 当社 取締役IX技術戦略担当兼

CIO 
平成18年６月 当社 取締役IX技術戦略担当兼IS

担当兼CIO(現) 



  

    

次へ 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

取締役 
ネットワーク 
社会基盤事業 
担当 

古 田   敬 昭和38年11月17日生

昭和61年４月 丸紅株式会社入社 

―

平成２年４月 丸紅米国会社(ニューヨーク本店)

出向 

平成８年４月 丸紅株式会社情報通信部門グロー

バルネットワーク事業部第一チー

ム長 

平成13年８月 アバヴネット・ジャパン株式会社

入社 代表取締役 

平成15年７月 スプリント・インターナショナ

ル・ジャパン株式会社入社 代表

取締役 

平成17年１月 Furuta Company,Incorporated 

代表取締役(現) 

平成18年７月 当社入社 ネットワーク社会基盤

事業部長(現) 

平成18年９月 当社 取締役就任 ネットワーク

社会基盤事業担当(現) 

取締役 ― 梅 内 林太郎 昭和31年10月22日生

昭和54年４月 株式会社JTB入社 法人営業担当 

345

平成５年１月 VISAインターナショナル東京事務

所入社 シニアマネージャー 

平成７年７月 GEキャピタルコンシューマーファ

イナンス株式会社入社 バンクカ

ード事業部長 

平成８年６月 NTTリース株式会社入社 クレジ

ットカード事業推進部長 

平成11年７月 株式会社リアルネームズジャパン

入社 代表取締役社長 

平成13年４月 グローバルプロセシングサポート

株式会社入社 代表取締役社長 

平成14年４月 ファーストデータジャパン㈱入社

事業開発担当副社長 

平成16年５月 イーツアー株式会社監査役(現) 

平成17年１月 セーバー株式会社入社 事業戦略

室長 

平成17年７月 同社 代表取締役社長(現) 

平成18年４月 セーバーホールディングス株式会

社 代表取締役社長(現) 

平成18年９月 当社 取締役就任(現) 

取締役 ― 宮 川   洋 昭和40年11月29日生

昭和63年４月 株式会社アスキー入社

―

平成７年４月 同社 出版営業統轄部出版営業部 

部長 
平成11年12月 当社入社 ネットワーク事業部 

マーケティングマネージャー 
平成12年４月 株式会社アイ・アール・アイ コ

マース アンド テクノロジー出

向 取締役 
平成14年10月 同社 代表取締役(現)

平成17年９月 当社 取締役就任(現)

平成17年11月 シーブックニジュウヨンドットコ

ム株式会社 代表取締役社長就任

(現) 

取締役 ― 嶋 田 博 一 昭和33年８月27日生

平成元年７月 株式会社アイ・エックス・アイ入

社 

─
平成２年２月 同社 代表取締役社長(現) 

平成17年９月 当社 取締役就任(現) 

平成17年10月 ブルービーグル株式会社 代表取

締役会長就任(現) 



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

取締役 ― 荻 野   司 昭和36年12月14日生

昭和61年４月 キャノン株式会社入社 中央研究

所入所 

676

平成７年７月 ファストネット株式会社出向 

平成11年４月 同社 取締役 

平成12年７月 当社入社 執行役員兼株式会社イ

ンターネットシーアンドオー(現 

株式会社ブロードバンドセキュリ

ティ) 代表取締役社長 

平成14年７月 当社 ネットワーク事業部グルー

プマネジャー兼株式会社インター

ネットシーアンドオー(現 株式

会社ブロードバンドセキュリテ

ィ) 代表取締役会長 

平成14年９月 当社 取締役研究開発担当兼ユビ

キタス研究所長 

平成15年９月 当社 取締役最高技術責任者 

平成15年９月 タウ技研株式会社(現株式会社IRI

ユビテック) 代表取締役社長

(現) 

平成17年６月 Ubiteq HK Ltd. Director(現) 

平成18年９月 当社 取締役就任(現) 

取締役 ― 中 村   修 昭和34年12月１日生

昭和60年３月 株式会社リコー ソフトウェア研

究所入社 

328

平成２年８月 東京大学大型計算機センター 助

手 

平成５年９月 慶應義塾大学環境情報学部 助手 

平成９年４月 同大学同学部 専任講師 

平成11年３月 当社 取締役就任(現) 

平成12年４月 慶應義塾大学環境情報学部 助教

授 

平成18年４月 同大学環境情報学部教授(現) 

常勤監査役 ― 島     直 昭和17年３月24日生

昭和40年４月 日本電気株式会社入社 

―

平成３年12月 同社 VAN販売推進本部長 

平成５年７月 同社 理事就任 

平成７月12月 同社 支配人兼VAN事業推進本部

長 

平成８月12月 同社 支配人(マルチメディア事

業推進担当) 

平成14年４月 同社 アドバイザー 

平成18年３月 同社退社 

平成18年９月 当社 監査役就任(現) 

監査役 ― 小 林 稔 忠 昭和11年10月10日生

昭和36年９月 東京証券取引所入所 

770

昭和48年12月 日本勧業角丸証券株式会社(現 

みずほインベスターズ証券株式会

社)入社 

昭和62年８月 同社 公開引受部長 

平成元年８月 株式会社日本ソフトバンク(現 

ソフトバンク株式会社)入社 常

務取締役などを歴任 

平成９年７月 株式会社小林稔忠事務所開設 代

表取締役就任(現) 

平成11年６月 当社 監査役就任(現) 



  

(注) １ 取締役中村修は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 常勤監査役島直、監査役小林稔忠、監査役千葉哲範および監査役尾関真一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

監査役 ― 千 葉 哲 範 昭和35年３月６日生

昭和57年４月 監査法人サンワ東京丸の内事務所

(現 監査法人トーマツ)入所 

40

昭和60年８月 公認会計士登録 

昭和60年12月 

昭和62年９月 

税理士登録 

米国トウシュ・ロス会計事務所

(現 デロイト・トウシュ会計事

務所)デトロイト事務所 税務部

門出向 

昭和63年９月 監査法人トーマツ国際税務部門 

帰任 

平成２年６月 デロイト・トウシュ・トーマツ勝

島敏明税理士事務所(現 税理士

法人トーマツ) 転籍 

平成７年８月 株式会社千葉経営計理事務所入社 

平成11年12月 同社 代表取締役就任(現) 

平成13年９月 当社 監査役就任(現) 

平成16年９月 株式会社ブロードバンドタワー 

監査役就任(現) 

監査役 ― 尾 関 真一郎 昭和15年９月27日生

昭和38年４月 株式会社富士銀行(現株式会社み

ずほ銀行)入行 

―

昭和59年11月 同行 北浜支店長 

昭和61年11月 同行 大阪営業第１部参事役 

平成元年９月 平岡証券株式会社 取締役 

平成11年６月 大東証券株式会社 専務取締役 

平成13年４月 みずほインベスターズ証券株式会

社 常勤監査役 

平成15年６月 橋本フォーミング工業株式会社 

常勤監査役 

平成17年６月 株式会社鳥羽洋行 社外取締役

(現) 

平成18年９月 当社 監査役就任(現) 

計 71,319



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業価値を高める過程において、企業活動を律する枠組み、即ちコーポレートガバナンスを通じた経営

体制を構築することを重要課題と位置付け、透明性の向上、公正性・独立性の確保、意思決定の迅速化を追及し取

り組んでおります。また、当社グループ各社についても、それぞれのおかれた状況に応じ、当社グループとしての

ガバナンスが有効に機能する体制が重要と考え、グループ全体での体制構築に取り組んでおります。 

  

(2) コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

当社は、平成14年９月開催の定時株主総会による定款一部変更の決議をもって、取締役任期を１年に変更し、

以後毎年改選期であるため、定時株主総会決議によって取締役が選任されます。当社取締役会は10名の取締役(当

事業年度においては社外取締役２名、第10期定時株主総会の取締役改選により、現在の社外取締役は１名)で構成

されており、活発な議論が行われた上で重要な経営上の意思決定がなされております。また、取締役会とは別

に、代表取締役および担当取締役の合計７名で構成された常勤役員会を毎週１回定例にて開催しております。常

勤役員会では、「コンプライアンス委員会」としての性格を有しながらも、各取締役が活発な意見を交わし、事

業戦略等を検討する場ともなっております。具体的には、当社本体に関する取締役会上程議案の事前検討を行う

ほか、当社グループ会社からそれぞれに上がってくる事前承認事項や事前連絡事項を始めとする、グループ事業

推進、事業戦略の方向性、技術開発、グループ環境整備等に関する案件についても、検討や審議をしておりま

す。取締役会および常勤役員会の運営にあたってはコーポレートガバナンス室が事務局となり、各取締役との連

携を緊密に行い、準備された検討資料に基づいて十分な議論が尽くされるよう留意し、また、重要事項について

も、常勤役員会の中で十分に検討した議案をさらに取締役会へ上程し慎重に審議した上で最終決定しておりま

す。このような状況の下、当社の取締役会および常勤役員会は、当社および当社グループの経営の方向性を的確

かつ迅速に決定する上で重要な機能を果たしていると考えております。 

また、当社と当社グループのより効果的なガバナンス体制構築を図るために、平成16年７月に、当社コーポレ

ートガバナンス室の主導により、コーポレートガバナンス委員会(「CG委員会」)を設置し機能させております。

このCG委員会は、当社のコーポレートガバナンス担当取締役が議長となり、社内関係各部門および主要な当社グ

ループ各社からそれぞれから選出された委員により構成され、平成18年７月より、未公開のグループ会社とは、

毎月１回定例で開催し、公開しているグループ会社とは、年４回の(３月、６月、９月、12月)開催をもって、当

社と当社グループ間におけるガバナンス整備、コンプライアンスに関する課題を共有し、議論しております。 

当社では、企業統治の体制として監査役会設置型を採っており、監査役が取締役の業務執行を厳正に監視する

役割を担っております。現在、監査役４名が社外監査役で構成して公正性や透明性を確保しております。 

  



  

 
  

② 内部統制システムに関する整備の状況 

1) 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制ならびに使用人の職務の執行が法

令・定款に適合することを確保するための体制について 

a. 代表取締役所長が、当社および当社グループ会社に対し、企業活動における法令遵守および社会倫理の遵

守を周知徹底します。 

b. コーポレートガバナンス室が、全社的なコンプライアンス体制の整備および推進を図り、また与信・投資

取組については財務部で審査・管理等を行い、コンプライアンス委員会の性格を有する常勤役員会にて検討

を行い、必要に応じ、外部専門家の意見を求めます。 

c. 全社員を対象に、コンプライアンス遵守を周知するための研修を行います。 

d. コンプライアンス上、重要性の高いものは、取締役会および監査役へ報告します。 

  

2) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する事項について 

a. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関し、コーポレートガバナンス担当役員は、当社の文書

管理規程により、次に定める文書(関連資料および電磁的記録を含むものとする。以下、同じ。)を保存して

おります。 

・株主総会議事録 

・取締役会議事録 

・常勤役員会議事録 

・コーポレートガバナンス委員会議事録 

・財務局、証券取引所等その他関係省庁に提出した書類の写し 

・取締役を最終決裁権者とする稟議書および契約書 

・決算書類、会計帳簿、計算書類、附属明細書 

・その他文書管理規程に定める文書 



b. 前a.項各号の文書の保管期間は法定で定められた期間、ないしは会社が定めた期間において保管し、取締

役および監査役は常時閲覧できるものとします。 

c. 当該文書管理規程を改定する場合には、取締役会において承認を経るものとします。 

  

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について 

a. 当社は、それぞれの業務担当の取締役が自らのリスク管理に責任を負うこととしております。なお、下記

のリスクの管理については、次のとおり責任部門とその責任者を定めております。 

  

  

b. コーポレートガバナンス室が全社的リスク管理状況のレビューを定期的に実施し、取締役会および監査役

に報告する体制をとります。 

c. 情報セキュリティーに関するリスク管理は、代表取締役が統括し、上記a.項記載の表①から⑤のリスクを

総合的に管理し、取締役会および監査役に報告する体制をとります。 

  

4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について 

a. 当社の職務権限規程および業務分掌規程による意思決定ルールに基づくプロセスにより、適正かつ迅速に

職務遂行を行われる体制をとっております。 

b. 取締役会のほか、毎週１回の定例常勤役員会を設置し、また別途、業務担当の取締役からなる会議を随時

実施して、取締役間の情報で各種案件や業務遂行に際して、意識共有化を図っております。 

c. 事業計画においては、毎事業年度の当初に、当社の業績目標と予算を策定、また当社グループ各社からの

機関決定した事業計画をもとに予算・実績管理が行われ、月次での報告、モニタリングの実施により、結果

をグループ各社へフィードバックし、目標未達の場合における要因分析、改善策を報告させる体制をとって

おります。 

  

リスク項目 責任者 責任部門 

① コンプライアンスおよび情報

の取扱に関するリスク管理 

② レピュテーションに関するリ

スク管理 

コーポレートガバナンス担当取

締役 

コーポレートガバナンス室 

③ 資産管理およびグループ与信

管理に関するリスク管理 

取締役 最高財務責任者 財務部 

④ 環境、災害等に関するリスク

管理 

総務人事担当取締役 総務人事部 

⑤ 情報システムに関するリスク

管理 

IX技術戦略担当取締役 兼 最高

情報責任者 

IS室 



5) 株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制につ

いて 

a. 当社は、IRIグループガバナンスガイドラインをもとに、毎月１回定例で、当社のコーポレートガバナンス

担当役員を議長とし、当社関係部門および主要な当社グループ７社の選出委員からなる、コーポレートガバ

ナンス委員会を開催し、当社グループ間のガバナンス整備、コンプライアンス意識強化を図っております。 

b. 当社をはじめとする当社グループ会社の代表取締役からなるグループ社長会を、毎月１回定例で開催し、

意見交換や情報の共有化を図っております。 

c. 当社は、当社グループ各社との間で一定の合意に基づきルールを設け、当社への事前相談や報告等の伝達

が効率的に行われ、当社の常勤役員会にて審議・報告される体制をとっております。 

d. グループ間取引については、法令に従い適正に行われる体制をとっております。 

e. 当社グループ会社の業績に関する予算・実績管理および与信管理を当社財務部が取り纏め、毎月、当社常

勤役員会で報告される体制をとっております。 

  

6) 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびに使

用人の取締役からの独立性に関する事項について 

a. 当社において、総務人事部が監査役の求めに応じその職務を補助するものといたします。 

b. 監査役の求めに応じて行う職務については、取締役から独立して、監査役の直接の指揮、命令を受け行う

ものといたします。 

  

7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について 

a. 取締役は、監査役に報告すべき事項を定める規程を監査役と協議の上制定し、次に定める事項を報告する

こととしています。 

・常勤役員会で決議された事項 

・当社および当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項 

・毎月の経営状況(当社および当社グループ)として重要な事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令・定款違反 

・その他、重要な報告事項 

b. 使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項および重大な法令・定款違反に関する事実を発見し

た場合は、監査役に直接報告することができるものとします。 

  

8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について 

a. 監査役は、代表取締役、各業務担当取締役、監査法人、それぞれと定期的に意見交換をすることができる

ものとします。 

b. また、監査役は、当社グループの各代表取締役に対しても、個別にヒヤリングを実施できるものとしま

す。 

  



③ 役員報酬および監査報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬ならびに監査法人に対する監査報酬は以下の

とおりであります。 

役員報酬： 

監査報酬： 

  

④ 内部監査及び監査役監査の状況 

当社の内部監査機能は、コーポレートガバナンス室が兼務しております。当社は平成18年７月１日の新事業年

度開始より、一部組織を見直し、ネットワーク社会基盤事業部およびディベンダブル・ネットワーク研究所の部

門が設置されておりますが、当社本体事業規模はまだ小さく、当社本体における各業務が社内規程や法令を遵守

しているかどうか等、コーポレートガバナンス担当取締役による社内稟議のチェックや当社本体の業務担当取締

役への確認を行い、必要に応じ代表取締役への報告を行ってまいりました。当社グループ各社に対する内部監査

機能については、まだ整備途上ではありますが、半期ごとに、当社のコーポレート・ガバナンス担当取締役が当

社グループの各担当取締役や管理責任者クラスに対してヒヤリングを実施し、その他不定期ではありますが、必

要に応じ、書類の確認、ヒアリング実施をしております。また、これに加えて、当社の監査役も、当社グループ

各社の代表取締役あるいは担当取締役に対して、事業の状況、意思決定プロセス等に関するヒヤリングを実施す

るなどしてグループ各社の状況を把握し、必要に応じてグループ会社の訪問を行い、当社グループに関する内部

監査を実施してまいりました。 

監査役は取締役会に毎回出席し、経営全般及び個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、

監査役会で立案した監査方針に従い、取締役の職務執行を監査しております。 

なお、当社の会計監査人は、監査役との間で、四半期ごとに、あるいは必要に応じて適宜監査に関する打ち合

わせ、あるいは電子メール等での確認を行っております。 

  

取締役に支払った報酬 181,100千円 (うち社外取締役12,100千円) 

監査役に支払った報酬 11,500千円 (うち社外監査役 6,450千円) 

合 計 192,600千円   

公認会計士法第２条第１項に規定する 
業務に基づく報酬 

21,000千円  

上記以外の報酬 3,000千円  

合 計 24,000千円  



⑤ 会計監査の状況 

当社は、監査法人トーマツと監査契約および四半期財務諸表に対する意見表明業務契約を締結し、法定監査、

ならびに四半期財務諸表に対する意見表明を受けております。 

当事業年度における当社の会計監査の状況は次のとおりであります。 

・所属する監査法人名：監査法人トーマツ 

・会計監査業務を執行した公認会計士氏名 

指定社員 業務執行社員 安浪 重樹(継続監査年数 １年) 

指定社員 業務執行社員 三富 康史(継続監査年数 ３年) 

・会計監査業務に係わる補助者の構成 

公認会計士 ８名 会計士補 11名 その他 １名 

  

(3) 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当事業年度における当社の社外取締役２名については、当社と各個人が兼務している会社もしくは大学との間

で、人的関係、資本的関係、取引関係、研究開発委託等の利害関係はございません。 

また、当事業年度における当社の社外監査役３名のうち、１名は当社子会社の株式会社IRIユビテックの監査役を

兼務し、ほか２名は当社子会社の株式会社ブロードバンドタワーの監査役を兼務しております。当社と株式会社IRI

ユビテックおよび株式会社ブロードバンドタワーとの間には営業上の取引がございますが、各個人との間に直接利

害関係はございません。 

  

(4) その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社グループを含めた当社のガバナンス体制はより効果的な形へと向上してきており、現在よりもさらに有効に

機能するよう努めてまいります。当社および当社グループでは、個々の細かな整備をすることがグループ全体の経

営体制への充実につながり、このことが重要と考えており、コーポレートガバナンス委員会(以下、CG委員会)にお

いて、会社に関する法令改正の認識、基本的なグループ間のルール策定、グループ内の改善事項等を中心に検討し

ながら、日常的に社内体制整備を続けております。また、CG委員会において、専門家を講師に招聘しセミナー等を

開催し、会社法に関する知識の向上、社内の意識啓発に努め、役職員の理解を深めてまいりました。あわせて、文

書管理やインサイダー情報等の取扱についても、グループ各社の情報取扱責任者を通じ、当社およびグループ各社

の全役職員に、周知徹底させるよう指導を行っております。今後も、CG委員会での議論や検討を重ね、各社の意識

合わせを通じて、より効果的なガバナンス体制の整備ができるよう鋭意努力してまいります。 

当社の経営体制や活動状況についても、引き続き、株主総会の終了後に経営近況報告会や四半期毎の決算説明会

等を開催し、また当社のホームページへの掲載内容の充実を図り、事業内容、業績、リリース情報、最新トピック

ス等の情報をわかりやすく開示するように努めてまいります。 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度(平成16年７月１日から平成17年６月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項のただし

書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成16年７月１日から平成17年６月30日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度(平成17年７月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年７月１日から平成17年６月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成16年７月１日から平成17年６月30日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成17年７月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年７月１日から平成17年６月30日まで)お

よび前事業年度(平成16年７月１日から平成17年６月30日まで)ならびに当連結会計年度(平成17年７月１日から平成18

年６月30日まで)および当事業年度(平成17年７月１日から平成18年６月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表につい

て、監査法人トーマツにより監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※４  6,043,771 14,940,408  

２ 受取手形及び売掛金 ※４  4,971,431 8,990,536  

３ たな卸資産  473,024 9,804,864  

４ 繰延税金資産  106,187 163,713  

５ 前払費用  2,589,970 2,235,035  

６ その他  255,518 180,039  

貸倒引当金  △8,527 △20,426  

流動資産合計  14,431,376 60.8 36,294,170 63.6

      

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※４ 2,349,458 340,877    

減価償却累計額 △770,055 1,579,403 △118,520 222,356  

(2) 機械装置及び運搬具 665,157 16,695    

減価償却累計額 △222,953 442,204 △10,438 6,256  

(3) 航空機 ― 1,143,666    

減価償却累計額 ― ― △171,549 972,116  

(4) 工具器具備品 ※４ 1,435,555 971,690    

減価償却累計額 △694,066 741,489 △599,948 371,741  

(5) 建設仮勘定  ― 3,125,405  

有形固定資産合計  2,763,097 11.6 4,697,876 8.2

２ 無形固定資産     

(1) 営業権  1,214,907 ―  

(2) のれん  ― 8,610,030  

(3) その他  595,140 202,284  

無形固定資産合計  1,810,047 7.6 8,812,315 15.4

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※２  2,924,985 2,959,605  

(2) 関係会社株式 ※１  364,374 2,618,814  

(3) 繰延税金資産  38,158 177,084  

(4) 差入保証金  1,378,681 1,400,210  

(5) その他  31,353 74,554  

貸倒引当金  △6,133 △13,125  

投資その他の資産合計  4,731,420 19.9 7,217,143 12.7

固定資産合計  9,304,565 39.1 20,727,335 36.3

Ⅲ 繰延資産     

  社債発行費  13,478 ―  

繰延資産合計  13,478 0.1 31,438 0.1

資産合計  23,749,420 100.0 57,052,943 100.0

      



  

  
前連結会計年度
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  3,594,079 13,970,316  

２ 短期借入金 ※４  253,158 1,282,451  

３ 未払金 ※４  709,361 562,673  

４ 未払法人税等  120,642 997,527  

５ 賞与引当金  7,930 ―  

６ 役員賞与引当金  ― 38,000  

７ 返品調整引当金  ― 2,058  

８ その他  345,097 371,284  

流動負債合計  5,030,269 21.2 17,224,311 30.2

      

Ⅱ 固定負債     

１ 新株予約権付社債  4,500,000 4,500,000  

２ 長期借入金 ※４  76,224 2,033,933  

３ 繰延税金負債  47,482 35,598  

４ 退職給付引当金  95,589 154,198  

５ 役員退職慰労引当金  ― 102,900  

６ その他  96,033 23,049  

固定負債合計  4,815,328 20.3 6,849,680 12.0

負債合計  9,845,597 41.5 24,073,991 42.2

      

(少数株主持分)     

少数株主持分  2,495,325 10.5 ― ―

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金  3,920,000 16.5 ― ―

Ⅱ 資本剰余金  7,073,521 29.8 ― ―

Ⅲ 利益剰余金  356,733 1.5 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  53,918 0.2 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定  9,729 0.0 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※３  △5,406 △0.0 ― ―

資本合計  11,408,496 48.0 ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 23,749,420 100.0 ― ―

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)             

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金   ― ―   9,444,404 16.5 

２ 資本剰余金   ― ―   12,500,453 21.9 

３ 利益剰余金   ― ―   3,415,119 6.0 

４ 自己株式   ― ―   △7,623 △0.0 

株主資本合計   ― ―   25,352,353 44.4 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  ― ―   37,155 0.1 

２ 為替換算調整勘定   ― ―   10,723 0.0 

評価・換算差額等合計   ― ―   47,878 0.1 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―   7,578,719 13.3 

純資産合計   ― ―   32,978,952 57.8 

負債純資産合計   ― ―   57,052,943 100.0 

      



② 【連結損益計算書】 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高      
   事業収入 18,822,196 18,822,196 100.0 68,366,499 68,366,499 100.0
      
Ⅱ 売上原価     
   事業原価 14,463,061 14,463,061 76.8 58,957,710 58,957,710 86.2
   売上総利益  4,359,135 23.2 9,408,788 13.8
      

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

 3,904,622 20.7 5,921,438 8.7

営業利益  454,513 2.5 3,487,349 5.1
      

Ⅳ 営業外収益     
 １ 受取利息及び配当金 64,838 24,154    
 ２ 連結調整勘定償却額 13,948 ―    
 ３ のれん償却額 ― 6,213    
 ３ 持分法による投資利益 ― 196,555    
 ５ 受取業務手数料 30,585 37,626    
 ６ 組合利益 27,662 ―    
 ７ 受取保証料 26,422 ―    
 ８ 雑収入 38,776 202,234 1.1 21,476 286,026 0.4
      

Ⅴ 営業外費用     
 １ 支払利息 19,786 38,603    
 ２ 新株発行費 29,308 101,323    
 ３ 社債発行費償却 6,739 15,897    
 ４ 組合損失 ― 37,156    
 ５ 持分法による投資損失 30,595 ―    
 ６ 上場関連費 26,493 ―    
 ７ 支払手数料 ― 216,595    
 ８ 財務調査費用 17,204 ―    
 ９ 雑損失 2,804 132,932 0.7 8,802 418,377 0.6

経常利益  523,815 2.9 3,354,998 4.9
      

Ⅵ 特別利益     
 １ 貸倒引当金戻入益 33,298 2,439    
 ２ 関係会社持分変動益 330,509 1,124,698    
 ３ 固定資産売却益 ※４ 160 2,437    
 ４ 投資有価証券売却益 14,457 57,321    
 ５ 関係会社株式売却益 461,121 7,140,167    
 ６ その他特別利益 4,722 844,271 4.5 22,002 8,349,067 12.3
      
Ⅶ 特別損失     
 １ 固定資産売却損 ※４ ― 483    
 ２ 固定資産除却損 ※３ 130,837 133,185    
 ３ 減損損失 ※５ ― 290,949    
 ４ 投資有価証券評価損 5,489 1,261,006    
 ５ 関係会社株式評価損 99,998 ―    
 ６ たな卸資産評価損 10,442 34,157    
 ７ 合併関連費用 24,778 ―    
 ８ 受託契約解約損失 29,371 ―    
 ９ 貸倒損失 ― 2,669,710    
 10 その他特別損失 608 301,525 1.6 1,394,217 5,783,711 8.5
  税金等調整前当期純利益  1,066,560 5.8 5,920,354 8.7
  法人税、住民税及び事業税 194,341 2,351,423    
  法人税等調整額 1,026 195,368 1.0 △263,057 2,088,366 3.1
      
Ⅷ 少数株主利益  290,120 1.5 739,684 1.1
  当期純利益  581,071 3.3 3,092,302 4.5
      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

    
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

(資本剰余金の部)     

      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   6,255,121 

      

Ⅱ 資本剰余金増加高     

 １ 株式交換による新株の 
   発行 

  762,304   

 ２ ストックオプション
   行使による新株の発行 

  60,546 822,851 

      

Ⅲ 資本剰余金減少高     

 １ 資本組入   4,450 4,450 

      

Ⅳ 資本剰余金期末残高   7,073,521 

      

(利益剰余金の部)     

      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △279,497 

      

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １ 当期純利益   581,071   

 ２ 子会社減少による増加高   67,641 648,713 

      

Ⅲ 利益剰余金減少高     

  役員賞与   12,482 12,482 

      

Ⅳ 利益剰余金期末残高   356,733 

      



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年６月30日残高(千円) 3,920,000 7,073,521 356,733 △5,406 11,344,848 

連結会計年度中の変動額           

 新株の発行 5,523,744 5,523,588 ― ― 11,047,332 

 資本準備金組入 659 △659 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― △95,997 ― ― △95,997 

 役員賞与の支給 ― ― △34,514 ― △34,514 

 当期純利益 ― ― 3,092,302 ― 3,092,302 

 自己株式の取得 ― ― ― △2,216 △2,216 

 子会社減少による異動 ― ― 597 ― 597 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 5,524,404 5,426,931 3,058,385 △2,216 14,007,505 

平成18年６月30日残高(千円) 9,444,404 12,500,453 3,415,119 △7,623 25,352,353 

  
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計 

平成17年６月30日残高(千円) 53,918 9,729 63,648 ― 11,408,496 

連結会計年度中の変動額           

 新株の発行 ― ― ― ― 11,047,332 

 資本準備金組入 ― ― ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― ― △95,997 

 役員賞与の支給 ― ― ― ― △34,514 

 当期純利益 ― ― ― ― 3,092,302 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △2,216 

 子会社減少による異動 ― ― ― ― 597 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △16,763 994 △15,769 7,578,719 7,562,950 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △16,763 994 △15,769 7,578,719 21,570,455 

平成18年６月30日残高(千円) 37,155 10,723 47,878 7,578,719 32,978,952 



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前当期純利益  1,066,560 5,920,354 

   減価償却費  512,279 1,766,289 

   営業権の償却額  403,434 ― 

   繰延資産の償却費  6,739 37,747 

   連結調整勘定の償却額  286,083 ― 

   引当金の増加額  ― 44,813 

   引当金の減少額  △60,239 ― 

   受取利息及び受取配当金  △64,838 △24,154 

   支払利息  19,786 38,603 

   為替差損又は為替差益(△)  509 △2,190 

   営業外支払手数料  ― 216,595 

   持分法による投資利益(△)又は 
   持分法による投資損失 

 30,595 △196,555 

   組合損失又は組合利益(△)  △27,662 37,156 

   投資有価証券及び関係会社株式等の評価損  105,487 ― 

   関係会社持分変動益  △330,509 ― 

   投資有価証券売却益(△)又は売却損  △14,457 ― 

   関係会社株式売却益  △461,121 ― 

   固定資産除却損  130,837 ― 

   固定資産売却益  △160 ― 

   新株発行費  29,308 79,710 

   債務保証履行損失  ― 511,426 

   売上債権の増加額(△)又は減少額  739,525 △2,371,411 

   たな卸資産の増加額(△)又は減少額  △14,772 △5,966,879 

   仕入債務の増加額又は減少額(△)  △687,765 10,221,625 

   前払費用の増加額  △2,379,746 ― 

   その他の流動資産の増加額(△)又は減少額  △91,653 148,359 

   その他の流動負債の増加額  17,961 122,688 

   役員賞与の支払額  △13,000 △55,000 

   その他の資金の増減を伴わない損益(純額) ※４ 2,978 △6,036,266 

小計  △793,840 4,492,913 

   利息及び配当金の受取額  64,838 22,294 

   利息の支払額  △19,786 △47,131 

   法人税等の支払額  △241,860 △1,671,489 

   債務保証の履行支出  ― △511,426 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △990,649 2,285,160 



  

  

次へ 

   
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   有形固定資産及び無形固定資産の 
   取得による支出 

 △78,653 △3,891,122 

   固定資産の売却による収入  ― 736,316 

   投資有価証券及び関係会社株式等の 
   取得による支出 

 △1,461,864 △1,694,438 

   投資有価証券、関係会社株式及び 
   出資金等の売却・譲渡による収入 

 1,335,967 4,478,481 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による支出 

※２ ― △9,065,267 

   保証金の差入  △1,000,000 ― 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による現金同等物の増加 

※２ 30,308 209,059 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   売却による収入 

※３ ― 1,582,459 

   その他の投資活動によるもの(純額)  14,027 △197,571 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,160,214 △7,842,082 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金純増加又は純減少(△)  100,000 △2,350,000 

   長期借入による収入  ― 2,000,000 

   長期借入金の返済による支出  △146,432 △445,551 

   新株予約権付社債の発行による収入  4,479,782 10,874,852 

   社債の償還による支出  ― △90,000 

   固定資産購入未払金の支払  △1,113,266 △283,699 

   新株の発行による収入  91,787 47,332 

   自己株式取得による支出  △3,650 △2,216 

   少数株主の払込収入  623,629 5,108,100 

   少数株主への配当支払  △1,104 △42,851 

   配当金の支払額  ― △95,997 

   その他の財務活動によるもの(純額)  ― △216,595 

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,030,746 14,503,373 

Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差額  542 1,996 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,880,425 8,948,448 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,999,783 5,991,960 

Ⅶ 連結適用に伴う現金及び現金同等物の 
  増加額 

 111,751 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,991,960 14,940,408 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 11社 

 ・IRI USA, Inc. 

 ・㈱アイ・アール・アイファイナン

スアンドテクノロジー 

 ・㈱アイ・アール・アイコマースア

ンドテクノロジー 

 ・㈱IRIユビテック(旧タウ技研㈱) 

 ・タウ・サプライ・サービス㈱ 

 ・㈱IRIコミュニケーションズ※ 

 ・㈱ブロードバンドタワー 

 ・㈱IRIコミュニケーションズ※ 

  (旧㈱ブロードバンド・エクスチ

ェンジ) 

 ・ファイバーテック㈱ 

 ・㈱プロデュース・オン・デマンド 

 ・IRI Finance and Technology  

  Asia Ltd. 

 ※㈱IRIコミュニケーションズと㈱

ブロードバンド・エクスチェンジ

は、平成16年10月１日に合併して

㈱IRIコミュニケーションズにな

りました。 

会社名 

(1) 連結子会社の数 21社 

 ・㈱アイ・アール・アイコマースア

ンドテクノロジー 

 ・㈱IRIユビテック 

 ・㈱IRIコミュニケーションズ※４ 

 ・㈱ブロードバンドタワー※３ 

 ・ファイバーテック㈱ 

 ・㈱プロデュース・オン・デマンド 

 ・IRI Finance and Technology  

  Asia Ltd. 

 ・㈱アイ・エックス・アイ※１ 

 ・㈱イード※２ 

※１ ㈱アイ・エックス・アイは、当

連結会計年度に公開買付により取

得し、連結子会社と致しました。 

※２ ㈱イードは、当連結会計年度に

当社連結子会社の㈱アイ・アー

ル・アイコマースアンドテクノロ

ジーが第三者割当増資を引受けに

より取得し、連結子会社と致しま

した。 

※３ ㈱ブロードバンドタワーは、当

連結会計年度中に所有株式の一部

を売却し、連結子会社ではなくな

りました。 

※４ ㈱IRIコミュニケーションズ(現

㈱ブロードバンドセキュリティ)

は、当連結会計年度末に所有株式

の全てを売却し、連結子会社では

なくなりました。 

主要な会社名 

  (2) 非連結子会社名 

  ㈱インターネット・ジーアイエス 

  ㈱メディモ 

会社名 

(2) 非連結子会社名 

  ㈱インターネット・ジーアイエス 

  

会社名 

  連結の範囲から除いた理由 

  非連結子会社の総資産、売上高、

当期純損益、利益剰余金等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

  

  同左 

  (3) 連結の範囲の変更について 

  ㈱プロデュース・オン・デマンド

は、連結財務諸表に与える影響の重

要性が増したため、当連結会計年度

に持分法適用非連結子会社から連結

子会社へ連結の範囲を変更いたしま

した。 

(3)     ――――― 

   

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

              ２社 

  ㈱プロデュース・オン・デマンド 

  ㈱インターネット・ジーアイエス 

会社名 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

              １社 

  ㈱インターネット・ジーアイエス 

会社名 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

  (2) 持分法適用の関連会社数 ８社 

 ・㈱ベルハート 

 ・モバイル・インターネットキャピ

タル㈱ 

 ・マーチャンダイズ・キャピタル㈱ 

 ・㈱テレワーク総合研究所 

 ・上海佳路技術発展有限公司 

 ・㈱ブロードバンド・ピクチャーズ 

 ・ドリームテクノロジーズセールス

ジャパン㈱ 

 ・日本インターネットエクスチェン

ジ㈱ 

会社名 

(2) 持分法適用の関連会社数 10社 

 ・㈱ベルハート 

 ・モバイル・インターネットキャピ

タル㈱ 

 ・㈱テレワーク総合研究所※３ 

 ・上海佳路技術発展有限公司 

 ・日本インターネットエクスチェン

ジ㈱※１ 

 ・㈱ブロードバンドタワー※２ 

※１ 日本インターネットエクスチェ

ンジ㈱は、前連結会計年度末に増

資引受を行い関連会社といたしま

した。 

※２ 連結子会社であった㈱ブロード

バンドタワーは、当連結会計年度

に所有株式の一部を売却し、関連

会社となりました。 

※３ ㈱テレワーク総合研究所は、当

連結会計年度中に解散し、清算致

しました。 

主要な会社名 

  (3)  持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

(3) 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で決算に準じた仮決算

を行った財務諸表を基礎としておりま

す。 

会社名 決算日 

㈱アイ・アール・アイファ

イナンスアンドテクノロジ

ー 

３／31 

㈱プロデュース・オン・デ

マンド 
12／31 

IRI Finance and  

Technology Asia Ltd. 
12／31 

 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。 

 連結財務諸表を作成するにあたって

は、連結決算日現在で決算に準じた仮

決算を行なった財務諸表を基礎として

おります。 

主要な会社名 決算日 

㈱プロデュース・オン・デ

マンド 
12／31 

IRI Finance and  

Technology Asia Ltd. 
12／31 

㈱アイ・エックス・アイ ３／31 

㈱イード ３／31 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ・有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの： 

決算期末日の市場価格に基づく

時価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定している。)  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ・有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの：同左 

同左 

  

(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算定している。)  

    時価のないもの：移動平均法によ

る原価法 

   投資事業組合への出資金は、組

合財産の持分相当額を出資金と

して計上し、組合契約に規定さ

れる決算報告に基づく純損益の

持分相当額を当連結会計年度の

損益として計上する方法(純額

方式)によっております。 

  時価のないもの：同左 

  

   同左 

   ・たな卸資産  ：総平均法による

原価法 

 ・たな卸資産   

  商品・製品・ ：主に総平均法に 

  原材料     よる原価法 

  仕掛品    ：主に個別法によ

る原価法 

  貯蔵品    ：主に総平均法に

よる原価法 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

  有形固定資産…定率法 

 主な耐用年数は以下のとおり

です。 

  無形固定資産…定額法 

 自社利用ソフトウェアにつ

いては、利用可能期間に基づ

く定額法によっております。 

建物及び構築物 ３～31年

機械装置及び運搬具６～10年

工具器具備品 ３～15年

   

   

   

   

   

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

  有形固定資産：減価償却方法と主

な償却年数は以下のとおりであ

ります。 

  無形固定資産：減価償却方法と主

な償却年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 

 主として定率法(10～31年) 

機械装置及び運搬具 

 定率法(10年) 

航空機 

 定額法(８年) 

工具器具備品 

 定率法(４～15年) 

のれん 

 定額法(１～20年) 

ソフトウェア 

 販売目的のソフトウェアに

ついては主に、販売可能期間

(２～５年)に基づく定額法ま

たは見込販売数量に基づく償

却額と見込有効期間(最長３

年)に基づく均等配分額とを

比較していずれか大きい額を

償却する方法 

 自社利用ソフトウェアにつ

いては、利用可能期間に基づ

く定額法(５年) 

  (3) 繰延資産の処理方法 

  新株発行費… 支出時に全額費用

として処理しており

ます。 

  

  

  

  

  社債発行費… ３年均等償却して

おります。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

  新株発行費：支出時に全額費用と

して処理しておりま

す。 

        なお、㈱アイ・エッ

クス・アイは３年均

等償却しておりま

す。 

  社債発行費：３年間で毎期均等額

を償却しておりま

す。 

  (4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

 一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   同左 

   ② 賞与引当金 

 従業員への賞与支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

 ②    ――――― 

   ③    ―――――  ③ 役員賞与引当金 

 役員賞与支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

   ④    ―――――  ④ 返品調整引当金 

 製品の返品による損失に備え

るため、過去の返品実績率に基

づく返品損失見込額を計上して

おります。 

   ⑤ 退職給付引当金 

 退職給付制度を導入している

子会社については、従業員の退

職給付に備えるため、連結会計

年度末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に基づ

き、連結会計年度末において発

生していると認められる額を計

上しております。 

 ⑤ 退職給付引当金 

   同左 

   ⑥    ―――――  ⑥ 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金について内規

による定めのある子会社では、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

  (5) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

  同左 

  (6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  ・ 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  ・同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、取得時点における

子会社の事業計画、業績の状況を検討

の上、個別に合理的な期間を設定して

償却しております。なお、主な償却年

数は１～３年であります。 

――――― 

７ 利益処分項目等の取扱に

関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分または損失処理について連結会

計年度中に確定した利益処分または損

失処理に基づいて作成しております。 

――――― 

８ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――――  のれん及び負ののれんは、取得時点

の子会社の事業計画、業績の状況を検

討の上、個別に合理的な期間(１～20

年)を設定し、定額法で償却しており

ます。 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金および現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資を範囲としており

ます。 

同左 



  
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――――― 

(1) 固定資産の減損に係る会計基準 

   当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計

基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純利益が290,949

千円減少しております。なお、減損損失累計額につ

いては、該当各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

(2) 役員賞与に関する会計基準 

   当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用しております。この結

果、従来の方法に比べて営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益が110,500千円減少してお

ります。 

(3) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

   当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５号)および「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しており

ます。これにより損益に与える影響はなく、また、

従来の資本の部に相当する金額は、25,400,232千円

であります。 

   なお、連結貸借対照表の表示について、当連結会

計年度は、連結財務諸表規則の改正により、改正後

の連結財務諸表規則を適用しております。 

(4) 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正 

   当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基

準第１号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用

指針第２号)を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

   なお、連結貸借対照表の表示について、当連結会

計年度は、連結財務諸表規則の改正により、改正後

の連結財務諸表規則を適用しております。 

(5) ストック・オプション等に関する会計基準等 

   当連結会計年度から「ストック・オプション等に

関する会計基準(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号)」及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第11号)」を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 



(表示方法の変更) 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(連結貸借対照表) 

「前払費用」は、前連結会計年度では、流動資産「その

他」に記載しておりましたが、当連結会計年度において

総資産額の100分の５を超えたため、区分掲記いたしま

した。なお、前連結会計年度の前払費用は200,068円で

あります。 

  

当連結会計年度において「構築物」並びに「車両運搬

具」を新たに取得したことに伴い、前連結会計年度にお

いて「建物」「機械装置」と表示していたところをそれ

ぞれ、「建物及び構築物」、「機械装置及び運搬具」ヘ

表示科目を変更いたしました。 

なお、前連結会計年度に「構築物」、「車両運搬具」は

ありません。 

  

「差入保証金」は、前連結会計年度では、投資その他の

資産「その他」に記載しておりましたが、当連結会計年

度に総資産額の100分の５を超えたため、区分掲記いた

しました。 

なお、前連結会計年度の「差入保証金」は420,664千円

であります。 

(連結貸借対照表) 

「営業権」、「連結調整勘定」は、改正後の連結財務諸

表規則の適用に伴い、当連結会計年度末残高について、

「営業権」と「連結調整勘定」を合算して「のれん」と

表示しております。 

なお、当連結会計年度末における従来の「営業権」、

「連結調整勘定」に相当する金額は、それぞれ以下のと

おりであります。 

    営業権       33,311千円 

    連結調整勘定  8,576,719千円 

  

繰延資産に属する資産は、全て資産総額の100分の１以

下であるため、当連結会計年度より繰延資産として一括

掲記することに致しました。 

なお、当連結会計年度における科目別内訳は以下のとお

りです。 

    社債発行費     6,739千円 

    その他       24,698千円 

  

(連結キャッシュフロー計算書) 

当連結会計年度より、「営業権の償却額」および「連結

調整勘定の償却額」は、ともに減価償却資産の償却費で

あるため「減価償却費」として一括して表示しておりま

す。 

なお、当連結会計年度におけるそれぞれの金額は以下の

とおりであります。 

  

当連結会計年度より、営業活動によるキャッシュフロー

の一覧性を高めるため、発生が経常的でないと考えられ

る資金の増減を伴わない損益について一括表示し、その

主な内訳を注記する方法へ変更致しました。 

営業権の償却額 208,019千円

連結調整勘定の償却額 810,898千円



(追加情報) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(外形標準課税) 

 当連結会計期間から、「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第12号 平成

16年２月13日)の公表に伴い、法人事業税の付加価値割

及び資本割を、「売上原価」と「販売費及び一般管理

費」にそれぞれ108千円、47,291千円計上しておりま

す。 

  

(投資事業有限責任組合への出資金について) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年６

月９日 法律第97号)により、投資事業有限責任組合や

これに類する組合への出資が有価証券とみなされたこと

に伴い、当連結会計年度末における投資事業組合への出

資金550,704千円を投資有価証券に含めて表示しており

ます。 

―――――



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(平成18年６月30日) 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

  

投資有価証券(株式) 364,374千円

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

  

投資有価証券(株式) 2,618,814千円

※２ 投資事業組合への出資金の評価 

 投資事業組合への出資のうち425,604千円につ

いては、平成16年12月31日現在の組合決算報告書

に基づいて評価しておりますが、125,000千円に

ついては、組合契約に規定される決算報告日が未

到来のため、取得価額で評価しております。 

※２        ――――― 

    

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 24.86株

※３        ――――― 

  

    

※４ 担保提供資産 

   対応債務 

    (注)リース債務に対するものであります。 

現金及び預金 50,000千円 

売掛金及び受取手形 24,045千円(注)

建物及び構築物 889,497千円 

工具器具備品 112,877千円 

短期借入金 27,600千円 

長期借入金 60,600千円 

未払金 255,188千円 

※４ 担保提供資産 

    (注)リース債務に対するものであります。 

売掛金及び受取手形 81,350千円(注)

    

 ５ 保証債務 

 以下の会社のリース会社等に対するリース債務

について、債務保証を行なっております。 

平成電電㈱ 791,769千円

 ５        ――――― 

  



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

  

給与 885,582千円

営業権償却費 403,434千円

貸倒引当金繰入 10,995千円

退職給付費用 6,911千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

  

役員報酬 636,397千円

給与 1,407,872千円

のれん償却費 767,689千円

※２  一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

  

売上原価 9,572千円

一般管理費 55,135千円

※２  一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

  

一般管理費 195,445千円

※３  固定資産除却損の主な内容は以下のとおりであ

ります。 

  

建物及び構築物 13,252千円

機械装置及び運搬具 35,943千円

工具器具備品 14,983千円

※３  固定資産除却損の主な内容は以下のとおりであ

ります。 

  

建物及び構築物 55,895千円

工具器具備品 55,883千円

※４  固定資産売却益は、所有する機器(工具器具備

品)の一部譲渡により生じたものであります。 

  

※４  固定資産売却益および固定資産売却損は、主に

所有する機器(工具器具備品)の一部譲渡により生

じたものであります。 

  

※５        ――――― ※５ 減損損失 

    当社グループは、管理会計上の事業区分を基準

に資産のグルーピングを行い、以下の資産につい

て減損損失を計上いたしました。 

   ※１ VAS事業は、IPネットワーク事業に属す

る、ISP(インターネットサービスプロバ

イダ)向けにダイヤルアップ接続サービス

を提供する事業でありましたが、成長性

の高い事業へ経営資源を集中して競争力

を高めるため事業を譲渡することが決定

されたことに伴い、この事業に属する資

産を回収可能額まで減額し、減少額を特

別損失に計上いたしました。なお、回収

可能性は、正味売却価額により測定して

おり、営業譲渡契約上の譲渡価格として

おります。 

用途 種類 場所 減損損失 摘要

VAS事業 営業権
東京都 
新宿区 

261,821千円 ※１

その他

ソフトウェア、

工具器具備品、

その他の無形固

定資産 

東京都 
新宿区 
他 

29,127千円  



(連結株主資本等変動計算書関係) 

  

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
変動事由の概要 

増加数の主な内容は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加         192,018.92株 

 新株発行による増加          91,473.65株 

  (うち、新株予約権付社債の権利行使  90,169.65株) 

  (うち、ストックオプションの行使   1,304.00株) 

  

２ 自己株式に関する事項 

  
変動事由の概要 

増加数の主な内容は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加            24.86株 

 端株の買取による増加           15.65株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項は、ありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

前へ   次へ 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 192,018.92 283,492.57 ― 475,511.49

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 24.86 40.51 ― 65.37

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成17年９月22日 
定時株主総会 

普通株式 資本剰余金 95,997 500 平成17年６月30日 平成17年９月23日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年９月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 237,723 500 平成18年６月30日 平成18年９月27日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 6,043,771千円

有価証券勘定 ─千円

計 6,043,771千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

51,811千円

現金及び現金同等物 5,991,960千円

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 14,940,408千円

有価証券勘定 ―千円

計 14,940,408千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

―千円

現金及び現金同等物 14,940,408千円

※２  株式の取得により、連結子会社となった会社の

資産・負債の内訳 

   ファイバーテック㈱ 

  

現金及び現金同等物 30,308千円

その他の流動資産 284,054千円

その他の固定資産 188,211千円

流動負債 △261,202千円

計 241,371千円

連結調整勘定 520,933千円

合計 762,304千円

※２  株式の取得により、連結子会社となった会社の

資産・負債の内訳 

   ㈱アイ・エックス・アイ及びその子会社 ４社 

  

   ㈱イード及びその子会社 １社 

  
   cbook24.com㈱ 

流動資産 8,565,679千円

連結調整勘定 8,799,891千円

その他の固定資産 1,672,226千円

繰延資産 9,422千円

流動負債 △4,450,051千円

固定負債 △351,957千円

少数株主持分 △2,580,877千円

小計 11,664,332千円

現金及び現金同等物 △2,599,065千円

取得による支出 9,065,267千円

流動資産 1,029,382千円

連結調整勘定 60,177千円

その他の固定資産 90,052千円

繰延資産 195千円

流動負債 △240,023千円

固定負債 △283,498千円

少数株主持分 △192,184千円

小計 464,100千円

現金及び現金同等物 △658,860千円

取得による収入 194,760千円

流動資産 58,758千円

連結調整勘定 3,229千円

その他の固定資産 2,867千円

流動負債 △30,449千円

少数株主持分 △14,244千円

小計 20,160千円

現金及び現金同等物 △34,458千円

取得による収入 14,298千円



  
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※３        ――――― ※３  株式の売却により連結子会社でなくなった会社

の資産負債の内訳 

   ㈱ブロードバンドタワー及びその子会社 １社 

  

   ㈱IRIコミュニケーションズ(現㈱ブロードバンド

セキュリテイ) 

流動資産 △1,271,746千円

固定資産 △2,703,668千円

流動負債 680,853千円

固定負債 38,971千円

少数株主持分 2,780,364千円

関係会社株式 2,353,745千円

小計 △1,878,520千円

株式売却収入 3,454,744千円

売却による収入 1,576,223千円

流動資産 △508,899千円

固定資産 △450,892千円

流動負債 363,180千円

固定負債 6,370千円

少数株主持分 596,476千円

売却による収入 6,236千円

※４        ――――― ※４  その他、資金の増減を伴わない損益(純額)の主

な内容 

関係会社株式売却益 △7,140,167千円

関係会社株式持分変動益 △1,124,698千円

投資有価証券売却益 △57,321千円

固定資産売却益 △2,437千円

投資有価証券評価損 1,261,006千円

関係会社株式売却損 535,098千円

減損損失 290,949千円

固定資産除却損 133,669千円

たな卸資産評価損・廃棄損 35,914千円

固定資産評価損 31,719千円



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(借主側) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

 

  

  
工具器具 
備品 
(千円) 

機械装置 
及び運搬具 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

483,734 739,712 1,223,447

減価償却 
累計額 
相当額 

218,233 529,814 748,047

期末残高 
相当額 

265,500 209,898 475,399

  

  

工具器具
備品 
(千円) 

機械装置 
及び運搬具 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額
相当額 

833,286 36,364 869,651

減価償却
累計額 
相当額 

260,988 18,496 279,484

期末残高
相当額 

572,298 17,867 590,166

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 308,550千円

１年超 171,494千円

合計 480,045千円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 189,724千円

１年超 412,043千円

合計 601,767千円

３  支払リース料、減価償却費相当額及び 

  支払利息相当額 

  

支払リース料 194,542千円

減価償却費相当額 181,533千円

支払利息相当額 12,986千円

３  支払リース料、減価償却費相当額及び 

  支払利息相当額 

  

支払リース料 359,822千円

減価償却費相当額 333,183千円

支払利息相当額 34,181千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

５ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法に

よっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

  同左 



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

  

２ 時価評価されていない有価証券 
  

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
  

  

前へ   次へ 

区分 

前連結会計年度
(平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借対
照表計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

連結貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
が取得原価を超えるもの 

    

① 株式 78,683 151,669 72,985 30,471 97,083 66,612

計 78,683 151,669 72,985 30,471 97,083 66,612

連結貸借対照表計上額 
が取得原価を超えないもの 

    

① 株式 2,826 2,616 △210 500,028 156,586 △343,442

計 2,826 2,616 △210 500,028 156,586 △343,442

合計 81,510 154,285 72,775 530,499 253,669 △276,829

  
  
その他有価証券 

前連結会計年度
(平成17年６月30日) 

連結貸借対照表計上額(千円) 

当連結会計年度 
(平成18年６月30日) 

連結貸借対照表計上額(千円) 

① 非上場株式 2,274,105 1,720,043

② 債券 ─ 200,000

③ 組合契約出資持分 496,594 785,892

合計 2,770,700 2,705,935

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(千円) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(千円) 

売却額 44,514 59,668

売却益の合計額 14,457 57,321

売却損の合計額 ― 20,154



(デリバティブ取引関係) 

当社及び連結子会社はデリバティブ取引を行っておりませんので、前連結会計年度末及び当連結会計年度末に

おいて該当事項はありません。 

  



(ストック・オプション関係) 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) 旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権 

  

(注) １ 全て、「ストックオプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。 

２ 付与対象者及び付与数は、決議時点での対象者数と付与数であります。 

３ ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の調整後の株式数であり

ます。 

４ 権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の行使価格であります。 

  

ストックオプション 
の内容 (注)２ 

決議年月日 平成11年10月28日 平成13年４月26日 平成14年３月15日 

付与対象者の区分 
及び人数(名) 

取締役     6
従業員     32 

取締役     2
従業員     43 

取締役      5
従業員     59 

目的となる 
株式の種類 

普通株式 普通株式 普通株式 

付与数(株) 1,309 303 538

付与日 平成11年11月５日 平成13年５月15日 平成14年３月29日 

権利確定条件 ― ― ― 

対象勤務期間 ― ― ― 

権利行使期間
平成13年11月１日
～平成18年10月31日 

平成15年６月１日
～平成23年４月25日 

平成16年５月１日 
～平成21年４月30日 

ストックオプション 
の数 (注)３ 

権利確定前  

期首(株) ― ― ―

付与(株) ― ― ―

失効(株) ― ― ―

権利確定(株) ― ― ―

未確定残(株) ― ― ―

権利確定後  

期首(株) 884 1,416 2,644

権利確定(株) ― ― ―

権利行使(株) 724 ― 220

失効(株) ― 24 20

未行使残(株) 160 1,392 2,404

単価情報 (注)４ 

権利行使価格(円) 8,334 254,313 51,895

行使時平均株価(円) 155,857 ― 156,512

付与日における 
公正な評価単価(円) 

― ― ―



(2) 新株予約権 

  

(注) １ 全て、「ストックオプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。 

２ 付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数であります。 

３ ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の調整後の株式数であり

ます。 

４ 権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の行使価格であります。 

  

前へ   次へ 

スト ッ ク

オプ シ ョ

ンの内容 
(注)１ 

決議年月日 
平成14年 
９月20日 

平成14年 
９月20日 

平成15年

９月18日 
平成15年

９月18日 
平成16年

９月22日 
平成17年 
９月22日 

平成17年

９月22日 

付与対象者の 
区分及び人数 
(名) 

取締役   3

従業員  72 
監査役   1 
関係会社 
の取締役 

 2

関係会社 
の従業員 

10

従業員  12 取締役  10
従業員  69 

取締役  10

従業員  54

監査役   4

取締役  10

従業員  18 
監査役   4 

取締役  10 
従業員  16 
監査役   4 

従業員   8

目的となる 
株式の種類 
(株) 

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(個) 332 62 992 400 920 765 32

付与日 
平成14年 
10月２日 

平成15年 
２月18日 

平成15年

10月１日 
平成16年

３月４日 
平成16年

11月10日 
平成17年 
12月15日 

平成18年

４月25日 

権利確定条件 ― ― ― ― ― ― ― 

対象勤務期間 ― ― ― ― ― ― ― 

権利行使期間 

平成16年 
11月１日 
～平成21年 
 10月31日 

平成17年 
４月１日 
～平成22年 
 ３月31日 

平成16年

４月１日 
～平成22年 
 ３月31日 

平成16年

10月１日 
～平成23年 
 ４月30日 

平成17年

４月１日 
～平成23年 
 11月30日 

平成18年 
４月１日 
～平成24年 
 11月30日 

平成18年 
11月１日 
～平成25年 
 ４月30日 

スト ッ ク

オプ シ ョ

ンの数 
(注)２ 

権利確定前     

期首(株) ― ― ― ― ― ― ―

付与(株) ― ― ― ― ― 765 32

失効(株) ― ― ― ― ― ― ―

権利確定 
(株) 

― ― ― ― ― 765 ―

未確定残 
(株) 

― ― ― ― ― ― 32

権利確定後     

期首(株) 1,560 240 7,512 2,984 1,800 ― ―

権利確定 
(株) 

― ― ― ― ― 765 ―

権利行使 
(株) 

80 32 216 32 ― ― ―

失効(株) 8 16 32 64 ― ― ―

未行使残 
(株) 

1,472 192 7,264 2,888 1,800 765 ―

単価情報 
(注)３ 

権利行使 
価格(円) 

22,948 26,000 108,750 116,382 117,400 166,000 142,000

行使時 
平均株価(円) 

143,691 153,482 137,064 118,909 ― ― ―

付与日におけ

る公正な評価

単価(円) 
― ― ― ― ― ― ―



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   退職金規定に基づく社内積み立ての退職一時金制

度のほか、適格退職年金制度に加入しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   退職金規定に基づく社内積み立ての退職一時金制

度を採用し、主に期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法によっております。 

   なお、退職一時金制度を廃止した会社について

は、廃止時点における要支給額を将来の退職事由に

応じて支払うものとしております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務  95,589千円

退職給付引当金  95,589千円

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務  154,198千円

退職給付引当金  154,198千円

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用  15,529千円

退職給付費用  15,529千円

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用  14,674千円

退職給付費用  14,674千円



(税効果会計関係) 

  

  

  

前へ     

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１  繰延税金資産、繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

繰延税金資産 

 減価償却超過額 13,662千円

 資産の評価損否認額 1,346,363千円

 引当金繰入超過額 54,704千円

 繰越欠損金 2,876,624千円

 その他 69,438千円

 小計 4,360,794千円

 控除－評価引当額 4,216,448千円

 差引 144,345千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額 47,482千円

 合計 47,482千円

１  繰延税金資産、繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

未払費用 128,410千円

減価償却超過額 82,600千円

資産の評価損否認額 937,777千円

引当金繰入超過額 147,661千円

繰越欠損金 1,212,344千円

その他 4,988千円

小計 2,513,782千円

控除－評価引当額 △2,172,984千円

差引 340,797千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額 △25,251千円

その他 △10,347千円

合計 △35,598千円

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

 繰延税金資産評価引当額 6.9％

 繰越欠損金の当期控除額 △29.7％

 連結調整勘定の償却費 11.5％

 関係会社株式持分変動益 △12.6％

 交際費等損金不算入項目 △0.7％

 住民税均等割 1.4％

 その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

18.3％

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

繰延税金資産評価引当額 3.8％

税率の差異 1.7％

連結調整勘定の償却費 5.5％

関係会社株式持分変動益 △7.7％

関係会社売却損益の修正消去(純額) △8.3％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

35.3％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容 

  (1) IPネットワーク事業：インターネットに関わるネットワークの設計／構築／運用のコンサルティングおよびその請負

  (2) IPプラットフォーム事業：ネットワークに関連する端末系プラットフォーム・通信システムの開発 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は360,512千円であり、そのうち主なものは、親

会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,447,972千円であり、その主なものは、親会社での余資運

用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
IPネットワー 
ク事業 
(千円) 

IPプラット
フォーム事業
(千円) 

その他事業
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部売上高に 
対する売上高 

13,842,744 4,849,274 130,177 18,822,196 ─ 18,822,196

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

20,047 66,465 ─ 86,512 (86,512) ─

計 13,862,791 4,915,739 130,177 18,908,708 (86,512) 18,822,196

営業費用 13,304,747 4,712,266 76,669 18,093,682 274,000 18,367,683

営業利益 558,044 203,473 53,507 815,025 (360,512) 454,513

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

    

資産 10,264,059 4,468,067 2,569,321 17,301,447 6,447,972 23,749,420

減価償却費 729,491 83,049 13 812,554 13,920 826,475

資本的支出 802,330 123,203 331 925,865 4,390 930,255



当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な内容 

  (1) IPネットワーク事業：インターネットに関わるネットワークの設計／構築／運用のコンサルティングおよびその請負

  (2) IPプラットフォーム事業：ネットワークに関連する端末系プラットフォーム・通信システムの開発 

  (3) IPエンタープライジング事業：エンタープライズ顧客に対するIPネットワークソリューションとIPネットワークサー

ビスの提供 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は763,777千円であり、そのうち主なものは、親

会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,379,100千円であり、その主なものは、親会社での余資運

用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
IPネットワ
ーク事業 
(千円) 

IPプラット
フォーム 
事業(千円) 

IPエンタープ
ライジング 
事業(千円) 

その他事業
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高 
及び営業損益 

      

売上高       

(1) 外部売上高に 
対する売上高 

10,389,109 7,147,475 50,590,732 239,181 68,366,499 ― 68,366,499

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

253,785 28,628 ― ― 282,414 (282,414) ―

計 10,642,894 7,176,104 50,590,732 239,181 68,648,913 (282,414) 68,366,499

営業費用 10,490,809 6,839,825 46,668,891 402,205 64,401,731 477,417 64,879,149

営業利益又は 
営業損失 

152,084 336,279 3,921,841 △163,023 4,247,181 (759,832) 3,487,349

Ⅱ 資産、 
  減価償却費、 
  減損損失 
及び資本的支出 

      

資産 2,536,157 5,776,329 37,677,939 2,385,493 48,375,919 8,677,024 57,052,943

減価償却費 743,742 264,401 735,933 16,073 1,760,151 6,138 1,766,289

減損損失 285,766 3,035 ― ― 288,801 2,148 290,949

資本的支出 725,938 74,774 11,971,976 1,459 12,774,149 2,582 12,776,731



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

全セグメントの売上高および全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超

えているため、所在地別セグメント情報を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

全セグメントの売上高および全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超

えているため、所在地別セグメント情報を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

開示すべき事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

役員及び個人株主等 

  

(注) グローバルナレッジネットワーク㈱の代表取締役就任日は平成18年４月25日であり、取引金額は、代表取締役就任後の日数

に基づき計算しております。 

なお、投資有価証券の取得並びに利率、償還、その他の条件は代表取締役就任前に一般の取引条件に基づき決定されたもの

であります。 

  

属性 会社等の名称 事業の内容又は職業 取引の内容
取引金額
(千円) 

科目
期末残高
(千円) 

役員 金木良道 
グローバルナレッジネット
ワーク㈱代表取締役 

利息の受取 2,836 投資有価証券 200,000

      その他流動資産 5,769



(１株当たり情報) 
  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 59,322.13円 53,424.00円 

１株当たり当期純利益 2,967.09円 6,893.95円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
  2,875.93円 6,644.92円

   当社は、平成16年４月21日開催の

取締役会決議に基づき、平成16年６

月30日を基準日として、平成16年８

月20日付で１株を２株にする株式分

割を行いましたが、この株式分割

が、前期首に行われたと仮定した場

合における１株当たり情報の各数値

はそれぞれ以下のとおりでありま

す。 

前連結会計年度  

 １株当たり純資産額 53,059.84円

 １株当たり 
 当期純利益 

10,274.38円

 潜在株式調整後
 １株当たり 
 当期純利益 

9,924.95円

 当社は、平成17年４月20日開催の

取締役会決議に基づき、平成17年６

月30日を基準日として、平成17年８

月19日付で１株を２株にする株式分

割を行ないましたが、この株式分割

が前期首に行なわれたと仮定した場

合における１株当たり情報の各数値

はそれぞれ以下のとおりでありま

す。 

前連結会計年度  

１株当たり純資産額 29,661.07円

１株当たり
 当期純利益 

1,483.55円

潜在株式調整後
 １株当たり 
 当期純利益 

1,437.97円

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

  

――――― 

  

(うち、少数株主持分 7,578,719千円)

連結貸借対照表の
純資産の部の合計額 

32,978,952千円 

普通株主に関連
しない金額 

7,578,719千円 

普通株式に係る
純資産額 

25,400,232千円 

期末普通株式の数 475,446.12株 

２ １株当たり当期純利益および潜

在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

連結損益計算書上の
当期純利益 

581,071千円 

普通株主に帰属
しない金額 

19,000千円 

(うち、役員賞与金  19,000千円)

普通株式に係る
当期純利益 

562,071千円 

普通株式の 
期中平均株式数 

189,435.06株 

当期純利益調整額 ─千円 

普通株式増加数 6,005株 

(うち、新株引受権   2,426株) 

(うち、新株予約権   3,579株) 

連結損益計算書上の 
当期純利益 

3,092,302千円 

普通株主に帰属
しない金額 

―千円 

 

普通株式に係る
当期純利益 

3,092,302千円 

普通株式の
期中平均株式数 

448,553.10株 

当期純利益調整額 35,805千円 

普通株式増加数 11,422株 

(うち、新株引受権   2,052株) 

(うち、新株予約権   9,370株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めない潜在株式の概要 

 新株引受権１種類(新株予約権の

目的となる株式の数708株) 

 新株引受権１種類(新株予約権の

目的となる株式の数1,392株) 

 新株予約権１種類(新株予約権の

目的となる株式の数765株) 



(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 当社は、平成17年７月15日開催の当社取締役会決議

に基づき、第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約

付)を発行いたしました。概要は以下のとおりであ

ります。 

７ 新株予約権に関する事項 

２ 当社は、平成17年７月15日開催の取締役会決議に基

づき、㈱アイ・エックス・アイの普通株式35,254株

を公開買付けにより平成17年８月15日に取得し、同

社は当社の連結子会社(当社所有割合53.01％)とな

りました。 

１ ㈱アイ・エックス・アイの概要 

１ 社債の総額 11,OOO,OOO,000円 

２ 社債の発行価額 額面100円につき 

金100円 

３ 新株予約権の発行価額 無償 

４ 払込期日および発行日 平成17年８月８日 

５ 募集の方法 第三者割当の方法によ

り全額をUBS AG London 

Branchに割り当てる。 

６ 償還期限 平成19年８月８日 

(1) 新株予約権の目的で

ある株式の種類およ

び数 

普通株式とし、行使請

求に係る本社債の発行

価額の総額を転換価額

(修正後または調整後の

転換価額)で除した数と

する。 

(2) 新株予約権の総数 各社債につき１個、合

計110個 

(3) 新株予約権行使に際

して払込すべき額及

び転換価額 

新株予約権１個の行使

に際して払込をなすべ

き額は、社債の発行価

額と同額とし、転換価

額は、当初176,O00円と

する。 

(4) 行使請求期間 平成17年８月９日から 

平成19年８月７日まで 

事業内容 各種通信情報システムの導入

に関するコンサルタント業

務・コンピュータソフトウェ

アの運用並びに改善に関する

コンサルタント業務・コンピ

ュータソフトウェアの開発お

よび販売・コンピュータ機器

の販売、設置工事業・グラフ

ィックデザインの企画および

制作・航空運送事業 

１ 簡易株式交換による会社等の買収について 

   平成18年７月１日、当社は、平成18年４月20日開

催の取締役会決議に基づき締結した株式交換契約に

よりセーバーホールディングス㈱の株主に対し

10,327株の新株を発行し、同社株式の100％を取得

いたしました。 

   セーバーホールディングス㈱およびその子会社２

社の概要は以下のとおりです。 

   セーバーホールディングス㈱は傘下に100％子会

社であるセーバー㈱およびセーバーテクノロジーズ

㈱を有する純粋持株会社であります。セーバーホー

ルディングスグループは、携帯電話向けのコンテン

ツ(動画、音声、静止画、記述言語)の変換、端末ご

との最適化および配信管理に特化したシステムの開

発・販売を行っており、携帯電話向けコンテンツ流

通に関する技術・ノウハウをグループ内に取り込

み、モバイルインターネット分野におけるIPテクノ

ロジーやサービスの革新を積極的に進める予定であ

ります。 

２ 関係会社の異動について 

   当社は、平成18年１月20日に取得したグローバル

ナレッジネットワーク㈱の新株予約権付社債および

新株予約権について、平成18年７月３日、新株予約

権付社債に付された新株予約権の全部(200百万円)

および新株予約権の一部(450百万円)を行使したこ

とに伴い13,546株(73.1％)を取得し、同社は当社の

子会社となりました。 

  

商 号
セーバー

ホールディングス㈱ セーバー㈱
セーバー 

テクノロジーズ㈱ 
所在地 東京都千代田区 東京都渋谷区 愛知県松山市 

株主構成 諸戸清光(41.5％)
セーバーホールディ
ングス㈱(100.0％) 

セーバーホールディ
ングス㈱(100.0％) 

諸戸精孝(20.9％)   
三井物産㈱(14.9％)   
その他(22.7％)   
(平成18年６月30日現
在)   

業績等
(千円)

平成18年６月期(見込) 平成18年３月期 平成18年６月期(見込)

売上高 88,900 355,401 52,686 

経常損益 23,232 △14,737 12,934 

当期純損益 18,500 △12,150 10,767 

総資産 234,881 203,527 11,855 

純資産 206,148 155,451 10,767 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(平成17年３月31日現在) 

３ 平成17年８月３日、当社の連結子会社である㈱ブロ

ードバンドタワーが、大阪証券取引所ニッポン・ニ

ュー・マーケット「ヘラクレス」へ新規上場いたし

ました。 

㈱ブロードバンドタワーの概要 

４ 株式分割について 

当社は、平成17年４月20日開催の取締役会決議に

基づき、平成17年６月30日を基準日として平成17年

８月19日付で１株を２株にする株式分割を行いまし

たが、この株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前期における１株当たり情報および当期首に

行われたと仮定した場合の当期における１株当たり

情報はそれぞれ以下のとおりです。 

  

本社所在地 大阪府大阪市淀川区西中島 

資本の額 1,602,517千円

２ 買付価格 １株につき   330,O00円

３ 買付に要した資金 11,633,820,000円

事業内容 データセンター事業・ブロー

ドバンド配信事業 

本社所在地 東京都中央区日本橋本石町 

前連結会計年度 当結会計年度 

１株当たり純資産額 
26,529.92円 

１株当たり純資産額 
29,661.06円 

１株当たり当期純利益 
5,137.19円 

１株当たり当期純利益
1,483.55円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

4,962.48円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

1,437.96円 

   なお当社グループは、事業シナジーが見込まれる

企業へのインキュベーションを積極的に実施してお

り、ITプロフェッショナル育成を通して企業の競争

力となる人材開発を支援し、顧客企業から高い評価

を受ける同社と、顧客基盤を相互に活用すること

で、事業の拡大を進める予定であります。 

所在地 東京都渋谷区   

業績等(千円) 売上高 1,515,063 

平成18年６月期 

(見込) 

経常損益 △107,748 

当期純損益 △108,292 

  総資産 1,782,878 

  純資産 △1,092,563 



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ 新株予約権付社債に関する記載事項は以下のとおりであります。 

  

  

２ 社債の連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項は、ありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(千円) 

当期末残高
(千円) 

利率
(％) 

担保 償還期限 

当社 
円貨建転換社債型 
新株予約権付社債 
(注)１ 

平成16年12月１日 4,500,000 4,500,000 ― なし 平成19年11月30日

合計     4,500,000 4,500,000 ― ― ― 

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額 無償

転換価額 255,460円

発行価額の総額 45,000,000千円

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 ―千円

新株予約権の付与割合 100％

新株予約権の行使期間 
平成16年12月６日から 
平成19年11月22日 

１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内
(千円) 

4,500,000 ― ― ―

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 100,000 1,000,000 1.08 平成18年12月22日 

１年以内に返済予定の長期借入金 153,158 282,451 1.79
平成18年８月15日 
～平成19年６月30日 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

76,224 2,033,933 1.92
平成19年７月１日 
～平成26年９月30日 

その他の有利子負債 ─ ― ― ― 

合計 329,382 3,316,384 ― ― 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金(千円) 513,039 497,972 496,724 486,914



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  3,252,804 2,397,403  

２ 売掛金  16,326 14,495  

３ 前渡金  10,500 ―  

４ 前払費用  11,455 36,633  

５ 関係会社短期貸付金  260,000 ―  

６ その他  38,072 68,451  

貸倒引当金  △21 △21  

流動資産合計  3,589,137 23.8 2,516,963 9.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 60,870 60,870    

減価償却累計額 △29,241 31,629 △34,184 26,686  

(2) 工具器具及び備品 43,051 40,583    

減価償却累計額 △28,192 14,858 △28,226 12,356  

有形固定資産合計  46,488 0.3 39,042 0.1

２ 無形固定資産     

(1) 商標権  210 61  

(2) ソフトウェア  2,385 4,496  

(3) その他  2,533 362  

無形固定資産合計  5,129 0.0 4,920 0.0

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 ※３  1,965,186 2,816,100  

(2) 関係会社株式  8,229,840 21,008,795  

(3) 長期貸付金  6,100 3,100  

(4) 関係会社長期貸付金  100,000 ―  

(5) 長期前払費用  388 266  

(6) 差入保証金  1,107,166 1,111,252  

(7) その他  5,584 5,317  

投資その他の資産合計  11,414,266 75.8 24,944,832 90.7

固定資産合計  11,465,883 76.1 24,988,795 90.8

Ⅲ 繰延資産     

１ 社債発行費  13,478 6,739  

繰延資産合計  13,478 0.1 6,739 0.0

資産合計  15,068,499 100.0 27,512,497 100.0
      



  

  

  
前事業年度

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  7,108 19,501  

２ 未払金  38,275 191,307  

３ 未払費用  3,647 4,618  

４ 未払法人税等  14,919 3,919  

５ その他  5,951 50,055  

流動負債合計  69,903 0.5 269,403 1.0

Ⅱ 固定負債     

１ 新株予約権付社債  4,500,000 4,500,000  

２ 繰延税金負債  37,134 25,081  

固定負債合計  4,537,134 30.1 4,525,081 16.4

負債合計  4,607,038 30.6 4,794,484 17.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※１  3,920,000 26.0 ― ―

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  2,479,225 ―  

２ その他資本剰余金     

(1) 資本準備金減少差益  3,980,103 ―  

その他資本剰余金合計  3,980,103 ―  

資本剰余金合計  6,459,329 42.9 ― ―

Ⅲ 利益剰余金     

１ 当期未処分利益  33,610 ―  

利益剰余金合計  33,610 0.3 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４  53,928 0.3 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※２  △5,406 △0.1 ― ―

資本合計  10,461,461 69.4 ― ―

負債資本合計  15,068,499 100.0 ― ―

      



  

  

  
前事業年度

(平成17年６月30日) 
当事業年度 

(平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)             

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金   ―     9,444,404 34.3 

２ 資本剰余金             

(1) 資本準備金   ―     8,002,154   

(2) その他資本剰余金   ―     3,884,106   

資本剰余金合計   ―     11,886,260 43.2 

３ 利益剰余金             

(1) その他利益剰余金             

繰越利益剰余金   ―     1,358,402   

利益剰余金合計   ―     1,358,402 4.9 

４ 自己株式   ―     △7,623 △0.0 

株主資本合計   ―     22,681,444 82.4 

Ⅱ 評価・換算差額等             

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  ―     36,568   

評価・換算差額等合計   ―     36,568 0.2 

純資産合計   ―     22,718,013 82.6 

負債純資産合計   ―     27,512,497 100.0 

      



② 【損益計算書】 
  

  
前事業年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    
 １ 役務収益 221,848 221,848 100.0 112,878 112,878 100.0
     
Ⅱ 売上原価    

 １ 役務原価 ※２ 146,052 146,052 65.8 79,534 79,534 70.5

売上総利益  75,796 34.2 33,344 29.5
     

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

 661,949 298.4 971,939 861.0

営業損失  586,153 △264.2 938,594 △831.5
     
Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 5,706 4,099   

 ２ 有価証券利息 3,436 5,769   

 ３ 受取配当金 ※３ 86,685 84,093   

 ４ 受取業務手数料 ※３ 29,668 30,788   

 ５ 組合利益 27,662 ―   

 ６ 雑収入 6,995 160,154 72.2 3,003 127,754 113.2
     
Ⅴ 営業外費用    

 １ 新株発行費 1,042 55,315   

 ２ 社債発行費償却 6,739 15,897   

 ３ 組合損失 ─ 37,156   

 ４ 財務調査費用 17,204 ―   

 ５ 支払手数料 ― 209,559   

 ６ 雑損失 823 25,809 11.6 475 318,403 282.1

経常損失  451,808 △203.6 1,129,244 △1,000.4
     
Ⅵ 特別利益    

 １ 商標権売却益 ─   

 ２ 投資有価証券売却益 14,457 2,000   

 ３ 関係会社株式売却益 471,829 56,121   

 ４ 貸倒引当金戻入益 7,496 7,495,479   

 ５ 債権売却益 ─ 493,783 222.6 104,190 7,657,790 6,784.1
     
Ⅶ 特別損失    

 １ 投資有価証券評価損 1,539 458,832   

 ２ 関係会社株式評価損 10,800 2,076,145   

 ３ 関係会社株式売却損 2,228 ─   

 ４ 株式売却手数料 39 22,091   

 ５ 受託契約解約損失 29,371 ─   

 ６ 債権放棄損 ─ 2,130,000   

 ７ 債務保証履行損失 ─ 511,426   

 ８ その他特別損失 ─ 43,979 19.8 4,047 5,202,543 4,609.0

  税引前当期純利益又は 
  税引前当期純損失(△) 

 △2,004 △0.8 1,326,002 1,174.7

  法人税、住民税及び事業税  3,700 △1.7 1,210 △1.0

  当期純利益又は 
  当期純損失(△) 

 △5,704 △2.5 1,324,792 1,173.7

  前期繰越利益  39,315 ― 

  当期未処分利益  33,610 ― 
     



ａ 役務原価明細書 

  

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 人件費 4,416 3.0 ― ―

Ⅱ 業務委託費 126,422 86.6 71,019 89.3

Ⅲ 経費 ※１ 15,214 10.4 8,514 10.7

合計 146,052 100.0 79,534 100.0

(注) ※１  主な前事業年度の内訳は次のとおりであ

ります。 

  

項目 
当事業年度 
(千円) 

研究開発費 8,055 

リース料 2,988 

旅費交通費 1,862 

その他 2,308 

(注) ※１  主な当事業年度の内訳は次のとおりであ

ります。 

  

項目
当事業年度 
(千円) 

リース料 1,000 

旅費交通費 6,272 

その他 1,242 



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

    
前事業年度

(平成17年９月22日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

(当期未処分利益の処分)     

Ⅰ 当期未処分利益   33,610 

Ⅱ 利益処分額   ─ 

Ⅲ 次期繰越利益   33,610 

(その他資本剰余金の処分)     

Ⅰ その他資本剰余金   3,980,103 

Ⅱ その他資本剰余金処分額     

１ 配当金   95,997 95,997 

Ⅲ その他資本剰余金 
次期繰越額 

  3,884,106 

      



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年６月30日残高(千円) 3,920,000 2,479,225 3,980,103 6,459,329 

事業年度中の変動額         

 新株の発行 5,523,744 5,523,588 ― 5,523,588 

 資本準備金組入 659 △659 ― △659 

 剰余金の配当 ― ― △95,997 △95,997 

事業年度中の変動額合計(千円) 5,524,404 5,522,928 △95,997 5,426,931 

平成18年６月30日残高(千円) 9,444,404 8,002,154 3,884,106 11,886,260 

  株主資本 

  利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
  

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成17年６月30日残高(千円) 33,610 33,610 △5,406 10,407,532 

事業年度中の変動額         

 新株の発行 ― ― ― 11,047,332 

 資本準備金組入 ― ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― △95,997 

 当期純利益 1,324,792 1,324,792 ― 1,324,792 

 自己株式の取得 ― ― △2,216 △2,216 

事業年度中の変動額合計(千円) 1,324,792 1,324,792 △2,216 12,273,911 

平成18年６月30日残高(千円) 1,358,402 1,358,402 △7,623 22,681,444 

  
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成17年６月30日残高(千円) 53,928 53,928 10,461,461 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 ― ― 11,047,332 

 資本準備金組入 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― △95,997 

 当期純利益 ― ― 1,324,792 

 自己株式の取得 ― ― △2,216 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △17,359 △17,359 △17,359 

事業年度中の変動額合計(千円) △17,359 △17,359 12,256,551 

平成18年６月30日残高(千円) 36,568 36,568 22,718,013 



重要な会計方針 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 有価証券の評価基準およ
び評価方法 

(1) 子会社および関連会社株式 
   ……移動平均法による原価法 
(2) その他有価証券 
   時価のあるもの： 
  決算末日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は、全部資
本直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定して
いる。) 

(1) 子会社および関連会社株式 
   ……同左 
(2) その他有価証券 
   時価のあるもの： 
  決算末日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は、全部純
資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定し
ている。) 

     時価のないもの：移動平均法に
よる原価法 

    なお、投資事業組合への出資
金は、組合財産の持分相当額を
出資金として計上し、組合契約
に規定される決算報告に基づく
純損益の持分相当額を当期の損
益として計上する方法(純額方
式)によっております。 

   時価のないもの：同左 
  
  同左 

２ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産：定率法 
   なお、建物については８～15
年、工具器具備品については３～
10年で償却しております。 

(1) 有形固定資産：定率法 
  同左 

  (2) 無形固定資産：定額法 
 自社利用のソフトウェアについ
ては利用可能期間(５年)に基づく
定額法によっております。 

(2) 無形固定資産：定額法 
  同左 

３ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 
  支出時に全額費用として処理し
ております。 

(1) 新株発行費 
  同左 

  (2) 社債発行費 
  ３年間で均等償却しておりま
す。 

(2) 社債発行費 
  同左 

４ 引当金の処理方法 貸倒引当金 
 一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。 

同左 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
スリース取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。 

同左 

６ その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項 

消費税等の会計処理 
 消費税等の会計処理は、税抜方式に
よっております。 

消費税等の会計処理 
  同左 



(会計方針の変更) 

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

――――― (1) 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適用しておりま

す。 

 これにより税引前当期純利益が2,148千円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、該当各資産の

金額から直接控除しております。 

(2) 役員賞与に関する会計基準 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用しております。この結果、従

来の方法に比べて営業損失、経常損失が72,500千円

増加、税引前当期純利益が72,500千円減少しており

ます。 

(3) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号)を適用しておりま

す。これにより損益に与える影響はなく、また、従

来の資本の部に相当する金額は純資産の部と同額で

あります。 

 なお、貸借対照表の表示について、当事業年度

は、財務諸表等規則の改正により、改正後の財務諸

表等規則を適用しております。 

(4) 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 

 当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委

員会 最終改正平成17年12月27日 企業会計基準第

１号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

最終改正平成17年12月27日 企業会計基準適用指針

第２号)を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 

 なお、貸借対照表の表示について、当事業年度

は、財務諸表等規則の改正により、改正後の財務諸

表等規則を適用しております。 

(5) ストックオプション等に関する会計基準等 

 当事業年度から「ストックオプション等に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号)及び「ストックオプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針

第11号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



(表示方法の変更) 

  

  

(追加情報) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

 「関係会社短期貸付金」は、前事業年度では流動資産

「その他」に記載しておりましたが、当事業年度末にお

いて残高が総資産額の100分の１を超えたため、区分掲

記致しました。なお、前事業年度の「関係会社短期貸付

金」の残高は、20,000千円であります。 

――――― 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(外形標準課税) 

 「法人事業税等における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準

委員会実務対応報告第12号 平成16年２月13日)の公表

に伴い、当期から、法人事業税の付加価値割及び資本割

11,000千円を「販売費及び一般管理費」に計上しており

ます。 

(投資事業有限責任組合への出資金について) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年６

月９日法律第97号)により、投資事業有限責任組合やこ

れに類する組合への出資が有価証券とみなされたことに

伴い、当期末における投資事業組合への出資金550,604

千円を投資有価証券に含めて表示しております。 

――――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

当事業年度
(平成18年６月30日) 

  

※１ 授権株式数  

     普通株式 673,920株

   発行済株式総数  

     普通株式 192,018.92株

  

※１        ―――――  

   

   

   

  

※２ 自己株式の保有数  

     普通株式 24.86株

  

※２        ―――――  

   

※３ 投資事業組合への出資金の評価 

    投資事業組合への出資のうち425,604千円につ

いては、平成16年12月31日現在の組合決算報告書

に基づいて評価しておりますが、125,000千円に

ついては、組合契約に規定される決算報告日が未

到来のため、取得価額で評価しております。 

  

※３        ――――― 

  

※４  有価証券等の時価評価に伴い、時価を付したこ

とにより増加した純資産額は、53,928千円であり

ます。 

  

※４        ――――― 

  

 ５ 保証債務 

    以下の会社のリース会社等に対するリース債務

について、債務保証を行なっております。 

平成電電㈱ 644,093千円

 ５        ――――― 



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は16％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は84％であります。 

   主要な費用および金額は次のとおりであります。 

  

役員報酬 (千円) 111,460

給与手当 (千円) 151,365

支払手数料 (千円) 120,580

減価償却費 (千円) 12,665

広告宣伝費 (千円) 45,043

賃借料 (千円) 54,225

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は27.5％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は72.5％であります。 

   主要な費用および金額は次のとおりであります。 

  

役員報酬 (千円) 194,150 

給与手当 (千円) 186,388 

支払手数料 (千円) 185,359 

減価償却費 (千円) 10,558 

広告宣伝費 (千円) 63,824 

賃借料 (千円) 54,818 

寄付金 (千円) 60,540 

※２  一般管理費および売上原価に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 

売上原価 8,055千円

一般管理費 411千円

※２  一般管理費および売上原価に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 

一般管理費 19千円

※３  各科目に含まれている関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。 

受取業務手数料 29,668千円

※３  各科目に含まれている関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。 

受取配当金 83,798千円

受取業務手数料 24,788千円



(株主資本等変動計算書関係) 

  

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  変動事由の概要 

  増加数の主な内訳は次のとおりであります。 

   株式分割による増加       24.86株 

   端株の買取りによる増加     15.65株 

  

  

  

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 24.86 40.51 ― 65.37



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(借主側) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

 

  

  
工具器具
及び備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額相当額 55,452 55,452

減価償却累計額 
相当額 

39,357 39,357

期末残高相当額 16,094 16,094

  

  

工具器具
及び備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額相当額 1,052 1,052 

減価償却累計額
相当額 

1,034 1,034 

期末残高相当額 17 17 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 17,388千円

１年超 20千円

合計 17,408千円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 20千円

１年超 ―千円

合計 20千円

３ 支払リース料および減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

  

支払リース料 33,723千円

減価償却費相当額 29,448千円

支払利息相当額 4,349千円

３ 支払リース料および減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

  

支払リース料 15,837千円

減価償却費相当額 13,810千円

支払利息相当額 969千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

５ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法に

よっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

  同左 



(有価証券関係) 

  

  

(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

① 子会社株式 

貸借対照表計上額 1,511,982千円 

時価 32,614,180千円 

差額 31,102,198千円 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

① 子会社株式 

貸借対照表計上額 16,721,735千円 

時価 53,964,566千円 

差額 37,242,830千円 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１  繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

  繰延税金資産 

  

一括償却資産償却超過 598千円 

有価証券評価損否認額 1,213,073千円 

繰越欠損金 833,670千円 

貸倒引当金否認額 8千円 

その他 5,086千円 

繰延税金資産    小計 2,052,438千円 

評価性引当額 △2,052,438千円 

繰延税金資産    合計 ─千円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額 △37,134千円 

繰延税金負債の純額 △37,134千円 

１  繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

  繰延税金資産 

  

未払費用 45,828千円 

償却資産の償却超過等 1,497千円 

株式等評価損否認額 887,197千円 

繰越欠損金 600,637千円 

その他 1,693千円 

繰延税金資産    小計 1,536,855千円 

評価性引当額 △1,536,855千円 

繰延税金資産    合計 ―千円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額 △25,081千円 

繰延税金負債の純額 △25,081千円 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

 交際費等損金不算入項目 1,048.4％ 

 住民税均等割 △184.6％ 

 繰延税金資産の評価性引当額 △1,088.7％ 

 その他 △0.4％ 

税効果適用後の法人税等の負担率 △184.6％ 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

 交際費等損金不算入項目 △2.1％ 

 住民税均等割 0.1％ 

 繰延税金資産の評価性引当額 △38.9％ 

 その他 0.3％ 

税効果適用後の法人税等の負担率 0.1％ 



(１株当たり情報) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり純資産額 54,488.46円 １株当たり純資産額 47,782.52円

１株当たり当期純損失 30.11円 １株当たり当期純利益 2,953.48円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり

当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

2,880.14円

 当社は、平成16年４月21日開催の取締役会決議に基づ

き、平成16年６月30日を基準日として、平成16年８月20

日付で１株を２株にする株式分割を行いましたが、この

株式分割が、前期首に行われたと仮定した場合における

１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 54,229.39円

１株当たり当期純利益 222.22円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

214.68円

 当社は、平成17年４月20日開催の取締役会決議に基づ

き、平成17年６月30日を基準日として、平成17年８月19

日付で１株を２株にする株式分割を行ないましたが、こ

の株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における

１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 27,244.23円

１株当たり当期純損失 15.06円

――――― １株当たり純資産額の算定上の基礎 

貸借対照表の純資産の部の
合計額 

22,718,013千円

普通株主に関連しない金額 ―千円

普通株式に係る純資産額 22,718,013千円

期末普通株式の数 475,446.12株 

１株当たり当期純損失および潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定上の基礎 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めない潜在株式の概要 

 新株引受権１種類(新株予約権の目的となる株式の数

708株) 

損益計算書上の当期純損失 5,704千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円

普通株式に係る当期純損失 5,704千円

普通株式の期中平均株式数 189,435.06株

当期純利益調整額 ―千円

普通株式増加数 6,005株

(うち新株引受権 2,426株)

(うち新株予約権 3,579株)

１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定上の基礎 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めない潜在株式の概要 

 新株引受権１種類(新株予約権の目的となる株式

の数1,392株) 

 新株予約株１種類(新株予約権の目的となる株式

の数765株) 

損益計算書上の当期純利益 1,324,792千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式に係る当期純利益 1,324,792千円

普通株式の期中平均株式数 448,553.10株 

当期純利益調整額 ―千円

普通株式増加数 11,422株 

(うち新株引受権 2,052株) 

(うち新株予約権 9,370株) 



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 当社は、平成17年７月15日開催の当社取締役会決議

に基づき、第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約

付)を発行いたしました。概要は以下のとおりであ

ります。 

７ 新株予約権に関する事項 

２ 当社は、平成17年７月15日開催の取締役会決議に基

づき、㈱アイ・エックス・アイの普通株式35,254株

を公開買付けにより平成17年８月15日に取得し、同

社は当社の連結子会社(当社所有割合53.01％)とな

りました。 

１ ㈱アイ・エックス・アイの概要 

１ 社債の総額 11,OOO,OOO,000円 

２ 社債の発行価額 額面100円につき 

金100円 

３ 新株予約権の発行価額 無償 

４ 払込期日および発行日 平成17年８月８日 

５ 募集の方法 第三者割当の方法によ

り全額をUBS AG London 

Branchに割り当てる。 

６ 償還期限 平成19年８月８日 

(1) 新株予約権の目的で

ある株式の種類およ

び数 

普通株式とし、行使請

求に係る本社債の発行

価額の総額を転換価額

(修正後または調整後の

転換価額)で除した数と

する。 

(2) 新株予約権の総数 各社債につき１個、合

計110個 

(3) 新株予約権行使に際

して払込すべき額及

び転換価額 

新株予約権１個の行使

に際して払込をなすべ

き額は、社債の発行価

額と同額とし、転換価

額は、当初176,O00円と

する。 

(4) 行使請求期間 平成17年８月９日から 

平成19年８月７日まで 

事業内容 各種通信情報システムの導入

に関するコンサルタント業

務・コンピュータソフトウェ

アの運用並びに改善に関する

コンサルタント業務・コンピ

ュータソフトウェアの開発お

よび販売・コンピュータ機器

の販売、設置工事業・グラフ

ィックデザインの企画および

制作・航空運送事業 

１ 簡易株式交換による会社等の買収について 

   平成18年７月１日、当社は、平成18年４月20日開

催の取締役会決議に基づき締結した株式交換契約に

よりセーバーホールディングス㈱の株主に対し

10,327株の新株を発行し、同社株式の100％を取得

いたしました。 

   セーバーホールディングス㈱およびその子会社２

社の概要は以下のとおりです。 

   セーバーホールディングス㈱は傘下に100％子会

社であるセーバー㈱およびセーバーテクノロジーズ

㈱を有する純粋持株会社であります。セーバーホー

ルディングスグループは、携帯電話向けのコンテン

ツ(動画、音声、静止画、記述言語)の変換、端末ご

との最適化および配信管理に特化したシステムの開

発・販売を行っており、携帯電話向けコンテンツ流

通に関する技術・ノウハウをグループ内に取り込

み、モバイルインターネット分野におけるIPテクノ

ロジーやサービスの革新を積極的に進める予定であ

ります。 

２ 関係会社の異動について 

   当社は、平成18年１月20日に取得したグローバル

ナレッジネットワーク㈱の新株予約権付社債および

新株予約権について、平成18年７月３日、新株予約

権付社債に付された新株予約権の全部(200百万円)

および新株予約権の一部(450百万円)を行使したこ

とに伴い13,546株(73.1％)を取得し、同社は当社の

子会社となりました。 

  

商 号
セーバー

ホールディングス㈱ セーバー㈱
セーバー 

テクノロジーズ㈱ 
所在地 東京都千代田区 東京都渋谷区 愛知県松山市 

株主構成 諸戸清光(41.5％)
セーバーホールディ
ングス㈱(100.0％) 

セーバーホールディ
ングス㈱(100.0％) 

諸戸精孝(20.9％)   
三井物産㈱(14.9％)   
その他(22.7％)   
(平成18年６月30日現
在)   

業績等
(千円)

平成18年６月期(見込) 平成18年３月期 平成18年６月期(見込)

売上高 88,900 355,401 52,686 

経常損益 23,232 △14,737 12,934 

当期純損益 18,500 △12,150 10,767 

総資産 234,881 203,527 11,855 

純資産 206,148 155,451 10,767 



  

  
  

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

当事業年度
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

(平成17年３月31日現在) 

３ 平成17年８月３日、当社の連結子会社である㈱ブロ

ードバンドタワーが、大阪証券取引所ニッポン・ニ

ュー・マーケット「ヘラクレス」へ新規上場いたし

ました。 

㈱ブロードバンドタワーの概要 

４ 株式分割について 

当社は、平成17年４月20日開催の取締役会決議に

基づき、平成17年６月30日を基準日として平成17年

８月19日付で１株を２株にする株式分割を行いまし

たが、この株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前期における１株当たり情報および当期首に

行われたと仮定した場合の当期における１株当たり

情報はそれぞれ以下のとおりです。 

本社所在地 大阪府大阪市淀川区西中島 

資本の額 1,602,517千円

２ 買付価格 １株につき   330,O00円

３ 買付に要した資金 11,633,820,000円

事業内容 データセンター事業・ブロー

ドバンド配信事業 

本社所在地 東京都中央区日本橋本石町 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 
27,114.69円 

１株当たり純資産額 
27,244.23円 

１株当たり当期純利益 
111.11円 

１株当たり当期純損失
15.06円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

107.34円 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益は、１
株当たり当期純損失が
計上されているため記
載しておりません。 

   なお当社グループは、事業シナジーが見込まれる

企業へのインキュベーションを積極的に実施してお

り、ITプロフェッショナル育成を通して企業の競争

力となる人材開発を支援し、顧客企業から高い評価

を受ける同社と、顧客基盤を相互に活用すること

で、事業の拡大を進める予定であります。 

所在地 東京都渋谷区   

業績等(千円) 売上高 1,515,063 

平成18年６月期 

(見込) 

経常損益 △107,748 

当期純損益 △108,292 

  総資産 1,782,878 

  純資産 △1,092,563 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【債券】 

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

オートサーバ株式会社 2,664 999,000 

株式会社SOZO工房インタラクティブ 6,000 300,000 

株式会社YOZAN 15,643 156,586 

株式会社カザアナ 1,200,000 90,000 

株式会社アドバンストメディア 100 50,200 

株式会社ブロードバンドセキュリテ
ィ 

43,000,000 43,000 

株式会社アイ・ブロードキャスト 500 30,000 

株式会社城北ニューメディア 1,800 29,880 

株式会社インフィニコ 1,200 26,263 

株式会社ビックカメラ 100 19,700 

その他22銘柄 5,453,082 85,678 

計 49,681,089 1,830,307 

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

グローバルナレッジネットワーク 
株式会社 

200,000 200,000 

計 200,000 200,000 



【その他】 

  

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は、内書きで、減損損失計上額であります。 

  

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

(その他有価証券)   

モバイル・インターネット第１号 
投資事業有限責任組合 

10 290,533 

ジャフコ・ジー８(ビー)号 
投資事業組合 

1 54,649 

ジャフコ アジアテクノロジー 
ファンド 

1 87,923 

SBI ブロードバンドファンド１号 
投資事業有限責任組合 

5 227,686 

SBI ビービーモバイル 1 125,000 

計 18 785,792 

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 60,870 ― ― 60,870 34,184 4,943 26,686

 工具器具及び備品 43,051 5,164 7,632 40,583 28,226 5,443 12,356

有形固定資産計 103,922 5,164 7,632 101,453 62,411 10,387 39,042

無形固定資産       

 商標権 1,484 ― ― 1,484 1,422 148 61

 ソフトウェア 11,099 3,026 ― 14,125 9,629 914 4,496

 その他 3,081 ― 
2,718
(2,718)

362 ― 23 362

無形固定資産計 15,665 3,026 
2,718
(2,718)

15,972 11,052 1,086 4,920

長期前払費用 936 ― ― 936 670 121 266

繰延資産       

 社債発行費 20,217 9,158 9,158 20,217 13,478 15,897 6,739

繰延資産計 20,217 9,158 9,158 20,217 13,478 15,897 6,739



【引当金明細表】 

  

(注) １ 当期減少額(その他)は、洗替による戻入であります。 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 21 21 ― 21 21 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

  

ｂ 売掛金 

相手先別内訳 

  

  

売掛金の発生および回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(千円)

現金 527

預金  

普通預金 2,306,353

定期預金 88,000

別段預金 2,522

計 2,396,875

合計 2,397,403

区分 金額(千円)

日本インターネットエクスチェンジ株式会社 11,345

日本電気株式会社 3,150

合計 14,495

前期繰越高 
(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
  

{(Ａ)＋(Ｄ)}／２
(Ｂ)／365 

16,326 118,522 120,353 14,495 89.3 47.5 



ｃ 関係会社株式 
  

  

ｄ 差入保証金 
  

(注) タクシー契約予納金など 

  

② 負債の部 

ａ 買掛金 

相手先別内訳 

  

  

銘柄 貸借対照表計上額(千円) 

(子会社株式)  

株式会社アイ・エックス・アイ 14,380,332

IRI Finance and Technology Asia Ltd. 2,400,010

株式会社IRIユビテック 1,434,164

株式会社アイ・アール・アイコマースアンドテクノロジー 762,357

ファイバーテック株式会社 616,371

株式会社プロデュース・オン・デマンド 113,000

IRI USA, Inc. 57,306

株式会社モバイルブレークスルー 40,000

株式会社インターネット・ジーアイエス 0

(関連会社株式)  

株式会社ブロードバンドタワー 907,237

日本インターネットエクスチェンジ株式会社 236,500

モバイル・インターネットキャピタル株式会社 30,000

株式会社ベルハート 25,513

上海佳路技術発展有限公司 6,000

マーチャンダイズ・キャピタル株式会社 0

合計 21,008,795

区分 貸借対照表計上額(千円) 

Hammonds 1,000,000

野村不動産株式会社 110,261

その他 (注) 990

合計 1,111,252

区分 金額(千円)

株式会社ブロードバンドセキュリティ 12,352

JSAT株式会社 3,990

沖縄遠融医療推進協議会 3,150

その他 8

合計 19,501



ｂ 新株予約権付社債 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項は、ありません。 

  

区分 金額(千円)

円貨建転換社債型新株予約権付社債 4,500,000

合計 4,500,000



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) １ 当社は、旧商法第220ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

２ 当社の公告方法は電子公告であります。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが

できない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 

  なお、電子公告は当社ウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 

  当社ウェブサイト http://www.iri.co.jp/ 

  

  

決算期 ６月30日

定時株主総会 ９月中 

基準日 ６月30日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

中間配当基準日 12月31日

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 電子公告

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(1)  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第９期) 

自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日

  
平成17年９月22日 
関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 (第10期中) 
  

自 平成17年７月１日
至 平成17年12月31日

  
  
平成18年３月15日 
関東財務局長に提出。 

  
(3) 

  
有価証券届出書 
その添付書類 

  
第１回無担保転換社債型新株予約権
付社債の発行 

  
  
平成17年７月15日 
関東財務局長に提出。 

  
(4) 

  
有価証券届出書 
の訂正届出書 

  
上記(3)に係る訂正報告書でありま
す。 

  
  
平成17年７月21日 
関東財務局長に提出。 

  
(5) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第３号(特定子会社の
異動)の規定に基づくもの 

    
平成17年８月９日 
関東財務局長に提出。 

  
(6) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第18号(債務者等に対
する売掛金、貸付金、その他の債権
につき取立不能又は取立遅延のおそ
れ)の規定に基づくもの 

    
平成17年10月６日 
関東財務局長に提出。 

  
(7) 

  
臨時報告書の 
訂正報告書 

  
上記(6)に係る訂正報告書でありま
す。 

    
平成17年10月14日 
関東財務局長に提出。 

  
(8) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第11号(取引先に対す
る債権についての取立不能又は取立
遅延のおそれ)、第12号(当社の財政
状態及び経営成績に著しい影響を与
える事実(投資有価証券の評価損の
引当))及び第19号(連結子会社の財
政状態及び経営成績に著しい影響を
与える事象(投資有価証券の評価損
の引当及び営業権の償却))の規定に
基づくもの 

    
平成17年10月14日 
関東財務局長に提出。 

  
(9) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第３号(特定子会社の
異動)の規定に基づくもの 

    
平成17年11月21日 
関東財務局長に提出。 

  
(10) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第２号の２(新株予約
権の発行)の規定に基づくもの 

    
平成17年12月15日 
関東財務局長に提出。 



  
  
(11) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第３号(特定子会社の
異動)の規定に基づくもの 

    
平成18年４月６日 
関東財務局長に提出。 

  
(12) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第11号(債権の一部放
棄)及び第12号(財政状態及び経営成
績に著しい影響を与える事象(貸付
金の一部放棄によるもの))の規定に
基づくもの 

    
平成18年４月６日 
関東財務局長に提出。 

  
(13) 

  
臨時報告書 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第２号(募集によらな
いで取得される有価証券の発行)お
よび第６号の２(提出会社が完全親
会社となる株式交換)の規定に基づ
くもの 

    
平成18年４月24日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社インターネット総合研究所 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社インターネット総合研究所の平成16年７月１日から平成17年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につい

て監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社インターネット総合研究所及び連結子会社の平成17年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年７月15日開催の取締役会決議に基づき、第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間同順位特約付き)を発行している。 

２ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年７月15日開催の取締役会決議に基づき、㈱アイ・エッ

クス・アイの普通株式を公開買付により平成17年８月15日に取得し、同社を連結子会社とした。 

３ 重要な後発事象に記載されているとおり、平成17年８月３日、連結子会社である㈱ブロードバンドタワーが、㈱

大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に新規上場した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

  

以 上 

  

平成17年９月22日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  三  富  康  史  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社インターネット総合研究所 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社インターネット総合研究所の平成17年７月１日から平成18年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細

表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社インターネット総合研究所及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減

損会計に係る会計基準及び役員賞与に関する会計基準が適用されることとなったため、これらの会計基準を適用し連

結財務諸表を作成している。 

２. 重要な後発事象に簡易株式交換による会社の買収に関する後発事象及び関係会社の異動に関する後発事象が記載さ

れている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

  

以 上 

  

平成18年９月26日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  安  浪  重  樹  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  三  富  康  史  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社インターネット総合研究所 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社インターネット総合研究所の平成16年７月１日から平成17年６月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社インターネット総合研究所の平成17年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年７月15日開催の取締役会決議に基づき、第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間同順位特約付き)を発行している。 

２ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年７月15日開催の取締役会決議に基づき、㈱アイ・エッ

クス・アイの普通株式を公開買付により平成17年８月15日に取得し、同社を連結子会社とした。 

３ 重要な後発事象に記載されているとおり、平成17年８月３日、連結子会社である㈱ブロードバンドタワーが、㈱

大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に新規上場した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

平成17年９月22日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  松  野  雄 一 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  三  富  康  史  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社インターネット総合研究所 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社インターネット総合研究所の平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社インターネット総合研究所の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１. 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から役員賞与に関する会計基準が適用されることとなったた

め、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

２. 重要な後発事象に簡易株式交換による会社の買収に関する後発事象及び関係会社の異動に関する後発事象が記載さ

れている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

平成18年９月26日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  安  浪  重  樹  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  三  富  康  史  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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